
広　島　大　学 

高等教育研究開発センター 

高等教育研究叢書 

２０１２年4月 118

広島大学高等教育研究開発センター　編 

これからの大学経営 
～誰がどのような役割を担うのか～ 
第39回（2011年度）研究員集会の記録 



 

 

 

 

 

これからの大学経営 

～誰がどのような役割を担うのか～ 

－第 39 回（2011 年度）研究員集会の記録－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島大学高等教育研究開発センター 編 

 

 

 

 

広島大学高等教育研究開発センター 



－i－ 

 

はしがき 

 

 

 

 この高等教育研究叢書は，昨年 11月に当センターが実施した第 39回研究員集会の記録であ

る。当センターが 2008 年度から実施中の大学・大学院改革に関する戦略的研究プロジェクト

も今年度で 5ヵ年計画の 4年目を迎えた。これまでもさまざまな観点からこの問題を取り上げ

てきたが，今年の研究員集会では大学・大学院の経営の問題に着目し，その中でもその経営を

担い，あるいは支える人材の問題を中心に考えることとした。 

大学経営の問題は，過去は大学自治論との関わりにおいて，昨今は限られた資源の中での効

率化の要請への対応として取り上げられることが多く，その意味では古くて新しい課題である。

また近年では大学職員論も盛んになってきて，人材の観点から論じられることもしばしばであ

る。今回の研究員集会では，そのような背景を捉えつつ，適任と考えられる講師に登場願い，

合わせて関連する調査結果や実務者からの情報を交えて，できるだけ総合的にこの問題を考え

られるようにプログラムを設計したつもりである。 

今年度は，もともと財政的にきびしい状況があったことに加えて，2011年 3月に発生した東

日本大震災の影響もあり，より一層不透明な先行きの中で，高等教育問題を考えなければなら

なかった。大学経営の問題はそのような意味でも時宜にかなったテーマ設定ではなかったかと

思うが，テーマに対応する解答を関係者の皆さんとともに深く考えてまいりたい。 

 

 

2012年 4月 

前広島大学高等教育研究開発センター長 

  山本 眞一 
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研究員集会の趣旨 

 

今，我が国の高等教育は世界の高等教育と同様，大きな転換点に立とうとしている。それは，

グローバル化や知識基盤社会の到来という大きな社会変動に対して，大学はどのような役割を

分担すべきであるのか，その意味合いが問われていることに他ならない。かつては政府から手

厚い庇護を受けつつ孤高を保つことができた大学も，今や社会に対しその存在意義を明確に示

す必要に迫られている。とりわけ昨年は，3 月に東日本大震災が起こり，自身の損害回復はも

とより，大学がこれまで蓄積してきた英知をもって復興に貢献することが求められている。他

方で，高等教育を求める人々の数は増し，大衆化・ユニバーサル化の中で，大学に求められて

いる役割はますます大きくかつ多岐にわたりつつある。このような大学を運営するには，さま

ざまな経営手法を工夫すると同時に，これを担う人々の資質･能力を高めていくことが必要なゆ

えんである。 

わが国では近年，政府によって大学・大学院改革に重点的に取り組む方針が示され，大学教

育の質の保証手段を講じるとともに，国際化・多様化を通じた改革を進める中で，世界トップ・

レベルを目指す大学院教育の実現を図り，時代や社会の要請に応えることができるような高等

教育システムを構築していくよう方向が明らかにされている。とくに，2008年策定の教育振興

基本計画においては，世界的に卓越した教育研究拠点の重点的な形成を支援するとともに，大

学院におけるすぐれた組織的な教育の取組を支援し，あわせて，意欲と能力のある若手研究者

等が活躍できる環境づくりを支援する，との施策が提示されているところである。 

当センターでは 2008 年度以来，文部科学省から特別の予算を得て，わが国の大学・大学院

を 21 世紀知識基盤社会にふさわしい形に改め，わが国発の知識を創造し積極的に世界に発信

するとともに，地域や世界に貢献する高度な能力を備えた人材を養成しうる高等教育システム

の構築に向けて，必要な政策に関する研究を行ってきた。今年度も，過年度と同様に所要の研

究活動を進めたが，その研究活動の一環として，また大学･大学院改革をより着実なものとする

ため，大学経営とそれを担う人材をテーマとする国際ワークショップを開催するとともに，毎

年実施している研究員集会も当センターの研究活動に合わせ，同様のテーマで高等教育につい

ての問題提起と意見交換を行うこととした。 

今回の会合では，国際ワークショップと関連づけながら，各界の著名な方々に講演をお願い

し，また多数の方々のご参加を得て，大いに議論を深めることができた。具体的には，本叢書

に収録された個別の記録を参照願いたい。この記録が読者各位の大学問題を考える参考となれ

ば望外の幸せである。 
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大学経営 

-課題，組織，人材- 

 

金子 元久 

（国立大学財務・経営センター*） 

 

本題に入る前に 

 

 本日はこういった機会を与えていただきまして大変ありがたいと存じます。私がこれか

ら申し上げるのは，決して完成された議論ではありませんので是非ご意見，ご批判をいた

だければと思います。 

この写真*の人の話から話を始めます。これはサマーズさんといってハーバード大学の前

学長でありますけれども，この人は非常に秀才でありまして，お父さんもお母さんも MIT

（Massachusetts Institute of Technology）の先生だったらしいのですけど，サミュエル

ソンという非常に有名な経済学の教科書の著者がありますが，そのサミュエルソンがおじ

さんだそうでありまして，ユダヤ系の非常にインテリの家庭に育ったという人のようです。

クリントン政権の財務長官をやりましてハーバード大学の総長に 2001 年になる。非常に

若くしてなりました。 

それが 2006 年に辞職して大きな話題になりました。なぜ辞めたのかということなので

すけども，一つは舌下事件でして，女性は自然科学の研究に向いてないとは言わなかった

のですけど少ないと言ったらば，それで批判された。もう一つは，何か財テクをやってそ

れが批判を浴びたということもあったようです。それが新聞などではいろいろと取りざた

されていました。 

しかし，この前後の経緯を調べてみますと，どうも伏線があったらしい。それは教員団

と非常に強い軋轢が生じていたということです。一つの問題は，サマーズ学長の知的相対

主義に対する批判です。アメリカの大学でもやはりリベラル・アーツ（liberal arts）の学

部を中心として，面白ければ何でもいいと，極端に言えば言ってしまえると言いますか，

新しい知的なファッションみたいなものが非常にはやっていて，それはハーバードが一種

の象徴であったわけであります。それに対して社会から非常に大きな反発があり，サマー

ズ学長はそういった反発を背景にして理事会から任命され，学内でもかなり率直にそうい

う趣旨の発言をしていた。それがやはり教授会から非常に大きな不満を買っていたといっ

たことがあると思います。 

またそういった意味で，大学の教員だけが大学教育の中身を決めていいのか，といった

                                                      
* 現筑波大学大学研究センター 
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ことについてもかなり率直に発言をしていた。それが結局いろいろな表面的な事件と相ま

って辞任に結びついたということのようです。 

私はここから二つうかがえることがあるのですが，一つはやっぱり学長は非常に強く教

育について独自の信念を持っていて，それは改革に結びつけることが非常に重要な職務で

あると彼自身も考えたし，周りも考えていた。ハーバード大学は特にアメリカの大学の象

徴としての役割というものあると思いますが，しかしそれはハーバードだけではなくてア

メリカの大学一般にある程度言えることだろうと思います。ただ同時に，アメリカでも学

長が何か言えばそうなるというわけでもない。やはり学内の合意がない場合には結局行き

詰って辞めざるを得なくなる，ということも示している。 

歴史的にみれば，アメリカの学長というのはどういう役割を果たしてきたのか。有名な

のはやっぱりハーバードの学長さんが多くて，チャールズ・エリオット（Charles William 

Eliot）という人がいますが，この人はエレクティブ（elective）と言いますか選択科目制

を 19 世紀の終わりに始めた。そういう意味では現代のアンダーグラジュエイト

（undergraduate）の教育の枠組みの基礎をつくったと言われています。40 年間くらい学

長だったらしいのですけれども，そういう意味で非常に有名な人です。 

それから，次はシカゴ大学ですけれども，ハッチンス（Robert Maynard Hutchins）と

いう学長が 1929 年から 1945 年までいました。この人は，グレートブックス（Great Books）

という，いわゆるコア・カリキュラム，教養課程の教育のコア・カリキュラムの源流をつ

くった人です。さらにコナン（James Bryant Conant）という人が，これはハーバードの

総長でしたけれども科学教育を一般教育に導入した，いわゆるジェネラル・エデュケーシ

ョン（general education）のモデルを作った。日本が 1945 年に新制大学のカリキュラム

として導入した一般教育は，その流れを汲んでいます。 

それから，つい最近ではハーバードの学長ではボク（Derek Curtis Bok）という人がい

て，この人はアワー・アンダーアチービング・カレッジ（Our Underachieving College）

という本を 5 年くらい前に出しましたが，これは様々な実証研究の成果を概観して，「基

本的にやはりアメリカの大学教育というのが期待に沿った本当に効果をあげていないので

はないか」という問題提起をして，高等教育の世界の内外で，大きな反響を呼びました。 

ついでながら，清水畏三さんという先生が，前の桜美林大学の学長ですけれども，書か

れた「列伝風ハーバードの学長さんたち」という本がありまして，これは大変面白い本な

のですが，残念ながらこれは私家本でありまして本屋で売ってないのですけれども非常に

面白い本です。この本の副題は「成功者と失敗者たち」というふうになっていまして，こ

こに書いたのはある意味では成功した学長なのですけれども，失敗した学長もあるわけで

す。 

ただ言えるのは，どの学長も教育改革に独自の強い理念を持っていた。それはうまくい

った場合もあったでしょうし，失敗したこともあっただろう。しかし独自の理念を持って
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教育の改革を進めた。学長というのは経営者だから教育と関係ないようですけれども，実

はアメリカの大学の学長で歴史に名前を残しておられる人は，みんな教育改革でもって歴

史に名前を残しているわけです。 

今日の話は経営でありますけれども，経営というのはあまり狭い意味で捉えることはで

きない。むしろ非常に広い意味での大学の使命の中での教育研究，それのコンテクスト

（context）で考えていく必要があるのではないかと思います。今日は黒木先生がいらっし

ゃるし，学長さんがいらっしゃるのであまり個々の学長さんの悪口を言うとマズイのです

けれども，問題は日本の学長さんがどうであるかということです。 

 アメリカの事例を見ていて一つ考えるのは，何のための大学経営か，ということです。

さっき申し上げましたけれども，経営というのはやっぱりさまざまな側面があると思うの

ですが，やはり教育というのも非常に重要な側面であり，あるいは学長にとっては非常に

大きな役割，むしろ第一の問題なのかもしれません。 

もう一つの問題は，どのように経営するかという問題でアメリカでは学長のイニシアテ

ィブ（initiative）が強いと一般的に言われていますけれども，先ほどのボク総長の例で見

るように実は理事会，教員の支持がなければ失敗する，あるいは辞めさせられる例も実は

そんなに少ないわけではない。ただ，言えるのはかなり強力な説得力を持つということが

要求されている。うまくいくかどうか結果としては別ですが，非常に強い信念，理念を主

張することが求められている。それが当たり前だと思われているということです。 

こういったものと比べて，日本的特質は何かということも併せて問題になると思います。

我々はよく「管理運営」という言葉を使い，必ずしも「経営」という言葉は使いません。

それは，やはり私は日本的な特質をある程度表していると思いますし，実はこれは本質的

な問題をその背後に持っていると思います。同時に日本の大学の特徴は幹部教員とか，特

に事務職員が非常に大きな役割を実は果たしてきた。そういった役割がどのようにこれか

ら変化していくのか，その中でアメリカの大学とも違う，あるいはこれまでの大学とも違

うような形態がどのようにつくられていくのかということが問題なのだろうというふうに

思います。 

以上は前置きでありまして，今日の話は三つポイントがあります。一つは大学「経営」

というのは何なのか，わざわざ「経営」という意味は何であるのか。それからもう一つは，

そういった経営の課題として大学教育を捉えるとどのようなことが言えるのかということ。

そして，三番目にそういったコンテクストの中で大学経営，あるいは人材形成というのが

どういった方向で考えられるべきなのかということです。 

 

１.大学経営とは何か 

  

まず最初にお話ししてみたいのは大学経営，「経営」というのは何か。それを考えるため
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に，組織としての大学というものはどうやってできたのかという，古い話に立ち戻ってみ

たいと思います。 

 

ギルドとしての大学 

大学が作られたのは，12，3 世紀の中世ヨーロッパでありまして，大学の起源は，ご存

知のように，ギルド（guild）でありました。ボローニア大学は学生のギルドで，パリ大学，

ソルボンヌが教師のギルドだというふうに一般的に言われていますが，一般的には教師の

ギルドでした。ウニベルシタス（universitas）という言葉は，ギルドとほとんど同じ意味

で使われており，それが今日の university の語源です。 

ギルドとは何なのかというと，これは要するに組合なわけです。なぜそうした組織が必

要だったのかと言うと，二つの側面があるわけです。一つは個々の教師ではなくて，教師

が集まって組織となることによって，体系的な知識を供給することができ，それを求める

学生を集めることができる。今ひとつは，学位というものを出すことができる。社会的に

価値のある，知識に対して社会的な価値の証明を与えることができる。それはなぜかと言

えば，それと同時に団体として質の保証を政府から受ける，チャーターを受けることによ

って，質の保証をすることができる。それによって，学生は授業料を払い，教師の生活も

成り立つ。個々の一人ひとりの教師ではそういった事は出来なかったわけです。 

しかし同時に具体的な教育活動というのは，やはり個々の教師がやるしかない。大学全

体でやるものではないわけですね。しかも知識の価値自体は，その教師にしか分からない

わけでありますし，知識全体をカバーする論理的な，パーフェクトの体系はない。従って

その中には，知識の体系の中に上下関係もない，従って個々の教師を統制する絶対的な権

威というのはないわけです。やはり個々の先生が，独自の信念と研究に基づいて研究活動

をするしかない。しかし，それでは学問は発達しないので，それがギルドをつくることに

よって社会的な承認を得て社会的な資源を獲得することができる。 

これがギルドとしての大学の非常に重要な役割を果たした点であると思います。中世の

社会では大体何でも経済活動，社会活動はギルドによって行われていたわけですが，逆に

言いますとそれからほかの組織はだんだん官僚組織に変わっていって，ギルド的な性格を

失ってきた。唯一ギルドとして性格を失っていないのが大学なわけです。 

それは大学自体にギルドによってしかカバーできないような側面を持っているからだろ

うと思います。それは何かというと本質的に組織としての統合性を持たなければいけない

のだけれども，しかし個々の構成要素の自律性がなければいけない。統合性と自律性，こ

の二つを併存させる仕組みとしてギルドというものの原理が使われ，それは大学について

は特に根幹的な組織原理となってきた。 

ではこの二つの間を結ぶのは何か。官僚制的な上意下達の命令，一定の目的の完成に向

かっての命令，そういった原理ではない。そういった原理では動かない。しかし，にもか
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かわらず組織の統合性は保たなければいけないわけですから。それを保つ機能が何かと言

えば「管理運営」という言葉だろうと思います。 

 

大学の管理運営 

ではそうした「管理運営」はどのように行われたのか。 

その担い手の一つは学長，「レクター（rector）」です。プレジデント（president）と言

わないでレクターと言いますが，ドイツ語だと「C」が「K」になったりするみたいです。

レクトールと言うのですが，これはギルド，基本的にはギルドも組合の代表でありますか

ら教員団の一人なのです。大体 2 年とか 3 年交代でやっている。ヨーロッパの古い大学に

行きますと歴代総長の額なんていうのが飾ってあるのですが，非常に古い大学でも肖像が

飾ってあるのはかなり最近で，それはなぜかというと写真がなかったということもあるか

もしれませんが，もう一つは学長があまり大したことなかったわけです。教員の回り持ち

だったから，そう言った学長がありました。 

では職員にあたるのはどういう人かというと「ビードル」という人がいたそうです。こ

の人は事務長，あるいは総務に当たる人です。ギルド的な組織では規則が明文化されてな

くてさまざまなかたちで習慣とか伝統とか，そういったものによって運営されていた。従

って組織の規則みたいなものを常に監視している人が必要である，それが事務長であり，

総務であった。現在で言う総務的な役割でありました。 

二番目は「ノータロ」と言う人です。「ノータロ」というと語感があまり良くないですけ

れども，これは非常に重要で書記とか学籍簿係に対応する。それは大学の組織としての教

育機能に対応するわけで，イギリスの大学では大学の事務局長のことをレジストラー

（registrar）と言いますが，アメリカでもこの言葉を使うことがあります。それは基本的

には学籍簿の管理係である。これは基本的には学籍簿の管理をする人が事務局の中心とな

り，管理運営の中心となっていた。 

それからもう一つ経済的な側面が非常に重要で，出納係というのがもう一つ非常に重要

な機能でありました。 

言ってみれば総務，それから学務，それと財務と，この三つというのが管理運営上の基

本的な機能であって，それはもう中世の大学から実は始まっていたということになります。

写真*は，パドワの大学のビードルでありまして，これはこのセンターの，高等教育研究開

発センターの前身の大学教育研究センターのときの二代目のセンター長の横尾壮英先生と

いう中世ヨーロッパの大学史の権威が書かれた「中世大学都市への旅」という本の挿絵を

そのまま入れました。このようにビードルは杖を持って行列の先頭に立っていたらしいで

す。 

いずれにせよ，大学にとって「管理運営」は組織の維持と機能に不可欠であり，それを

幹部教員と事務職員が担っていた。後者には現代に通じる総務，あるいは学務，それから
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財務系というものがありました。 

 

近代大学 

では近代になるに従ってどうなってきたか。近代大学の嚆矢とされるのは 1810 年にで

きたベルリン大学です。ここで強調されたのは「研究と教育の統一」，さらにいえば特に研

究機能の重視です。ところが研究というものは組織でやるものではなくて個々の研究者が，

個々の研究の論理で発展させるものです。研究がそもそも自分の論理を持って，その自分

の論理が発展していくことによって発展するとすれば，それを外的な基準でなかなか判断

できないわけです。従って個々の教員の自律性が大学の機能発揮の基本である。「学問の自

由」というのは，社会の中で大学は自由でなければならない，というスローガンのように

一般的に理解されています，実は社会の中だけではなくて大学の中でも，個人としての教

員というのは自由でなければいけない。 

しかし大学はむしろより強力に組織として制度化されていく。巨大化され，しかもそれ

がさまざまな社会機構の中に組み込まれていく，当然ながら多量の資源を要する。しかも

それまで大学というのは初等，中等教育とまったく独立にできていたわけですけれども，

教育体系が発展するに従って教育体系の中に組み込まれ，また大学が大衆化していくので

す。従って管理する必要性も非常に大きくなった。ということで近代大学というのは，あ

る意味では，さっき申し上げた部分的な自律性と組織統合の二つの原理の両方を発展させ

なければいけなかった，従ってその間の亀裂とか矛盾もさらに深くなってきたというふう

に言えると思います。 

基本的な教育研究活動については極端に言えば個々の教員が，あるいは個々の学部が独

自の論理でもって教育研究を行っている。その部分部分が生産的であることが少なくとも

研究の上で一番重要である。そこで個々の部分で効率化，最適化をするというのが基本で

ある。しかし同時に，それだけでは組織全体としての統合性が保てない。各学部の関係を

調整し，組織としての一貫性を保つために，管理運営機能が不可欠となる。逆に言うと非

常に矛盾に満ちた組織であるからこそ，管理運営が重要な役割をはたす。管理運営は大学

というものの本質に根ざすものと言えると思います。 

 

二つのパターン 

ところで具体的な管理運営の形態には二つのパターンがあったと思います。 

一つは大陸ヨーロッパ型です。このパターンでは教授会とともに，「事務局」というのが

ある。基本的なガバナンス（governance）組織としては教授会があり，それに対して先ほ

ど申し上げた三つの機能を持つ事務局がそれを補佐するというパターンです。教授会は基

本的にはギルド的組織ですが，事務局というのは事務局長に統括される官僚組織である。

官僚組織というのは上部の命令によって動く組織であるという意味で使っておきます。 
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もう一つのタイプはアメリカ型です。アメリカ型の大学では，学長の権限が強力である

ことは事実だと思います。それはどうしてかと言うと学長の選出，承認自体は教授会によ

って行われるのではなくて理事会によって行われるからです。大学の，言ってみればオー

ナーというのが明確であって，それは理事会なのです。理事会によって任命・監督される

からその権限の基盤は非常に明確である。 

それで管理運営はどうして行われるかというと，学長が任命する副学長，あるいは学部

長等々によって幹部教員，幹部職員によって分割統治されていて，それぞれに補佐すると

いうかたちで事務職員が配置される。事務局としての統一的なハイアラーキー（hierarchy）

をもつ官僚組織というのは存在しません。その意味では，必ずしも一元的な管理体制では

ない。ただし，特に最近になって，管理業務を担当する専門職的な人たちが増えているの

は，先ほど山本先生のお話しにもありました。ただこの人たちは，ほとんど大学外部との

流動性も非常に高い，従って大学独自の職員とは必ずしも言えない。しかも彼らが専門職

団体をつくっていて，その知識技能というのはその専門職団体によってかなり形成され，

従ってその専門職の中で大学間を異動するというパターンを取っているわけです。 

その中で日本的な特質は何かと言うことですけれども，私は大陸系の学長・事務局型で

あると思います。ただ，もちろん国立大学法人になって非常に大きな制度的な変化が起こ

りました。制度上は学長に強力な権限が与えられています。ある意味では奇形的な強力な

権限があたえられています。しかし実際には，教授会の力というのは決して衰えていない。

また国立大学法人については理事が担当部局制を担当して，理事が個々の事務局部門を対

応するようにダンダン今変化しつつありますが，事務局のやはり官僚的な体制というのは

そのまま保たれていると思います。それから私学の場合には参加型の理事会と言いますか，

教員代表，あるいは専務理事，あるいは少なくとも教員，職員の代表が参加するような理

事会を持っている参加型の理事会の場合と，それからオーナー型の学長に典型的に見られ

るような何らかの特定の個人に，あるいはその家族に権力がさまざまないろんなかたちで

集中するようにできている場合と，そういったかたちがあると思います。 

その中での管理運営組織というのは，先ほど申し上げましたけれども基本的にはやはり

組織の維持管理が主たる目的であって，それは大学というのは放っておけば分裂してしま

うからです。維持管理自体は非常に重要な意味を持っている。そのために官僚的な組織が

つくられているということです。その中で事務職員は比較的幅広い経験をする。特定の分

野に偏らない，異動することによって幅広い経験を積み重ねていく，その中でルーティン

的な業務を消化する能力を形成していくわけです。逆に専門職化は抑制される，ある程度

までしか専門職は進まないというような傾向をもっているわけです。これが今までの大学

の管理運営の日本的特質であったと思います。 
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管理運営から経営へ 

その中で「経営」というのはどういう意味を持っていたかというと，基本的には財務管

理のことを経営と言っていたのだと思います。あるいは財政的な健全さを基準とした意思

決定，入試学者政策が，経営問題だと言っていたのです。なぜ入試が重要かというと，要

するに入学者を獲得しなければ財政的に困るからで，やっぱり基本的にはそれは財政問題

として捉えられていた。 

ではなぜ今「経営」をわれわれは語らなければいけないのか。「経営」というのは私は，

一定の目的の実現のために体系的な意思決定をして，それを執行するということだと思い

ます。そうだとすると何か目的がないとやはり「経営」とはそんなに実は語る意味があま

りないのではないか。ただ運営するということであるのであれば，実はそんなに「経営」

というふうなことを言う必要はない。 

では何が今，最も大きな課題なのか。私は日本の大学にとって最大の課題は大学教育に

なっていると思います。 

 

２.経営問題としての教育機能 

 

では日本の大学教育はどういう問題を抱えているのか。これは今回の研究集会の課題そ

のものではないので簡単に申し上げたいと思います。 

 

問題としての大学教育 

私は大学教育の質自体が問題になるのは偶然ではないと思います。 

大雑把にいえば，グローバル化，知識社会化が進み，同時に高等教育はすでにユニバー

サル化して量的な拡大が一定の段階に達してしまった。同時に若者の価値観に変化があり，

それからキャリアも大きく変化し，しかも見えなくなってきている，将来の方向が見えな

くなってきている。そういった中でさまざまな問題が起こり，それが結果として教育内容

の適切化，グリーバンス（grievance），あるいは効率化，大学教育の効率性，あるいは質

の問題，あるいはさらに実質的な学習自体が，ただ表面的に形式的に行われているのでは

なくて実質的にどの程度のものが出来上がっているのか，その成果が問われるという状況

が生じているのではないでしょうか。 

それを少しデータでお見せしたいと思います。大学教育は大切だ，大切だというような

ことはアチコチで言うのですけれども「なぜ大切なのか」ということについてその切迫性

について，私は認識がまだ十分ではないのではないかと思うのです。 

一つは大学生の就職です。ご存知のように内定率が低くなったというようなことが言わ

れているわけでありますけれども，しかし実は日本の大学生の就職問題がかなり深刻な状

況を迎えたのはもう 1990 年代半ばくらいからです，もう十数年くらいそういった状態が
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続いています。これは（表１）2010 年ころの大学生の就職状況をいくつかのデータを組み

合わせて推定したものですけれども，私はこれを基本的に四つに分類しています。「枠内」

というのは 4月の一括採用で就職した人，これは学校基本調査で就職した年で出るもので

す。しかし枠内で就職した人の中でも大体 3 割くらいは 3 年以内に辞めると言われていま

す。他方で一括採用の枠内に入らなくても，就職した人はいます。ただしその中でも，自

活可能な賃金をもらっている人と，例えば年額 200万円以下くらい，自活が不可能な賃金

をもらっているような人たちもいます。それから無業，はっきりと無業の人，それと大学

院への進学，これが 15%くらいです。 

そうしますと，いわゆる一括採用は「就職」というのは 40%くらいになります。しかし

その非安定な人を集めると，いわゆる非安定的な枠内修業，それから枠の外での修業，そ

れから無業者を集めると大体 45%くらい，4 割近くは従来のかたちでの生涯雇用には入っ

ていないのです。大卒者の雇用状況の悪化は深刻です。 

 

表１ 

①a 枠内

安定, 40.0 

①ｂ枠内

非安定, 20.8 

②a 枠外自

活, 8.7 

②b 枠外

自活不可, 

7.0 

③ 無

業, 8.5 

進学, 15.0 

 

出典：『学校基本調査』2010年，『新規学校卒業者の就職離職状況調査』2005年，『就業構造基本調

査』2007年から推計 

 

それはなぜかと言うと産業構造が大きく変化しているからです。日本の製造業は特に

2000 年代に入って急速に外に出ていった。大卒者の就職先は，ここ特に 6～7 年の間，急

速にシフトしてサービス業に移っていきます。製造業，逆に言うと製造業は年間，大体十

数万人，12～13 万人くらい大卒者を受け入れていたのが，今は，今年は 4 万人を切ると

いう状況で，製造業の求職率が非常に下がっている。大卒者の質の構造，量が大きく変化

しているということになります。 

もう一つ，あまり意識されてないのが，親が大学教育にお金を払う余裕が無くなってい
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るということです。大学生のうち，日本学生支援機構の貸与奨学金を借りた人の割合であ

りますけれども，2000 年代に入って急速に「きぼう 21」という有利子奨学金の受給者が

増えて，大学生の三分の一になっています。これまで日本の親は無理してでも子どもを大

学にやると思われたのですが，実はもうそれはウソで，そういったことはできなくなって

いる，お金を借りなければ大学にやれないという状況に急速になっている。 

しかしさっき申し上げたことと併せて考えれば金を借りて大学を出ても，実はそのあと

での就職状況は非常に危ない。非常にリスクが高い状況になっているわけです。しかも大

学教育は高い金を取って，あるいは高いコストを掛けて教育していると言っていますが，

大学生は勉強しているのかということも問題になります。 

 

大学教育の日本的特質 

もう一つのデータ（表２）は，総理府の生活基本調査における生活時間です。小学校 6

年生，中学 3 年，高校 3 年，大学大学院と生活時間を見てみますと，学習時間が小学校か

ら中学・高校にかけて高くなるのですが，大学に入ってガクッと下がる。その代わりに，

買い物・趣味・娯楽が上がるというような状況になっているわけです。 

 

表２ 

 

出典：総理府『社会生活基本調査』平成 18年 

 

もう一つは，われわれが行った大学生の調査（123 大学，45,000 人）の調査結果（表３）

です。これによれば，大学生の社会的活動時間は 1 日に 8 時間くらいなのですが，その中

で「授業・実験」に出ている時間が 2.9 時間「授業の準備」をしているのが 1 時間，「卒論・

その他」これは 4 年生だけですけれども，一応平均すると 0.7 時間です。これらをあわせ
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て学習時間とすると，4.6 時間しかない。1 日 5 時間を切るのです。 

もともと日本の大学の設置基準は学生が授業と，それから自分で学習する時間を含めて

8 時間程度は勉強することを基礎として出来ているのですが，基本的には半分しか勉強し

ていない。日本の学生は実はフルタイムの学生ではありません，平均像はパートタイムの

学生なわけです。またアメリカと比べても明らかに学習時間が低い。1 週間の自発的な学

習に，授業に関連して自分で勉強する時間が 1 日に 5 時間弱，5 時間以下の学生が 4 割く

らいを占めている，アメリカと比べての非常に特異な状況であります。 

 

表３ 

 

 

 

出典：東京大学 大学経営政策研究センター（CRUMP) 『全国大学生調査』2006-8 年， 

サンプル数 44,905 人 http://ump.p.u-tokyo.ac.jp/crump/ 

 

もう一方で大学教員は，サボっているのかというと，実は必ずしもそうではない。大学

教員の業務時間等の調査が 3 年おきくらいにありますけれども，これを見ますと大外 11

時間くらい働いていますから，特に普通の人と比べてサボっているわけではない。ただ，

教育にかける時間は国立も私立も 3 時間弱，1 日にですね。あと何をやっているのかと言

うと，研究もあるし，社会サービスもあるし，そのほかと言いますか，いろんな業務もあ

る。実は教育にかかっている時間というのは 1 日の勤務時間の三分の一にも達してないと

いう状況なわけです。 

では本当に何をやっているのかということですが，実は驚いたことに教員の担当コマ数

は多いのです。調べてみますと大体 8コマくらい 1 学期にやっている。アメリカの大学は

大体 1 年間で 3コマとかいうのがリサーチ大学では多いですし，そういった大学でなくて

も大体 1 学期，3コマくらいが普通ですので非常に多い。なぜなのかということですけれ

学習時間（授業、授業関連の学習、卒論）は 

４．６時間 

大学生の活動時間 8.2 時間 
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ども基本的に日本の大学の授業というのはあまり先生が時間をかけていないのではないか，

非常に少人数でゼミみたいなものをやって学生が調べて来て発表する。それで何となく少

人数でやっていると人格形成にもいいとか何とかいうような思い込みがあって，従って授

業もあまり学生が勉強することを要求していない。もちろん大学の先生に聞きますと，学

生は典型的には授業には出ているけれども自分で勉強する時間は少ないというふうに反論

されているのですが「では，どの程度の勉強時間を想定されていますか」と聞きますと 1

コマ 2単位の授業で大体 1 時間くらいしか想定していなのです。本当は 2単位であれば 4

時間の自分での学習時間が必要なはずなのですけれども，そういったことはまったく無視

されている。 

従って，日本の先生は実は非常に時間をかけてたくさんの授業をやっているのですけれ

ども，学生に勉強させるということは実はあまりやられていないのではないか。基本的に

は，授業負担は多いわけですけれども時間はあまり使ってない。それはもちろん研究重視

とか，管理業務といったこともあると思いますが，結果としては学生のインプットという

のは，授業出席が中心で，自発的に自分から勉強するというのは，実はかなり欠けている。

結果として，個々の授業の中身が薄い，体系的な知識の習得が実は不完全にどうしてもな

ってしまう。それから一番大きいのは，自分が勉強したという実感が多分得られないので

はないか，そこから社会の大学に対する不満が強く出てくるということではないかと思い

ます。こういうふうに考えてみますと，私は日本の大学教育というのは非常に危機的であ

って，今，大学教育ではいろんなところで問題になっていまして，中教審（中央教育審議

会）で問題にしていますけれども，実は問題はかなり切迫している。さっき申し上げたよ

うな高教像も，非常に大きく変わる中でこういった大学教育のままで日本が再生できるの

かどうか，実は，非常に大きな問題だろうと思います。 

 

３.経営戦略と経営人材 

 

では教育を経営課題としてとらえると，具体的にはどのような問題があるのか。 

 

経営課題としての教育 

今のところ，一般に大学の経営課題としてとらえられているのは財務・施設・学生募集

だと思います。このグラフ（表４）は私学高等研究所がやった調査で，中期・長期の経営

計画の内容は何かというのを聞いています。その回答をみると，財務改善とか校舎施設の

整備，といったものが中心であることは事実です。ただ次第に，大学教育も経営課題とし

て認識されつつあることは事実だと思います。国立大学の中期目標・中期計画には教育に

関する情報が含まれていますし，私立大学の中期・長期計画でもこのデータで見るように，

カリキュラムとかキャリア教育とかについては計画も立てられているようになっています。 
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表４ 

中長期計画の内容（％） 

 

出典：私学高等教育研究所『私立大学の財務運営に関する実態調査』2009 

対象：私大協 260校 

 

ただそのほとんどは「良くしなければいけない」という目標であって，どういうふうに

してそれを達成するのか，すなわち経営課題として大学教育を捉えているものは，まだほ

とんどないのではないか。 

やはり大学教育というのは経営課題だと思うのです。一つは，それは資源配分の問題だ

からです。どうやって大学が持っている資源を配分するのか。最適なアウトカムを出すた

めにどういう組み合わせが必要なのか，今まで学生のニーズのことばかり言っていました。

しかし本当は，学生に時間を使わせることが教育成果を上げるために非常に重要なもので

あるはずです。大学の一つ非常に使われてない資源は，実は学生の時間なのです。しかも，

それは非常にクリティカル（critical）な資源であるはずです。あるいは教員についても人

数の問題もありますし，その教師の時間をどう使うかというのも非常に大きな問題だろう

と思います。同時にそれをどうやって組み合わせるのか，教育方法，授業の方法など，い

わば大学教育のテクノロジーも大きな問題であろうと思います。例えば，学生にどうした

ら自分で勉強させるかのように，それは一種の授業方法の問題であるはずです。そういう

意味で一種の生産として考えても，実は教育というのは重要な経営課題になるはずだと思

います。 

もう一つ非常に重要なのは，教育組織の問題です。日本の大学というのは非常に小さく

かぎられた組織に学生を入れ，教育をする。下から上までですね。これは戦前からの日本
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の講座制の影響がまだ残っていてそれが増殖的に進んできているのだと思いますけれども，

それが実は非常に大きな問題を生じさせているのかもしれない。これはさらにガバナンス

の問題にも通じるところです。つまり大学教育をどうしたらいいのかという判断する単位

が下の方になればなるほどその中でしか考えられない，その中でしか資源の配分の最適性

を考えられない。実はもっと広い範囲で考えれば，もっと最適な資源の配分があり得るか

もしれません。 

よく日本の大学は，経済的に貧しいから，教師一人あたりの学生数が多くよくないのだ

という議論があったのですが，これはもうウソかもしれません。学校基本調査から 1990

年代以降の大学教員の数の変化をみますと，国立大学でも私立大学では本務教員の数は増

えています。しかも同時に，特に私立大学については兼務教員の数がものすごく増えてい

る。とくにここ 10 年くらいの増え方が著しい。試みに日本とアメリカで学生数と教員数，

それから教員一人あたりの学生数を計算してみますとごらんのような結果でありまして，

特に非常勤教員を一定の仮定のもとでフルタイム換算してみると，アメリカの大学と日本

の大学はあまり変わらないのです。 

本当にリソースそれ自体が限られているのかどうか。実はそれはそんなに自明ではない，

むしろ問題は，有効な資源配分をしているのかどうか，という視点なのではないか。しか

し教育単位が小さく限られていて，資源配分とそれにかかわる意思決定をする。基本的に

は学部で意思決定をする，しかもかなりの部分は研究室とかそういったところで意思決定

をしているわけです。そうしますと，教育組織や教育課程が細分化する，従って授業が属

人化してきて標準化ができない，あるいは入試が細分化する。そうしますと教員の担当コ

マ数が多くなって，個々の授業にかける時間が少なくなる，非常勤講師が増加する。それ

から授業の標準化が進まないと TA（Teaching Assistant）とかメディア利用とか，そうい

ったことがなかなか進まない。 

アメリカの大学と日本の大学と比べて，よく日本の大学はマス授業と言いますか，大人

数授業が多いと言いますが，実は必ずしもそうでもないのです。違うのは大人数授業につ

いて標準化が進んでいないために先生が非常に一人で苦労している。TA の使い方もうま

くない。要するにシステム化されていない。基本的には，教師がやはり，その中で一生懸

命やれと言われれば教員の業務は増加せざるをえない。また細かく区分をされた教育課程

ですと，教育成果が職業や社会生活にどういう関連があるのかということをあまり意識で

きませんから，教育内容のレリバンス（relevance）が不明確な，あるいは学生の授業時間

を少なくなる。密度の低い教育が結果として生じて，教育体系のなさというのが社会の印

象に残るといった問題がそこから生じてくのではないかと思います。 

 

経営改革の条件 

こういった構造的な問題をどう乗り越えるのかということが，私は非常に大きな問題だ
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と思うのです。それはマネジメントの問題であると同時に，根底的にはガバナンスの問題

に行きつく。部局の自治というのが非常に強力な限り組織の改革は困難である。なぜなら

ば自分の組織，それを超えた利害，あるいは資源配分，横の資源配分という判断はできな

いからです。 

しかし他方で社会的な不満は非常に高くなっていて，例えば中教審などでは，企業の人

は口を開くたびに「大学というのは何のための組織だ，何をやっているのだ」と「企業だ

ったら，こんなことは許されない」というようなことをいつも言っているわけです。先ほ

ど申し上げたように大学はその本質として，官僚制的な，統一的な目的を持ってそこから

意思決定を派生させていくようなかたちでの組織運営はできないし，望ましくもないと思

います。アメリカの大学でも実はそんなことはやっていない。ただ今のままでいいのかと

言えば，そうも思わないです。 

ガバナンスに関してはやはり部局の中だけに閉じ込められたガバナンスの形態というの

は変化するべきだと思います。ただそれは制度的な改革でもって一括してやれるというも

のではなくて，何らかの具体的な目標を達成する中で達成されるものだと思います。そう

いう意味では，教育改革というのは実はガバナンスを改善する上でも，非常に大きな契機

になるのではないだろうか。ただし，そういった改革自体も上から押し付けるのはなくて，

そのプロセスをやはり透明化するということは重要だと思います。 

そのためには，教育のあり方を考え，それから授業をつくり直し，その結果を客観的に

把握して，さらに改革に結びつけていく。そうしたフィードバックの過程を作ることこそ

が，大学経営の重要な課題となっているのではないでしょうか。 

そうした変化を起こすには，何が重要なのかということになってくるわけです。もちろ

ん政策も重要でしょう。どこが今，日本の大学の問題であるのかということを明確に提示

すること，変化に必要なインセンティブをつくっていくことも非常に重要だと思います。

ただ個々の教員・職員に関して言えば非常に危機感はあるのではないかと思いますけれど

も，具体的な努力の方向が見えないというのが，大きな障害になっていると思います。 

そういった意味で，経営人材の育成が大きな課題となってくる。 

 

経営人材の育成 

第一の問題は，冒頭に申し上げた，大学におけるリーダーの資質にかかわります。必要

な学長像，幹部系人材像とはなにか。どういう人が，どういう機能を果たすべきなのかと

いうことの議論に戻るわけです。 

ここ 10 年くらいの日本の大学の変化を見ていると，国立大学の法人化というのは非常

に大きな影響を与えていると思います。いうまでもなく法人化は国立大学については学長

の権限を，拡大しました。国立大学法人というのは実は非常に特異なメカニズムでありま

して学長の権限が恐ろしく強い，チェック機関が明確にないわけですね。もちろん経営協



－16－ 

 

議会はありますが，経営協議会は実はチェックの権限を持っていませんし，強いて言うと

学長選考委員会が監督機関と言えないことはないのですが，それ以外はないのです。 

ところが制度的に学長の権限を強力にしても，学長の判断が正当である保証は実は必ず

しもない，制度的にだけ学長の権限を拡大させると実はかなり危険なことになる。形式的

にはリーダシップが発揮される条件ができたが，それは実は相当大きなリスクが生じてい

たことをも意味している。実際，法人化直後の学長がおこなった改革には後で，かなり問

題が生じた例も少なくない。 

結果として，法人化前後の学長というのは相当改革派だったのですが，逆にそれ以降の

学長は，私は「癒し型」になっているのではないかと思います。調整型と言ったほうがい

いかもしれませんが，あえて癒し型と呼んでおきます。いずれにせよ，安心できる学長を

選ぶ傾向が堅調になっている。私立大学でも面白いことに同じ傾向がありまして，過去，

ここ 3～4 年くらいに選ばれている学長というのはみんな癒し型というか学内調整型の学

長，特に巨大私学はその傾向が私はあるのではないかと思います。皮肉なことに，制度的

には改革して権限が多くなった結果として，むしろ学内調整型になってしまった。 

しかし現在の状態はどうかというと，私は癒し型学長が行き詰まりつつある，動けなく

なっている，と感じます。ある意味ではそれは当然かもしれない。癒し型はリーダーシッ

プを発揮しないためから選ばれたわけですから，リーダーシップを発揮できないわけです。 

では何が必要なのかということです。自明に聞こえるかもしれませんが，私は個人とし

ての資質というのも非常に重要ではないかと考えます。特に適格な判断力と説得力という

ものが重要である。大学の課題について適格に判断する，広い視野から判断する。しかし

それは独走するのではなくて，それを学内に対して説得する。そうした資質をもつ幹部職

員を意識的に養成していく必要があるのではないか。 

第二に事務職員についてですけれども，私は今日は具体的なデータに基づいてお話する

時間がありませんで，このあとの発表の先生方が多分，お話しになると思いますので詳細

な議論はそれに譲り，大筋を申し上げたいと思います。 

まず大学の事務職員というのは基本的に，組織の維持管理を支える管理運営の要員だと

いう，これは忘れてはいけないことだと思います。多少保守的にみえても，この機能がき

ちんと働いていないと，大学は本質的に分解する可能性を常にもっている。 

その中で，何がいま起こっているかというと，事務職員が将来のキャリアに対する展望

と，大学の中での自分の位置づけがなかなか描けない。大学の危機がいわれる中で，非常

に事務職員に対する期待は高くなっているのだけれども，実は日常やっているのは基本的

には管理運営，維持管理であって，それを出ることはむしろ許されない。その中で危機感

が空回りしているという状況が生じているのではないかと思います。 

では，もしこれまで申し上げた意味での経営というものが重要になっているのだとすれ

ば，大学職員は何をするべきか。私はその一つは，大学について広い視野をもっていると
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いうことだと思います。日本の大学はアメリカの大学と比べても，大学職員が大学経営に

ある程度の参加意識をもっている。それは日本の大学の一つの特徴だと思います。ただ，

それが活用されるためには，広い視野を持ってもらわないと，危機意識の空回りが起こっ

てくる。 

そうした意味では情報収集とか分析とか，そういったことについての一種のテクニカル

な知識も必要になってくるでしょう。もう一つ非常に重要だと思いますのは，教育機能に

おいて職員の役割というのを明確にし，その能力を活かすということです。 

先ほど申し上げたように，日本の大学は，実は大学教員の教育研究以外の時間が非常に

多いのです。これはやっぱりシェアード・ガバナンス（shared governance）と言います

か，ガバナンスに参加しているということが一つありますし，あるいは本来は事務職員に

任すべきことを任してないというところがきている。入試の負担も大きい。他方で，教育

成果の把握，フィードバックについても職員の果たすべき役割はある。いずれにしても，

教育に関連して職員が積極的な役割を果たすのは重要な課題だと思います。 

それに関して，では具体的にどうやって人材を形成していくべきなのかということにな

ります。 

一つは学長あるいは幹部経営職員についてです。私は，日本の学長ないし幹部職員とな

る前の準備期間が短くて，十分の用意ができていない場合が多いのではないかと思います。

それぞれの分野では十分に経験を積まれているうえに，頭はいいと言いますか，賢いので

すぐ吸収されるのですが，実は大学経営全体についてのバランスが取れた知識，あるいは

一定の見識といった点ではどうなのか。大学がどこに行くのか，何が必要なのかというこ

とについて本当に判断するような準備ができているのかということについてはかなり疑問

に思います。 

結局，部局長の経験者が副学長になり，それから学長になっていく，その間で実は準備

する期間があまり取れていないからです。 

事務職員についての大きな問題は訓練と処遇が結びついてない，これが最大の問題だと

思います。簡単な他機関の研修は別として，たとえば大学職員のための大学院コースなど

で勉強しても実はそれが報われない。自分の負担で勉強しているという状態が続いている。

職員自身の意欲のみに依拠して人材形成をする，あるいは全く報償を与えない，というこ

とはもう限界にきているのではないかと思います。 

そうした意味でも，学長などのリーダー養成についても，中堅職員の訓練についても，

研修とか，大学院コースとか，大学団体とかやる研修の人材形成の機会はまだ十分ではな

い。その質的飛躍をもたらすには，既存の人材形成機能を強化し，支援してく中核のよう

な組織を作ることもことが大きな課題となっていると思います。そうした意味での大学改

革支援機関というようなものをつくることは，非常に重要な政策的なオプションではない

かと思います。 
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最後に，高等教育研究の責任というものが私はあると思います。高等教育研究は，いま

申し上げたような課題に十分に応えることができていたのか。先ほどアメリカの学長とい

うのは，かなり教育改革で名を残している人が多いというふうに申し上げましたが，考え

てみるとアメリカの大学で学長になるとスタンダードな教科書が結構あるのです。学長に

なったらこれを読んでおくとある程度のことは分かるというのが大体あって，それを読め

ば大体の一通りのことは言えるようにできているわけです。 

しかし，日本の大学の学長先生がこれを 2～3 冊読むと大体日本の大学の基本的な問題

を，歴史から始まり，理念，あるいはメカニズム，そういったことに関して一応の知識を

得られるというようなものが提供されているかどうかというと，多分ないのだろうなと思

います。高等教育研究の対象として大学のマネジメントを考えることも当然重要でありま

すけれども，大学経営を行う人の基礎となるような知識として，どういったものが必要な

のか考え，それを一定の体系にまとめること。これもやはり高等教育研究の大きな責務で

はないでしょうか。 

ご謹聴ありがとうございました。 

 

【注】 

 

* 編集の都合で写真は省略した。 
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これからの人材育成とマネジメント 
-プロフェッショナルとしての大学職員- 

 

太田 肇 

（同志社大学） 

 

 こんにちは。ただ今，ご紹介いただきました太田でございます。最初にお断りしておきます

が，今，経営の専門家だというふうにご紹介いただきましたけれども，私の専門は人事管理や

組織論が専門です。組織論というとすぐ制度を連想しますけれども学問上の組織論というのは

むしろ個人に焦点を当てていまして組織と個人だとか，あるいは個人のモチベーションだとか，

そういったところがメインの研究で，私も主にその辺りを行っております。それで実際に調査

をしたり分析をしたりしているのは主に企業，それから役所の組織，行政組織ですので今日も

私のそうした専門分野である一般的なマネジメント，特に人材育成とか，それからモチベーシ

ョンとか，その辺りに焦点を当てながら最初は本当に一般的な話をさせていただいて，それか

ら少しずつ大学の職員にもこういうことが言えるのではないかという話をさせていただこうと，

このように考えております。 

 まず組織の中で特に人事，人の面に焦点を合わせてみますと日本の組織と，それから欧米の

組織というのは，ある意味で対照的なところがあります。日本の組織は企業でも役所でもそう

ですけれども人事部で一括採用して，そしてそれを各部署に配属する，つまり人事部が集権的

な力を持っているわけであります。それに対して欧米の組織というのは，欧米に限らずに中国

だとかアジアの企業などでもそうですけれども人事の力というのは相対的に弱いのです。形式

的に募集をし，そして応募者が形式要件に合致しているかどうかということをチェックする，

実際の採用の権限は各部署にあるという感じです。分かりやすいイメージをしますと大学の事

務局と教員のような感じで，事務局は，例えばレポートを出したとか，それから卒業論文の字

数が整っているかとか，そういった形式はチェックしますけれども単位を出すのは教員が内容

を見るわけですが，これと同じようなイメージです。日本の組織は一元的で序列型と言います

か，ヒエラルキー（hierarchy）の階層が多いという特徴があります。そういう組織というのは

これまでの工業社会だとか，それからキャッチアップの経済のもとには大変効率的であったと

思います。つまり統制が取れていて均一的な人材が供給できるということです。ところが，工

業社会から，いわゆるポスト工業化，情報社会というふうに変わってきますと，あまりにも工

業社会に適応し過ぎた組織のモデルが今度は逆に新しい環境に適応を妨げるという現象が今，

起きているのだと私は思っております。ですからそれを表すようにいくつかの調査だとか統計

だとかを見ると，世間で言われていますように日本の組織というのは今本当に元気がない。企

業でもそうですし，国全体でもそうですが。教育・研究の面でも国際的なプレゼンスが落ちて
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いると言われているのは，どうも私はその辺りに原因があるのではないかなという印象を持っ

ています。 

これまで日本人はモチベーションが高くて組織に対する帰属意識も高い，それからチームワ

ークもいい，だから生産性も高いのだと言われてきました。けれども最近，発表されるいろい

ろな意識調査やデータを見ると，どうもこうした常識が疑わしいと言わざるを得ません。例え

ば仕事に対する熱意について，アメリカのコンサルタント会社が行った調査を見ますと「仕事

に対して非常に意欲的である」と答えている人はわずか 2％で，調査した国の中で最低であり

ます。逆に「意欲的でない」と答えている人はインドに次いで多くて 41％を占めています。ち

なみにアメリカでは「非常に意欲的だ」という人が 21％ですし，フランスでも 9％，イギリス

でも 12％ありますから，いかに日本人が仕事に対する意欲を失ってしまったかということがう

かがえます。「世界で一番やる気がないのは日本人」というタイトルの本が出ていましたけれど，

まんざらそれが誇張ではないということが，こうした調査結果にも表れています。 

また若い人について見ますと「人生における最も大切な目標は何か」という質問に対して「高

い社会的地位や名誉を得ること」と答えている人はアメリカでは 40.6％，フランスで 17.8％，

韓国で 7.5％ありますが，日本ではわずか 1.8％です。それからここには用意していませんけれ

ども青少年を対象にした調査で国際比較をしたものがありますが，それを見ますと「今の職場，

仕事に満足しているかどうか」というと，満足している人は調査した主要国の中で最も低い。

逆に不満だという人が最も多いという結果が出ていますし，また帰属意識についても「今の会

社で働き続けたい」と答えている人は一番少ない，逆に「働き続けることになるであろう」と

答えている人が最も多いという結果が出ています。つまりたとえ勤続年数が長いとしても，そ

れは積極的にここで働きたいというより，むしろ運命的というか，変わるチャンスがないので

働いている。そういう若者が多いことが調査結果からもうかがえます。 

チームワークについてですが，日本人はチームワークがいいと言われてきました。個人では

太刀打ちできないけれども，チームワークなら負けないと言われます。スポーツの世界でもそ

うです。けれどもこれも疑わしいことが最近言われています。例えば国際経営に携わった人た

ちが口を揃えて言われるのは「日本人は仕事の内容が決まっていてメンバーも同じだとチーム

ワークを発揮する，けれども新しい仕事に新しいメンバーで取りかかるとまったく駄目だ」と

いうことです。恐らくこれは先ほど申し上げたように大きな変化が起きている。それにチーム

ワークも適応できてないのではないかなという気がします。またある調査では「同僚が困って

いるときに助けるかどうか」，それから「同僚に情報，ノウハウを教えるかどうか」こういった

ことについて日本人と欧米人を比較すると，これも明らかに日本人のほうが低い。つまり日本

人は同僚が困っていても助けないし，情報は教えないというこれまでの常識に反するような結

果が出ています。このようにモチベーションも高くない，そしてチームワークもよくないとい

うことになると，それは生産性にも響いてきます。例えば国民一人当たりの GDP を見ますと

1993年にはOECD（Organisation for Economic Co-operation and Development）の加盟国
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の中で 2 位だったのが昨年は 16 位にまで低下していますし，労働生産性についても 33カ国の

中で 22 位です。また国際競争力，これはいろんな機関が調査をしていて，そのうちの一つが

スイスにある IMD という研究機関の調査ですが，そこが毎年国際競争力の比較をして，それ

を発表しています。それを見ますと 1992年に 1 位だったのが 2010年には何と 27 位にまで低

下しています。このように悲観的な数字ばかりをお見せ致しましたけれども，その背後には仕

事の能力と，それから求められるモチベーションの質の変化があると私は解釈しています。特

にこれまで長い間，工業社会で成功を遂げていましたのでそのパラダイムというか，システム

というか，それが組織の中にも定着しています。工業社会で必要とされる能力というのはいか

に決まったものを効率的で正確に，かつ迅速に成し遂げるかといった能力，あるいは答えの決

まっている問題を正確に解くかという能力です。こうした能力というのは今までの教育システ

ムだとか，それから人事制度などで引き出すことができます。ただこうした世界というのは均

質でなければならないわけですので，一般的には個性尊重ということを言われますが，本当の

意味では個性はむしろかく乱要因であって排除の対象になることが多かったと思います。つま

り一人ひとりが個性を発揮して好きなようにやられたら，これはものをつくるにしても，事務

作業にしてもスムーズに進められなくなるわけです。ですからいかに調和を取るかということ

が大事で，そうしたシステムをつくってきたわけです。 

ところが情報化，それからソフト化が進みますと，この能力の価値が根本的に変わってきま

す。その一つの現象としてある調査，これはもう 10年以上前ですが「IT 化が進んで仕事にど

のような変化がでたか」ということについて調査をしていますが，それを見ると個人で完結す

る仕事が大きく増えたという結果が出ています。つまり周辺の作業が機械化，IT 化されること

によって個人の守備範囲が広がってきたわけです。企業をみると確かに従来は三人，五人で行

っていた仕事を一人でこなす，このようなケースがいろいろなところで増えてきています。例

えば証券会社などでも一人店舗というようなのがありますし，生産現場では一人生産システム

というのがあります。またコンサルタントなんかでも一人で業務を任されるケースが増えてき

ています。この個人化ということは，特に処遇を考えたりする場合に，私は大事なキーワード

になると思います。そして求められる能力につきましても，一時デジタル・デバイドという言

葉が流行しました。つまり最近の若い人は，子どものころからテレビゲームだとかパソコンだ

とか，そういったものに慣れ親しんでいるのでデジタルに適応できる。ところが中高年はそう

したものが苦手だから，一旦仕事を失うと質の高い仕事につけないという意味で言われてきま

したけれども，最近はそうした言葉も死語になったかのようで聞きません。これはデジタル技

術が人間の能力にとって代わるからでありまして，私のように機械が大変苦手な人間でもパソ

コンを使ってインターネットを使っています。そうなると今度はデジタルというよりも，むし

ろアナログ的な能力が必要になってきている。現実に企業などでもそのようなことが言われて

います。 

具体的に言いますと「勘」「ひらめき」「創造性」「独創性」「判断力」「空気を読む力」「想像
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力」など。こうした言ってみればつかみどころのない能力が重要になるのは当然のことです。

デジタル化できないからつかみどころがないわけですから。これは言葉を変えますと知識とい

うよりも知恵が重要になってくるということです。私は以前から 21 世紀は情報化社会，知識

社会だと言われますが，これに若干違和感を覚えていました。確かに知識や価値を持つという

意味ではそうですが，人間に求められるものが知識だと解釈すると少し的を外しているのでは

ないかなと思います。人間には知識をつくり出す知恵のほうが重要になるわけで，そういう意

味では知識社会というよりも知恵社会といったほうが適当ではないかなと思います。この「知

恵」というのは極端に申しますと学歴などはほとんど関係がない。では「知恵」は何によって

身につくのか？ これも調査結果があります。知恵とストレートには聞いていなのですけれども，

コアになるそうした能力は実務経験だというマネージャー，あるいは経営者が圧倒的です。い

わゆる修羅場を経験することによってコアになる知恵が身についてくるということです。それ

からもう一つは異質な人材の相互作用によって知恵が生まれるとも言われています。そう考え

ると従来の日本のように同じ学歴，同じような性格，タイプ，そうした人たちを一括して採用

するというのはあまりいい方法ではないと言わざるを得ません。むしろ異質な人材がそこに入

るように多様な方法で採用してくるということが大切になります。そしてこの「知恵」とか「思

考力」ということを考えた場合に，私は日本の職場の環境，特に物理的な環境というのは軽視

できない大きな制約要因だと思います。つまり大部屋で顔を突き合わせて仕事をしていて，本

当にクリエイティブな仕事ができるかということです。電話がかかってくるし，周りの人は話

しかけてくる，じっくりものを考えていたら「君，何しているのだ」，「手がすいているだろう」

というので雑用をまた与えられる。逆に忙しそうに何かを書いていたり，電話をしたりすると

よく頑張っていると言われる。こうした職場環境を改めなければ，特にホワイトカラーの生産

性だとか，仕事の質というのは上がらないと思います。意外と見過ごされがちですけれども重

要な点ではないでしょうか。そしてソフトの世界の特徴は，能力の格差が増幅されたかたちで

成果に反映されやすいという点があります。極端な例を挙げますと，例えば研究開発だとか，

それからゲームソフトの開発などになると，できる人は会社に対して何億円，あるいはそれ以

上の付加価値をもたらします。ところがこれまでなら普通に仕事ができた人がほとんど貢献で

きない，価値を生まないというようなことが起こります。そうなってくると例の中村修二さん

の特許訴訟などがありましたけれども，あまり処遇に差をつけない日本の組織が果たしてこれ

が公平と言えるのかどうかという議論がやはりくすぶり続けます。もちろん一部の天才的な人

が良い成果をあげてもそれだけでは製品につながらない，仕事が回らないのだと，いろんな人

が一緒になって仕事をするから組織は成り立つのだという指摘もあります。たしかにそれは正

論です。けれども市場価値の高い人は，ほかに引き抜かれていきますし，またハードの時代と

違ってソフトの時代はパソコンが 1台あれば会社が興せるわけですので簡単に独立してしまう。

そうなると，そのような人材を引き留めるためにもやはりこれまでよりも処遇に差をつけざる

を得なくなってくる。となると日本的な人事システムが変革を迫られるということになります。 
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こうした仕事の変化，あるいは能力の価値の変化に伴ってモチベーション，つまりやる気の

質も変わってきます。私は日本の組織や社会一般に言えることとして，モチベーションの量に

ついては論じられてきたが，モチベーションの質についてはあまり議論されてこなかったと思

います。ですから，とにかく額に汗して働くとか，一生懸命だとか，全力だと言えばもうそれ

で許されたわけです。ところがそうしたモチベーションが本当に高い成果につながるのか，こ

れは今また考えなければならないときになってきます。確かに工業社会においては極端に言う

と命令や強制によってもある程度，成果をあげさせることができます。決まったことを型どお

りにこなせばいいわけですので。けれどもポスト工業社会に入ってきますと，先ほど申し上げ

たような能力，例えば「独創性」だとか「創造性」だとか「革新性」だとか，このような能力

というのは強制しても発揮できるわけではありません。これも極端な例を挙げますと例えば芸

術家だとか作家にいくら強制して良い作品をつくれと言っても出せないのと同じことです。つ

まり最終的には本人の意欲，本人のやる気に委ねなければならないというところに新しいモチ

ベーションの特徴があります。ですからこれも好むと好まざるとにかかわらず個人の視点を取

り入れてマネジメントを設計していくということが必要になります。 

私は毎年 2～3 度，海外に行って海外の企業，役所などで聞き取りや観察などを行っていま

すが，欧米に限らずに中国，韓国などを含めてこの 10年，20年の間に組織やマネジメントが

大きく変わっています。中国などはその典型です。従来，中国の国有企業は「鉄飯碗」と言わ

れるように処遇が完璧に保障されて，日本以上に年功的でした。ところがそれが今，国有企業

でもマネジメントが180度転換されて競争原理でアメリカなど以上に競争メカニズムが取り入

れられています。また韓国も 1997 年のアジアの通貨危機以降，日本的な経営からアメリカ型

経営へと大きく転換しています。実際に欧米にしても中国などにしても，大企業や役所では 30

過ぎの人がもう課長クラスについています。日本ですと大体それより 10 年くらいは年齢が高

いですが。このようにマネージャーにつくのでも抜擢が当たり前のように行われているという

こと，そして組織がフラットです。つまり階層があまりない，いわゆる文鎮型の組織になって

きています。またオフィスも日本の大部屋と違って個室，あるいは衝立で区切られていますの

で静かな環境で自分のペースで仕事ができます。また，いわゆるフレックスタイムだとか，そ

れから短時間正社員だとか，いろいろな柔軟な雇用形態が取り入れられています。これらも私

は日本とかなり違うところだなと思います。日本でも一時，裁量労働やフレックスタイムが導

入されましたが，最近はむしろフレックスタイムを廃止するところが相次いでいます。やはり

制度をいくら変えようと思っても，仕事のシステムだとか，最終的には経営の姿勢のところに

かかっていると思います。そこにまでメスを入れなければ，なかなか改革は難しいということ

です。ただ，いずれにしてもこれからやがて日本の組織も大変革が迫られるということは間違

いないと思います。 

今，申し上げましたように新しい能力感，それから新しく必要となってくるモチベーション，

そういったものを引き出すためにはやはり今，システムを根本的に変えなければならないと私
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は思っています。その上で何が一番のネックになるかというと，「一元的な序列構造」が組織は

もとより社会全体に存在すること。そこを変えていかなければならないのではないかとずっと

考えています。日本ではご存知のように子どもの頃から，極端に言えば幼稚園に行くころから，

より偏差値の高い学校に行く，それを最大の目標にしてみんなが競争していきます。そしてよ

り偏差値の高い大学に入ろうとする。大学を卒業したら今度は有名企業に入ることを考える。

有名企業に入って管理職としてより早く，より高く昇進していくということが本流です。この

本流の占めるウエイトというか，重要性というのが圧倒的であること。そこが私は日本の組織

と社会の特徴だと思います。それをみんな分かっているために，例えば小学校などでも一輪車

に乗れるとか，笛が上手だとか，そういう子は先生が褒めてくれるのです。ところが勉強がよ

くできる，進学塾に行っているというと褒められません。それは勉強のほうが大事だというこ

とがみんな分かっているからなのです。つまり，そのことの裏返しだと思います。ところがア

ジアでも，例えば韓国だとか中国などでは進学熱が日本以上に高いと言われていますが，スポ

ーツだとか，あるいは技能だとか，そうしたもので優れた人が尊敬を得る社会の土壌がある。

ましてヨーロッパだとか，アメリカなどになってくると一層そうした多元化が進んで進んでい

ます。 

こうした「一元的な序列構造」というのは確かに安定性だとか，効率性という面ではこれま

で効果を発揮してきました。しかし他方で組織や社会，そして個人の活力を最大限に引き出す

という意味ではむしろマイナスだと思います。同じことは大学にも言えるのではないかなと思

います。国立大学，私立大学を問わず，いろいろな組織を内部につくる。その結果，ますます

複雑で頭でっかちの組織になってきている。管理職も大変多い。そのために若い人に権限が任

されないという現象が起きています。これは企業や役所でも同じです。上司がいないときのほ

うが仕事がはかどるという人も少なくありません。つまり細かいことでも上司に報告しなけれ

ばならない，相談しないといけない，また会議も多いということ。それが仕事の生産性や活力

をそぐ一つの原因になっているということは間違いないと思います。 

その「一元的な序列構造」をどう崩すか？ キーワードとして私は「多元化」それから「外

向き」をあげています。外向きというのは組織の内側ではなくて社会，市場，あるいは専門家

社会，そういったところを向いているという意味です。このような働き方というのは，いわゆ

るプロフェッショナル（Professional），プロフェッショナリズム（Professionalism）です。 

先ほどのご講演の中で金子先生がおっしゃっていましたが，欧米などでは職員はそんなに参

加をする機会がない，ただそれが良いとは思わないともおっしゃいました。私もそう思ってい

ます。ですから我が国の場合，事務職員のプロフェッショナル化が進められないかというのが

私がずっと以前から考えていることです。そこで「プロフェッショナルとしての職員」という

視点から考えてみると，もっとマネジメントに深く職員がかかわっていっていいのではないか

と思います。 

本音の話をしますと，おそらく大半の大学教員はマネジメントにあまりかかわりたくないの
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だと思います。それよりも研究，教育に専念したい。事実マネジメントに時間とかエネルギー

を取られることによって，先ほどのご報告にあったようにやはり研究や教育にある意味しわ寄

せがきていること。それを考えれば，もっともっとマネジメントにかかわってもらって教育・

研究と，マネジメントと一種の分業化が進められればと思います。もちろん組織論で言います

と大学というのは専門職組織ですので，トップだとか，基本的な方向性を決めるのはこれはプ

ロである教員ということになるでしょうが，その下にあるマネジメント，つまりオペレーショ

ナルな部分。この部分はもっともっと事務職員に権限を与えて担ってもらったほうが効率的で

はないかなという気がします。 

そしてプロとしての能力ということになりますと，知識だとか技術そのものよりも，それを

運用する，あるいはつくり出していくメタレベルの能力が重要で，それが知恵だと思いますし，

やはりコミュニケーションだとか，ネットワークの力というのが大切になります。そしてこれ

らの能力というのは陳腐化しないわけですので，経験を積むことによってますますそれが蓄積

されてきます。ではこのような能力はどうして磨かれるのかと言いますと，先ほど実務経験，

質の高い実務経験が大事だと言いましたが，もう一つはプロジェクトなのです。実はこれにつ

いて企業や役所などでこうした知恵だとか，ネットワークをつくる能力，対人能力がどこで磨

かれるのかについて国内外で聞いてみました。すると驚くほど多くのマネージャーがプロジェ

クトだと言います。つまりプロジェクトチームに参加することによって，こうした能力が磨か

れていく。同時にそれがモチベーションにもつながるということを言っていました。 

次に人事制度についていうと，日本の組織は調和とか，体系性，均一性ということを重視し

ます。あるいは完璧性と言い換えてもいいかと思いますが，それを優先する限り，先ほどの序

列は崩れません。私はむしろ組織や制度というのはもっと乱雑であったほうがいいと思います。

ですから会社なら正社員だけではなくて非正社員，大学などですと臨時だとか，非正規の職員，

これらをたくさん入れるとか，あるいは中途採用を増やすとか，抜擢だとか，また複線型の人

事だとか，職種転換なども増やしたほうがよいでしょう。なおこの職種転換も個人主導でない

と本来意味を持たないと思いますが，いずれにしても制度を乱雑に，むしろ意識的に乱雑にし

ておくほうがいい。一人ひとりがそれを選択すればいいわけですので，自分に合った働き方で

貢献できる。このような組織のほうが活力もあるし，生産性も高くなるはずです。 

また同じ意味ですが，組織の中にバイパスがたくさんあったほうがいいと思います。例えば

大学の入試も今，多元化していますので推薦入試だとか，AO 入試だとかありますし，あるい

は大学に行かなくても大学院に行くような道もあります。こうした制度が乱雑にたくさんある

と「こちらのほうが得だ」というので，そこに人がたくさん集まってくる。そうすると今度は

別のところがまた入りやすくなり，今度はそこに集まる。それを繰り返すことによって序列の

固定化が防げるというメリットがあると私は思います。日本でもあらゆる組織に FA 制度だと

か，ジョブポスティングとかといった自分でキャリアを築いていくような制度が広がってくる

のではないかなと思います。現状では FA と言いましても企業や役所などをみると本当にごく
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一部の職員に例外的に取り入れられている程度です。また公募制と言ってもごく限られたポス

トです。ところがアメリカやヨーロッパの企業や役所というのはポストに空きが出ると基本的

に組織の内外に公募して採用する。そうするとやはりそこにバイパスもできてきます。それか

ら，自分でその仕事を選んだということで責任感も持てます。いろいろな意味で私はこちらに

移ったほうが効率的だ思います。また先ほど申し上げましたけれども勤務形態の柔軟化に関し

て，欧米にしても，アジア，韓国だとか中国などにしても，仕事の成果をあげてくれる，ある

いは役割を果たしてくれるのであればその人ができるだけ働きやすいようにしようという合意

事項がある。そこが制度先行の日本と違うように思います。 

このように自律性を拡大する，特にプロフェッショナルを標榜する以上，自律性は必要不可

欠な条件ですが，自律性を引き出そうとすると，つまり働き方を個人に委ねるようになれば当

然どこかでチェックしなければいけない。それが成果だと思います。ですから一人ひとりが役

割を果たし，成果をあげているかどうか。ここをきちんとチェックすることがこれまでよりも

必要になってくるはずです。成果重視というと，すぐに成果主義と同じように思われがちです

が，成果主義というのは特に上司，管理職が部下の成果を主観的に評価して，それによって処

遇に差をつけるというのが普通です。いっぽう，ここで言っている成果重視というのはそうで

はなくて一人ひとりが与えられた職務，役割，それをきちんとこなしているかどうか，そこを

見ることが必要だという意味です。 

ところで日本では成果主義が一時流行しました。ただ，それがうまくいかないということで

短期間のうちに大幅に見直したり，事実上撤回したりするというところが相次ぎました。そし

てそのときに出てきた声というのは「成果だけではなくてプロセスも見てほしい」という声で

す。では欧米の企業や役所はどうなのかというと，そちらでもプロセスは重視しているのです。

「では，同じではないか」と思われますが，そのプロセスの意味が違うことに気がつきました。

それは欧米で言うプロセスというのは，先ほど申し上げた成果につながるプロセスです。たと

えば「開発」ですと，今，開発がどの辺りまで進ちょくしているのか，営業ですと顧客回りを

して，どの辺りまで話が進んでいるのかといったところでプロセスを見ます。ところが日本で

プロセスというと極端な場合，遅くまで残業をしているとか，休暇を取らないとか，そのよう

な態度や意欲のレベルで見てしまうというところがあります。これを私は「川上」「川下」とい

う表現をしていますが，欧米などでいうプロセスというのは「川下」で見ます。「川下」で見る

ということは「川上」の部分，つまり働き方の部分は個人の裁量に委ねられるわけです。そう

すると工夫の余地が出てくるし，意欲も出ます。ところがこれを「川上」態度や意欲で見ると，

それは工夫の余地がない，また管理されているという感覚も与えてしまいます。けれどもこの

ように「川下」で見ようとすると，やはり一番問題になるのは個人の役割や責任が日本の場合，

不明確だということです。ご存知のように欧米にしても，それからアジアの国などにしても個

人の職務が明確に決められています。職務記述書というものがあって何ページにもわたるペー

パーに資格要件だとか，あるいは何をしないといけないかということだとかが細かく具体的に
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書かれています。ですからそれをこなしているかどうかでチェックできます。またそれをこな

してさえいれば，やり方は本人に任されるわけです。それだけ裁量権があるし，自由だという

ことです。ところが日本の場合には，仕事の役割や分担は決められていても抽象的です。しか

も実際は何人かで，例えば課や係といった単位で仕事をこなす。そのために「成果でみろ」と

か「役割を果たしているかどうかでチェックしろ」と言っても実際にはなかなか難しいわけで

す。そのため，どこまで任しているのか，任されているのかが分からないといったような中途

半端なかたちになってくるということです。 

そしてこれからのプロの職員ということを考えた場合にもっと組織の内外で活躍し，認めら

れる機会を増やしていくことが大切です。認められるというと，これまではほんどが役職ポス

ト，昇進をして地位によって認められるというのが中心でした。しかし，それにはやはり限界

があります。役職を次々とむやみにつくるわけにもいきません。私は十何年も前から，人間の

この「認められたい」という欲求がいかに重要かということに注目してきました。そして，3

年ほど前からその実証研究を行ってきました。つまり実際に褒めたり，認めたりしてその前後

でモチベーションがどのように変化していくかを統計的に分析したわけです。すると，やはり

認めることによってモチベーションがあがる，帰属意識が高くなってくる，評価に対する満足

度も高くなってきているということが分かりました。実はこれから，今度は学校でそれをやろ

うとしているところです。ただ，プロの場合には同じ認められるにしても専門家同士で認めら

れなければモチベーションが上がらないということも分かりました。つまり顧客，クライアン

トから褒められたり感謝されたりしても，確かにうれしいには違いないが，持続的なモチベー

ションにはつながりにくいということです。やはり専門職である以上，例えば研究会に行って

同じような人たちに認められるとか，あるいはスカウトの話がくるとか，こういったかたちで

評価されると初めてモチベーションがアップするということです。ですからそうした機会をも

っと増やしていく必要があります。また日本の組織というのは，大学の教員の場合は別ですけ

れども，それ以外は個人の名前をあまり出さない。意図的に出さない傾向がありましたが，そ

れでは認められません。やはり権限を与えると同時に自分の名前で仕事をさせる。シンポジウ

ムでもいいですし，あるいは受験生向けの大学の説明会だとか，いろいろな機会に事務の職員

も自分の名前を出して説明したり，語ったりする。そのような機会を与えていくことがやりが

いにつながるはずです。 

それから，もう一つは組織の枠を超えるキャリア形成。特にプロである以上はやはり転職も

視野に入れなければなりません。これも調べてみると，ずば抜けたモチベーションを発揮して

いる人は転職している，あるいは転職を視野に入れている人が多いということも分かりました。

大学の職員といってもいろんな専門があります。例えば司書だとか，それからキャリアセンタ

ーだとか，広報だとか，情報システムなど。これらの仕事に就いている人はプロとしての能力

が身につきやすいし，キャリアも形成しやすいわけです。したがって必ずしも大学に留まらな

くても民間企業なり，NPO なり，そういったところで活躍する場があります。あるいはほかの
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大学でも通用するはずです。ですから，もっとそうした機会を増やすべきでしょう。もちろん

これは「辞めて，ほかに行け」という意味ではなくて，キャリアの選択肢の一つとして視野に

入れることによってキャリア形成，能力向上のモチベーションも高くなるという意味です。 

そして最後に先ほどの金子先生のお話にも出てきましたけれども非正職員が今，増加してい

ます。彼らのモチベーションをどうして上げるのか，どうして高めるのかは大きな課題になっ

ています。これも私が最近行った調査の結果ですが，派遣社員の分析をしてみると「どんなと

きにやる気が出たか」と聞くと，正社員と同じように扱われたときにモチベーションが上がっ

ていることが分かりました。ただ短期的にはそうなのですが，長期になると逆にそれが不満に

なる場合があります。これは大学の職員にも当てはまりますが，正職員と同じ仕事をさせられ

ていると，最初はそれを意気に感じていても，だんだんと「待遇がなぜこんなに違うのか」と

不満を抱くようになります。それを緩和するのは何かというと，一つは周りから感謝されるこ

とです。例えば上司から「あなたは非正規で給料は低いのに正職員と同じことをやってもらっ

ていて悪いね」と，こういうふうに言われると不満がかなり解消されるそうです。それからも

う一つは，将来のキャリアアップにつながるような支援をしてもらうということです。例えば

「正職員になるためにはこういう経験をしておいたほうがよい」とか，「こういうところに行っ

て勉強をしたほうがいい」とか，このような支援・助言を受けることによって不満がかなり解

消されるとことも分かっています。 

以上，いろいろ申し上げましたけれども，あえて結論的にまとめてみますと日本人は意欲が

高いとか，生産性が高いと言われてきましたが，最近のデータを見ると実はそうでもないとい

うことです。それはなぜかというと，能力に対する価値観だとか，求められるモチベーション

の質が大きく変わってきているにもかかわらず，そのような新しい能力観やモチベーションの

質に適応するような組織やマネジメントが日本ではまだ取り入れられていないからです。だか

ら生産性も高くないのではないかと考えられます。それを根本的に変えていくには，やはりど

こかから突破していかなければなりません。その一番のターゲットになるのは，「一元的序列構

造」だと思いますので，それをいかに崩していくかです。そのキーワードは「多元化」と「外

向き」だと思います。これは言い換えるとプロフェッショナルとしての働き方。ですから「プ

ロとしての大学職員」を一つのモデル，目標として私は提示したいと思います。そのためには

人事制度もあえて乱雑にするとか，末端にまで権限を委ねる。そして自律性を高めるような制

度を取り入れる。それから組織の中だけではなくて，いかに外で活躍できるような場を提供し

ていくか。これらが有効ではないかと考えています。 

予定の時間を過ぎましたので，とりあえず私のほうからの話は以上とさせていただきます。

ご清聴いただきましてありがとうございました。 
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国立大学改革は道半ば 
 

 

黒木 登志夫 

（前岐阜大学長） 

 

紹介いただきましたように，私の本職はガンの研究であります。しかし，学長になったとき

からガンの研究は辞めてしまい，今は自分の大腸ポリープの数を数えているくらいのガン研究

しかしておりません。2001年，絶対通るはずないと思っていた，教授を 4人しか知らない岐阜

大学の学長に推薦されて，選ばれてしまいました。大学の学長にまったくのアドミニストレイ

ション経験なしになってしまったわけです。まるで落下傘で降りたようでしたので，「落下傘学

長奮闘記」という本を書いたわけであります。 

これから，学長体験と，大学運営への思いの丈を述べてみたいと思います。 

 

法人化のメリット 

 

法人化してメリットは三つあるということが分かりました。一つは「予算の積算」がなくな

って「袋」でくる，つまり積算根拠ではなくて自分の戦略で予算を使うということが，ある程

度できるようになったということです。二番目は「非公務員化」です。そのメリットは定員制

がなくなったことだと思います。定員制がなくなったということは，これも戦略的に人を配置

することができるようになったということです。三番目に「学長のリーダーシップが法人法の

中で確定した」ということです。 

 

定年制の廃止と64，65歳の給与カット 

 

大学人という自由な立場からすると，定年が決まっているのは不思議なことと思っていまし

た。定年というのは自分で決めるうべきと考えて，次のような提案しました。59歳のときに大

学に自分の定年は何歳であるかということを申請してもらう。同時にその自分の決めた定年ま

でに何ができるかということを示してもらう。教育，研究，社会貢献，大学のミッションであ

れば何でもいいわけで，それを出してもらう。それを学部長と学長が評価して特別なことがな

ければ 64歳，65歳では給与を 10％カットする。非常に優れた人は 100％を出しますというこ

とを言ったわけです，それに説得力を持たせるために学長も役員も全部給与を 10％カットする

ということを言いました。そのことを取材に来た日経新聞の記者に言いましたら「役員が 10％

給与をカットするというのは何かとんでもない不祥事があったときしかあり得ない，本当は何

かあったのを隠しているのでしょう」と言われたのをおぼえています。 
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もう一つ納得してもらうために大事だったのは退職金には影響を及ぼさないということだっ

たのです。そのため，給与表はそのままにして脚注のところで「評価によって百分の九十にす

ることもあり得る」というようなことを書いた。そうすると退職金は給与表で出ますから，あ

くまでも例外処置ということでみんなの納得を得ました。法人化に入る直前の 3月の評議会で

やっと決まって 3月 31日に組合との間でサインを交わしたわけであります。 

 

ポイント制 

 

非公務員化して定員制がなくなったということが分かりましたので，すぐに考えたのは定員

制の代わりにポイント制にすることでした。教授は 100ポイント，助教授 78ポイント，講師

73ポイント，助手 60ポイントというポイントにしました。大体 1ポイントが 10万円から 11

万円くらいになります，定員に代えて，ポイントを決めて，その中で自由にやってくださいと

いうことを各学部にお願いしました。もし節約してくれれば，例えば教授を 1人，1年間に節

約すれば，100ポイント，つまり 1千万円の 60％は学部に返す，そうして 40％は本部で使う

というふうにしました。すると人事を少し我慢すればお金のメリットがあるということで非常

に人件費の節約になった。このために 5年間で 5％の人件費削減という問題も簡単に乗り越え

ることができました。教授が多い逆三角形から，助手が多い正三角形にするというような若返

りのためにもこれを使ってほしいということを言いました。今このポイント制はかなり多くの

大学が採用しています。 

 

病院経営 

 

一番苦労したのは病院経営であります。岐阜大学の病院は法人化と同時に新しく病院をつく

って引っ越しました。素晴らしい立派な病院ですけれども，ふたを開けてみてびっくりしたの

は岐阜大学の負債は 557億円ある。たかだか 100億円ちょっとの収入のある病院が一体どうや

って 557億円を返すのか，法人化したために「返すのはおまえだ」と渡されたのです。法人化

した次の年に総合科学技術会議の岸本忠三先生に呼ばれまして，地方大学はどうなっているの

か，大学附属病院は一体どうなっているのかを話すように言われました。法人化してまだ 10

カ月のときだったのですけれども，病院経営は大変だということがよく分ってきましたので，

「破たんのスパイラル」という模式図を出したわけです（スライド１），これはたちまち評判に

なりまして全国の大学病院の教授会などで配布されたと聞きます。そのあと日経新聞に「記事

を書かせてくれ」とこちらから頼みまして，特に経営改善係数というのが，いかに非情なもの

であるかということを訴えたわけです。この日経新聞の記事は非常にインパクトがありまして，

財務省も初めてこれで病院の事情が分かったということです。「白い巨塔」はまもなく「白い廃

墟」になるというのが，この原稿の結論でした。実際，ではどのくらい病院運営費交付金が削
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られているかというと，運営費交付金が 1％削られて大変だということを皆さんおっしゃいま

すけれども，病院運営費交付金は，最初の 6年間で 65％も削られております（スライド２）。

第二期からは，さすがに，経営改善係数は廃止されました。 

 

スライド１ 

 
スライド２ 

 

このような中で病院の経営をどうするかということをいろいろ考えました。法人化して 1年
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目は病院長と医学部長，実はこの二人が僕を呼んでくれたわけですけれども，二人とはほとん

ど役員会のたびに言い争いをするような状況になってしまいました。彼らが言うのは大学の予

算に透明性がない，いくら病院にきているのかも明らかにしないで責任だけ押し付けられても，

責任が取れないということでした。私は，経営方針をはっきり出さない限り，全部の責任を任

せるわけにはいかないということを言いました。1 年近くやり取りしていたのですけれども，

僕としてもどうやって経営していいか分かりませんので，銀行常務出身の監事に「銀行の人だ

ったらつぶれそうな会社に行って立て直すだろう。そのつもりで病院に行ってどこに経営の問

題があるのかを言ってくれ」と頼みまして，細かい経営目標を立ててもらったのです。節減目

標，数値目標をはっきりさせ，そして経営の実態をその次の月の 10 日か 1 週間以内にはすべ

ての数字を出すという制度をつくりました。文科省からジェネラリスト養成のために送られて

くる病院の事務には任せておけないので，病院専門の公認会計士事務所から公認会計士を週の

うち半分来てもらって経営の分析をするということを 3年間続けたわけです。その上で，病院

長に経営のすべてをを委任しました。われわれは 10％の収入増を目標としたのですけれども，

病院長はさらに 5％上乗せして 15％の収入増を実現してくれました。 

 

入試改革 

 

入試は大学にとって最大の戦略事項ですが，学部教授会の決定に従うことが慣例となってい

ます。その中にあって医学部長が「名古屋大学の入学試験が前期にシフトした，これはチャン

スだから岐阜大学は後期にシフトしよう」ということを提案してきたのです。僕はすぐにそれ

に乗り，医学部医学科の入試を後期にシフトしました。岐阜大学医学部医学科は，それまでも

非常に倍率が高くて前期が 16.3倍，後期が 22.4倍ありました。恐らくこれは広島大学より高

いと思います。後期シフトにより，前期よりも後期に定員を多くしました。しかもセンター入

試で失敗した人がくるようにセンター入試の配点を少なくして科目試験を重視するということ

をやったわけです。一つの誤算は科目試験は医学部につくらせたのですけれども，医学部の先

生というのは，私も含めて，大学に入るときには成績が良くても，そのあとは暗記中心の授業

のため，物理数学の問題作成などできないような人ばかりです。そのような人に任せたもので

すから，間違いが多かった。これに懲りて，翌年からは全学が問題作成と採点を応援するよう

にしました。 

後期シフトにより倍率は驚くべく上がりました，78倍になったのです。次の年は，こんなに

多くてはさすがに次の年は誰も来ないと思っていたのがまた増えたのです。みんなから「どう

して岐阜大学はこんなに倍率が高いのか」というのを聞かれましたので，僕は「それは学長が

いいからだ」と言ったのですけれども，学長が辞めたらもっと高くなっちゃった（スライド３）。

なぜこんなに高いか僕もまだ分かりません。でもこれだけ多いと医学部の後期だけで 3千人近

い人がくるわけです。そうするともう岐阜では試験会場がなくて名古屋の予備校を使うことに
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なります，その上受験料収入もバカにならないことになります。 

 

スライド３ 

 

 

さらに僕は農学部と工学部も後期シフトをするということを主張したのですが，それは二期

校に戻ることになるから駄目だということで受け入れてもらえませんでした。しかし，僕が辞

めたあとの新しい工学部長が理解してくれて後期の定員をそれまで5％くらいだったのを30％

に増やしたのです。そうしたら倍率が 3 倍から 13 倍まで上がりました。そういうことでやは

り入試の戦略というのは非常に重要だと僕は思っています。 

 

過去問活用宣言 

 

大学にとって入試問題の作成は大事業です。しかし，誰も嫌がって問題作成をしたがりませ

ん。それだったら全ての大学の入試問題をみんなが使えるようにすればいいのではないかと考

えました。実際医学部の国家試験問題などはプールされております。入学試験の問題というの

は大学コミュニティの共有財産というふうに考えればよいのではなかろうか。このようなこと

を，長崎で開催された学長会議のとき，お茶の水女子大学長の郷先生に言いましたら，すぐに

賛成してくれて「ずっとそのことを考えていた」というのです。それで平成 19 年に国公立私

立の 400の大学に呼びかけましたら 70校が参加してくれました。それで平成 20年度の入試か

ら実施しております。それから間もなくセンター入試も過去問を使用していいということにな

ったわけです。それまで過去の入試問題を使うというと，以前に同じ問題を受けた人に有利に
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なる，不公正だということで新聞が叩くわけです。それが怖くて入試問題をつくった人は「ど

こかの過去問と似てないか」ということを戦々兢々としていたわけでありますけれども，この

過去問活用宣言をしてから新聞でそういうことを非難する人はまったくなくなりました。 

旧帝大からはまったく無視されましたし，僕は入試担当の教職員が一番楽になったと思って

やったのに，入試担当の先生から反対を受けました。これは大学の特徴で，何かその人たちの

ためにしてやろうと思うと必ず反対を受けるということがあります。 

 

岐阜薬科大学の移転 

 

もう一つ法人化でできた非常に大きなことは，岐阜薬科大学を岐阜大キャンパスに招致した

ことです。岐阜薬科大学というのは，岐阜市立の薬科大学です。東海地区はなぜか薬科大学は

みんな公立大学なのです。名古屋大学になくて岐阜大学にあるものは何かというものを考えた

ときに獣医と薬学が名古屋大学になくて岐阜大学にある。そうすれば存在感を示すためには獣

医を拡大して，薬大と合併するのが一番いいということを考えました。今日は話しませんが，

獣医学科は，教員定員 24名を 1.5倍くらいに増やしました。次に，薬大を招致するということ

を考えたわけです。 

法人化前から文部科学省に行って岐阜大学と岐阜薬科大学を統合させてくれということを言

いましたが，絶対無理ということでした。岐阜市のほうも看板の大学を国立に渡すことはでき

ないと言いいます。そこで「岐阜大学の駐車場の 4,000平米を岐阜市に貸すから，そこに建物

を建てたらどうだろうか」ということを提案しました。それが財務省の聞くところになって「不

必要な土地を買わせたのか」ということで反対を受けました。その間，事務のほうでいろいろ

調べてくれて法人化のときのＱ＆Ａの中に「法人の業務の範囲であれば，土地建物を貸与して

もいい」ということが書いてありました。「その代金は法人が決めればいい」ということもその

Ｑ＆Ａの中で書いてあったわけです。それを楯にとって今度は文科省ともう一回交渉致しまし

て「これは国立大学法人としての岐阜大学の役割を飛躍的に発展させるのだからどうしても一

緒になりたい，だからそこに建物をつくるようにしてくれ」ということを言いました。ところ

がもう一つの壁があって，それは地方財政再建促進特別措置法「地財法」です。そこに「地方

自治体の財産は国に貸してはいけない」ということが書いてありました。これは今，なくなっ

たのですけれども，その当時はまだ残っていたわけです。 

その二つの壁があったのですけれども，2005年 8月に文科省から承認され，2009年度に岐

阜薬科大学が岐阜大学の医学部の隣に建物をつくることができるようになったわけです。もち

ろん大学設置法の中で大学自身は建物，土地を持っていないといけませんので岐阜薬科大学の

郊外にあった土地はそのままにして，そこの運動場とか，前の校舎は教養教育に使うというこ

とで残してあります。このとき，「われわれは親の許さぬ相思相愛の仲だ」ということをアチコ

チで言いふらしたのです。それが，やっと，同棲，実質婚にこぎつけたというわけです。 
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ご承知のように薬科大学は病院実習が今，義務付けられていますが，学生は渡り廊下を通っ

て病院までいけるということになります（スライド４）。 

 

スライド４ 

 

 

事務局改革 

 

法人化後，文科大臣から辞令を受けるのは学長と監事だけになって，事務局はすべて学長の

辞令で動くようになりました。しかし，なかでも，事務局長制度という問題が残っていました。

法人化した後も，大学は学長と事務局長の二頭立ての馬車になっている。しかも事務局長が非

常に力を持っているので，事務局の人はほとんど学長を見てくれないのが実情でした。いろい

ろ内規を調べてきましたら「学長の決裁を受けようとするときは，あらかじめ事務局長の承認

を得なければならない」という内規があるのです。これは岐阜大学だけではなくて恐らく文部

科学省が，法人化前につくらせた内規だろうと思うのですけれども，それが法人化後にも残っ

ていたわけです。事務局長は，学長を自由にコントロールすることができることになりますの

で，すぐ廃止しました。 

もう一つの問題点は，事務局長が予算と総務とすべてを握っているということです。そのた

めもあり，大学の予算には透明性がありません。事務局長がにぎっているので，学長にもよく

分からない。実際，例えば教員が予算が足りなくなって泣きつくところは，学長ではなくて財

務部長なのです。そうすると，財務部長がどこからか予算を出してくる。ということは，財務

部長は自分の，ここに財務部長の方がいられたら申し訳ないのですけれども，自分の力のため
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にどこかに予算をもしかしたら隠しているのかもしれない。病院経営のときも透明性のなさが

非常に重要になっていましたので，透明性を確保するためには，事務局長制は廃止するしかな

いという結論になりました。 

さらに，総務と財務担当の理事を分けて，それまで監事をしてもらいましたさくら銀行の常

務出身の監事を財務担当の理事にしたわけです。事務局長制度を廃止するといったときはほと

んど反対がなかったのですけれども，財務担当に民間の人を置くといったときにものすごい反

対を事務局から受けました。しかし，これは非常に重要なことだと思って，抵抗を押して実行

致しました。その結果，財務の透明性が非常に高くなったと思っております。 

 

移動官職 

 

さらに移動官職についても，僕自身非常に不満を持っておりました。国大協の部長講習会で

「学長に望ましい部長」とは何かということを話すよう依頼を受けました。そこで 41 の大学

の学長にメールを送りまして，そして正直な意見を書いてくれということをお願いしました。

わずか 10日か 2週間しかなったのですけれども， 34の大学の学長が返事をくれました。例え

ば，優れた部長としては，改革のための判断材料を提供する，積極的に改革を推進する，とい

うのもありますけれども，指示待ちで何もしない，大学をバカにする，低く見る，役員の質問

に答えられない，無責任とかとんでもない意見もいっぱい出てきたわけであります。有能な人

が多いのは確かですけれども，やはりどういう人が来るかの情報もないということが，一番大

きな問題だろうと思っております。このアンケートは，そのときA4の紙で 20～30枚にまとめ

てそれを会場で配ったのです。 

 

教授会 

 

次に，教授会について話します。僕も 40 年間ずっと，教授をやっておりましたけれども，

教授の一人ひとりは本当に素晴らしい人だと思っています。今でも仲良くみんな付き合ってい

ます。知性はあるし，ユーモアのセンスはあるし，いろんなことは知っているし，酒を飲んで

も悪酔いする人はめったにいないし，なかなかいい人なのですけれども教授会としてまとまる

と途端に自治を主張する。そして学部の自治が，大学の自治であると思っています。教授会中

心主義は，かなり保守的で閉鎖的で不透明です。教育研究評議会に出てくる人は，教授会を代

表しているから部局に持ち帰らないと何も決められない。部局に持ち帰ると強硬な意見を言う

人がいるとそれを抑えることができない。そのため，いつまでも進まない。学部によっては，

午後の 1時からやって 8時ごろまで教授会をやっている学部があるのですが，長い時間，教授

会をやっているところほど建設的な意見は出てこないということもよく分かりました。基本的

に改革に反対で，英語教育の改革に反対するのはほとんどの場合，英語教員です。先にお話し
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しましたように，入試改革に反対するのは入試担当教員です。東大の佐々木毅先生は学長を辞

めたあと，「教授というのは，感謝することを知らない人々である」ということを書いていまし

た。 

工学部の改革を進めようとしました。工学部は 9学科制をとっていますが，高校生の目線か

らすれば，3 学科くらいにして，入学後に進路を決めるように提案しましたが，なかなかでき

ませんでした。学科それ自身が学科の自治を主張する。結局，工学部長は何もまとめられない

ということになります。入試の後期シフトをしようと言ってもまとめられない，英語の個別試

験を実施しようと言ってもまとめられない，学位審査に指導教員は入れないようにしようと随

分言いましたけれども，これも守られておりません。 

大学憲章を策定したときは，学部に戻さないで「学内パブリックコメント」というのをやっ

たのです。つまり教員だけではなくて，学生も職員の人も自由に意見を言える場をつくるとい

うことも大事だと思ったのですが，僕自身がびっくりするようなひどいコメントが，パブコメ

でたくさん来たので驚きました。 

学長を辞めるときに「岐阜大学の遺言状」という最終講演をしたのですが，そのときに監事

報告の一節を紹介しました。「法人化に伴う教員の意識改革は，まだ十分浸透していない」「学

部意識が強く，教授会決定がすべてという法人化前の意識が根強く残っている」「教授会が大学

全体の改革にブレーキをかける場合がある」「学長のリーダーシップによって，学部の自治が侵

されているという被害者意識がある」というコメントが出されました。 

 

大学間格差 

 

国立大学の外部資金を高い方から順に並べてみますと，東大を100％とすると，京大は65％，

阪大，東北大は 45-50％，そのあと，九大，北大，名大，東工大とつづきます。 

イギリス，アメリカと比較してみると，例えば日本の 10位の大学，広島大学は東大の 15％

しかありません。しかしアメリカとかイギリスでは，10位の大学はトップの三分の一の予算を

取っています。20位にいきますと東大の 5％以下で非常になだらかなカーブになってしまうの

ですけれども，アメリカ，イギリスではこのカーブの下がり方が非常に緩いということが分か

ります（スライド５）。 

研究の生産性について，京大の教員ブログに面白いデータが出ています。世界ランキングの

400 位の中に入っている日本の大学をリストして，論文数と，被引用数を科研費あたりで計算

しました。例えば広島大学ですと論文一遍をつくるのに 149万円かかっていますが，東大は 261

万円です。さらに被引用単価，つまり，一回引用されるあたり何万円かかっているかというの

を見ますと，東大は 18万円，広島大学は 15.7万円，つまり東大は，予算をふんだんに使って

論文を書いているが，その質は，他の大学とそれほど差がないということが分かります。 
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スライド５ 

 

 

濱田先生が東大の総長になられたときに，執行部が僕に講演の機会を与えてくれました。「東

大一人勝ちはなぜ悪いか」という講演タイトルで話をしました。競争的資金は先の見える研究，

確実な研究だけが対象になります。本当に独創的な研究はノーベル賞に結びつきません。ノー

ベル賞の大部分というのは，誰もが重要性に気がついてないようなときに行われた研究です。

競争的資金はボスに配分されるので，若手はボスのために働くことになります。ですから若手

の本当のキュリオスィティー（curiosity）知的好奇心に基づいた研究というものは育たないこ

とになります。ただ，もちろん非常に先端的なボスの下で働くということは，教育にとって非

常に重要ですので，そこで新しい才能が目覚めるということは十分にあります。 

そのうち競争的資金を取ることそのものが目的になってしまう，研究に必要なお金を取るの

ではなくて，どうやったらお金がいっぱい取れるようになるかということ考えて，億の単位の

予算を取らなければ一人前でないようになってしまうわけです。つまり「億病」という病気に

かかってしまうのです。 

一極集中の最大の問題点は，「多様性の喪失」ということだと思います。地方大学，私立大学

で行われている研究が失われてしまう。それから大型競争的資金に合わないような研究テーマ

がいっぱいあります。社会から注目されてないような重要なテーマがあります。学問の多様性

というものは社会とか自然の多様性の反映です。多様性こそ学問の本質であると思っています。 

研究者の多様性も重要なのです。「東大一人勝ち」の陰で地方大学の疲弊が進んでいて，その

ために研究者の流動性が失われることは，少し長いで目でみたらマイナス要因であることは確

かです。ワールドカップで勝つためにはＪリーグが強くならなければならないのです。 
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経済界の人，政治家は「選択と集中」という言葉が好きです。選択と集中は駄目だというと

「ばらまき」でいいのかということになるのですけれども，僕は「選択・集中」に対する対立

語は「ばらまき」ではなくて「多様性」であり「寛容性」であり「持続性」であると思ってお

ります。 

 

改革は道半ば 

 

昨年の 4月に日経新聞から依頼があり，「第一期の総括」を書きました。そのときのタイトル

は，「活性化はしたが疲弊した 6年」でした。見出しには「東大一人勝ち懸念」「文科省からの

自律が必要」「財政支援」というようなことが書いてあります。（なお来週の月曜日，11 月 21

日の日経には，科学研究費の基金化を書いておりますので，お読みいただければと思います）。 

法人化によって国立大学は本当に活性化したと思います。教育，研究，社会貢献，すべての

面において活性化しました，しかし疲弊したのも確かです。運営費交付金が減らされる，人件

費が，5 年間で 5％減らされる，附属病院は稼がなければならない，中期目標・中期計画，評

価，それからたくさんのいろんな申請がある。その結果，教職員の事務量が増大する。最大の

問題は，教育改革のはずで始めた法人化が，行財政改革へつながってしまったということです。 

宇沢弘文先生の「社会的共通資本」という岩波新書があります。「社会的共通資本」とは，「文

化的で豊かな生活」「魅力ある社会の持続」「社会全体の共通資産」のことです。それは社会的

に管理運営しなければならない自然環境とか，社会的インフラストラクチャーとか。制度資本

としては，医療と教育などだそうです。教育は，「社会的共通資本」として大事にしなければな

らないというのが，社会の共通認識になるべきです。 

もう一つ心配なのは，法人化の二期目になって文科省と国立大学お互いが居心地の良い関係

に戻ろうとしているように思います。例えばその一つの例が，外部理事の任命です。法人法に

は，「理事にはその任命の際に，現に当該国立大学法人の役員または職員でないものが含まれる

ようにしなければならない」というふうに明確に書いてあるのですけれども，今回この講演を

するにあたって調べましたら 24 の大学で事務局長が外部の理事として入っているのです。事

務局長は一応，文科省の人間とすれば外部だと思うのですけれども，それは表向きの話で学長

が任命しているわけですから，外部の人間とは誰も言えないと思うのです。このこと一つをと

っても，文科省と国立大学は，居心地のいい相互依存の関係に戻ろうとしているように思われ

ます。 

勝手なことを自分の経験に基づいてお話しましたけれども，ご参考になれば幸いです。 

どうもありがとうございました。 
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第 39 回研究員集会の基調講演の概要とコメント 

 

 

大膳 司 

（広島大学） 

 

第 39 回研究員集会が「これからの大学経営―誰がどのような役割を担うのか―」をテ

ーマとして 2011 年 11 月 17 日（木）・18 日（金）に開催された。初日は，金子元久先生

（国立大学財務・経営センター教授），太田肇先生（同志社大学教授），黒木登志夫先生（日

本学術振興会学術システム研究センター副所長，前岐阜大学長），の 3 名による基調講演

で幕を開けた。 

本稿では，その基調講演会の概要をまとめ，基調講演の司会者として，基調講演から何

を学んだのかについて示したい。 

 

１．金子元久先生「大学経営―課題，組織，人材―」 

 

1.1 略歴等 

金子氏は，1950 年生まれで，1972 年東京大学教育学部卒業後，同大学大学院教育学研

究科修士課程修了へ進学し，1974 年に教育学修士取得後，1976 年にアジア経済研究所員

として勤めた後，シカゴ大学大学院に進学し，1984 年 Ph.D.を取得した。米国ニューヨー

ク州立大学アルバニー校客員助教授，国際復興開発銀行教育訓練政策部コンサルタント，

広島大学助教授（大学教育研究センター），東京大学助教授，教授，センター長，研究科長

を経て，2011 年より現職。専門は教育政策論，高等教育論，教育経済学。主な著書・編著

書は『大学の教育力』（筑摩書房，2007），「国立大学法人化の射程」江原武一編『大学の

管理運営改革』（東信堂，2004）などがある。 

 

1.2 講演概要 

金子氏からは，3 つのポイントについて話があった。1 つは大学「経営」という意味は

何であるのか。もう一つはそういった経営の課題として大学教育を捉えるとどのようなこ

とが言えるのか。最後に，そういったコンテクストの中で人材形成というのがどういった

方向で考えられるべきなのか，ということであった。 

 まず最初にお話しいただいたことは，大学経営とは何か，ということである。大学にお

いて基本的な教育・研究活動は分かれて実施されている。個々の先生が，あるいは個々の

学部が独自の論理でもって教育研究を行っている。その部分部分で効率化，最適化をする
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というのが基本である。しかし同時に大学全体としての統合性を保つために総務系，学務

系，財務・施設系といった管理・運営機能の必要が生じでくる，という話であった。 

その管理・運営の方法には二つパターンがある。一つは大陸ヨーロッパ型で，基本的な

管理組織として教授会が機能していて，それに対して先ほど示した三つの機能を持つ事務

局がそれを補佐するというものである。もう一つはその変形でアメリカ型である。すなわ

ち，大学のオーナーは理事会で，学長は理事会によって任命・監督される。管理・運営は，

学長が任命する副学長，あるいは学部長等々，幹部教員，幹部職員によって分割統治され

ていて，それぞれを補佐するというかたちで事務職員が配置されている。日本は，前者の

教授会・事務局型である。 

続いて，では何が今，非常に大きな管理・運営上の課題なのか，と問題提起があった。

金子氏は，最大の課題は大学教育ではないか，と指摘した。 

すなわち，大学教育は管理・経営課題である。なぜかと言えば，一つは非常に重要な管

理・運営問題は資源配分だからである。大学の一つ使われてない重要な資源は，学生の時

間である。それに関連して，教師についても人数の問題や時間をどう使うか，というのも

非常に大きな問題だろう。同時にそれをどうやって組み合わせるのか，すなわち，教育方

法論も大きな問題である。さらに，もう一つ非常に重要なのは教育をどういう単位で考え

るか，という点である。 

最後のテーマがそれらの管理・運営問題に対応する人材をどうやって形成するかという

ことの話があった。提言として，一つは，大学改革支援機関というような，比較的短期間

に経営人材をつくっていくための中核になっていくような機関をつくるというのも非常に

重要な政策的なオプションではないか，と指摘された。もう一つ，高等教育研究の責任と

いうものがある。高等教育研究の対象として，大学経営を行う人の基礎となるような知識

というものに対してどういったものが必要なのかそれを考え，それを一定の体系をつくっ

ていくということも非常に大きな課題になっているのではないか，との指摘があった。 

 

1.3 質疑・応答 

 講演後，フロアーとの質疑・応答があった。「派遣職員や任期付教員が増えていますがど

う思われますか？」との質問に対して，「彼らは組織に対するコミットメントを避ける。長

期的にみた場合，アウトソーシングやパートタイムは合理的ではないのではないか。」との

回答をよせた。 

 さらに，「先生は，教育の主体は部局であるが，その反面，その教育成果が問題視されて

おり，学長のリーダーシップも重要となっている，という矛盾した状況を指摘されたが，

そのことをどのように考えておられるのか」との質問に対して，「大学教育は部局の主体的

な活動が重要であるが，あまりにも部局の方に偏りすぎており，全学的なスタンスから教

育を考えることが求められている」との回答があった。 
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２．太田肇先生「これからの人材育成とマネジメント-プロフェッショナルとしての大

学職員-」 

 

2.1 略歴等 

太田氏は，1954 年兵庫県生まれで，神戸大学大学院経営学研究科博士前期課程修了後，

国家公務員・地方公務員を経験した後，三重大学人文学部助教授，滋賀大学経済学部教授

などを経て 2004 年から同志社大学政策学部教授（同大学院総合政策科学研究科教授を兼

任）で，現在，日本労務学会副会長を務められている。専門は組織論で，経済学博士。と

くに個人を生かす組織・社会について研究を進めており，著書は，『公務員革命』（ちくま

新書, 2011/10刊），『承認とモチベーション：実証されたその効果』（同文舘），『日本人ビ

ジネスマン「見せかけの勤勉」の正体』（PHP 研究所），『個人尊重の組織論』（中公新書）

など 20余冊出版されておられる。 

 

2.2 講演概要 

太田氏の講演内容は以下の通りである。 

日本組織の人事的な特徴は，一括採用して，それを各部署に配属することである。つまり，

一元的で序列型と言うか，階層が多いという特徴を持っている。つまり統制が取れていて

均一的な人材が供給できるということであった。そういう組織は，これまでの工業社会や

キャッチアップ型の経済のもとで効率的であった。ところが，あまりにも工業社会に適応

し過ぎた組織のモデルが今度は逆に新しい環境に適応を妨げるという，このような現象が

今，起きている。 

これまで日本人はモチベーションや組織に対する帰属意識も高い，チームワークもいい，

だから生産性も高いと言われてきたが，近年発表されるいろいろな意識調査を見ると，こ

うした常識が疑わしいと言わざるを得ない。例えば，仕事に対する熱意についての調査を

見ると，「仕事に対して非常に意欲的である」と答えている人はわずか 2％で，調査国の中

で最低であった。 

情報化，ソフト化が進むと，能力の価値が根本的に変わってきた。その一つの現象とし

て，「IT 化が進んで仕事にどのような変化が生じたのか」という調査を見ると，「個人で完

結する仕事が大きく増えた」という結果が出ている。つまり周辺の作業が機械化，IT 化さ

れることによって個人の守備範囲が広がってきた。企業をみると確かに従来は三人，五人

で行っていた仕事を一人でこなすようなケースが増えている。例えば証券会社などでも一

人店舗，生産現場では一人生産システムというのがある。この個人化ということは特に処

遇を考えたりする場合に大事なキーワードになる。 

最終的には本人の意欲，本人のやる気に委ねなければならないというところに新しいモ

チベーションの特徴がある。ですからこれも好むと好まざるとにかかわらず個人の視点を
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取り入れてマネジメントを設計していくということが必要になる。 

新しい能力感，それから新しく必要となってくるモチベーション，そういったものを引

き出すためには，システムを根本的に変えなければならない。その上で何が一番のネック

になるかといえば，「一元的な序列構造」が組織はもとより社会全体に存在すること，そこ

を変えていかなければならない。 

 その「一元的な序列構造」をどう崩すか。キーワードとして「多元化」それから「外向

き」である。外向きというのは組織の内側ではなくて社会，市場，あるいは専門家社会，

そういったところを向いているという意味である。このような働き方をするのが，いわゆ

るプロフェッショナル（Professional）である。 

「プロフェッショナルとしての職員」という視点から考えてみると，もっとマネジメン

トに深く職員がかかわっていっていいのではないか。おそらく大半の大学教員はマネジメ

ントにあまりかかわりたくない。それよりも研究，教育に専念したい。それを考えれば，

オペレーショナルな部分は，もっともっと事務職員に権限を与えて担ってもらったほうが

効率的ではないか。 

そしてプロとしての能力はどうして磨かれるのかと言えば，質の高い実務経験と，プロ

ジェクトへの関与である。つまりプロジェクトチームに参加することによって，こうした

能力が磨かれていく。同時にそれがモチベーションにもつながる。 

近年増加している非正規職員のモチベーションを上げるには，短期的には，正社員と同

じように扱うことである。だんだんと「待遇がなぜこんなに違うのか」と不満を抱くよう

になる。それを緩和するのは，一つは周りから感謝を表すことであり，もう一つは将来の

キャリア・アップにつながるような支援をすることである。例えば「正職員になるために

はこういう経験をしておいたほうがよい」とか，「こういうところに行って勉強をしたほう

がいい」とか，このような支援・助言を受けることによって不満がかなり解消される。 

 

2.3 質疑・応答 

 「プロフェッショナルな職員をプロフェッショナルでない幹部職員がどのように管理で

きるか？」との質問に対して，「マネジメントのプロが必要である」との回答があった。「自

立主義，役割の明確化，責任の明確化を個人でできるか？」との質問に対して，「1 人で仕

事を進めることができる。」との回答があった。「職員の評価の方法」に関する質問には，

「日本のように仕事が個人化していない中では，3 段階くらいの評価がよいのでは」との

回答があった。「今日，教職員の評価など，個人評価が行われ始めているが，そのことが教

職員のモチベーションを上げるか？」との質問に対して，「職員は限定的，教員の場合は全

く効果がない」との回答があった。 
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３．黒木 登志夫「国立大学改革は道半ば―事務局/教授会/旧帝大/文科省への注文」 

 

3.1 略歴等 

黒木氏は，東京大学名誉教授で，日本学術振興会学術システム研究センター副所長。1960

年東北大学医学部卒業後，インターンを経てがん研究に入られた。1961 年東北大学抗酸菌

病研究所（現加齢医学研究所）肺癌研究部助手，1967 年同助教授を経て，1969-71 年米国

ウイスコンシン大学がん研究所に留学され，1971 年東京大学医科学研究所癌細胞学研究部

助教授，1984 年同教授に就任された。その間，1973,75-78 年 WHO 国際がん研究機関（フ

ランス・リヨン市）に勤務され，1996 年 3 月東京大学を退官された。その後，昭和大学

腫瘍分子生物学研究所所長，2000 年日本癌学会会長，2001 年 6 月-2008 年 3 月岐阜大学

長を歴任され，2007 年 4 月より現職。 

専門は，「発がんとがん細胞の細胞生物学」で，主な受賞は，1970 年試験管内発がん実験

成功により「第４回高松宮妃癌研究基金学術賞」受賞，1998 年「日本癌学会吉田富三賞」

（試験管内発がん，シグナル伝達研究，がんの解説書に対して）。主な一般向け著書に『科

学者のための英文手紙の書き方』（朝倉書店，1984），『がん細胞の誕生』（朝日選書，1989），

『がん遺伝子の発見』（中公新書，1996），『健康・老化・寿命』（中公新書，2007），『落下

傘学長奮闘記』（中公新書ラクレ，2009），『知的文章とプレゼンテーション－日本語の場

合，英語の場合－』（中公新書，2011）などがある。 

 

3.2 講演概要 

黒木氏からは，「法人化のメリット」「思いつき学長」「大学運営の難しさ」「大学間格差」

「改革は道半ば」といった内容の講演が行われた。 

法人化のメリットには 3 つあった。1 つは，「予算の積算というものがなくなって袋でく

る」，つまり大学は積算根拠ではなくて自分の戦略で使うということがある程度できるよう

になったことである。2 つめは「非公務員化」，すなわち，定員制がなくなったことである。

これによって戦略的に人を配置することができるようになった。3番目に，「学長のリーダ

ーシップが一応，法人法の中で確定した」ということである。 

黒木氏自身も，学長時，法人化のメリットを生かして，①定年制の廃止，②教員管理の

ポイント制，③病院の経営，④後期入試の定員増，⑤入試問題の再利用，⑥岐阜薬科大学

の隣接招致など，大学改革につながる豊富なアイデアを提案された。 

 続いて，大学運営の難しさとして，事務局と教授会のあり方についての話があった。 

事務組織の問題点は，事務局が予算と総務とを握っているということである。法人化前

は局長，部長・課長，現地採用というのはくっついていたけれども，法人化後，文科大臣

から辞令を受けるのは学長と監事だけになって，事務局はすべて学長の辞令で行われるよ

うになった。問題は，移動官職の人たちがどれだけ文科省との間に距離感を持つかという
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ことで，そのため，氏は，法人化後，事務局長制度を廃止し総務担当の理事だけにされた。 

もう一つの問題点は，大学内の予算が非常に不透明であるということである。そこで，

それまで監事をしてもらっていたさくら銀行の常務を財務担当の理事にした。 

次に教授会についての話しがあった。教授一人ひとりは本当に素晴らしい人だが，教授

会としてまとまると，途端に自治を主張する。教育研究評議会に行っても，そこに出てく

る人は教授会を代表していると思うから部局に持ち帰らないと何も決められない。部局に

持ち帰ると強硬な意見を言う人がいると抑えることができなくて結局あいまいな態度を取

るから大学の決定というものはいつまでも進まない。 

次に「大学間格差」について話があった。わが国の国立大学の外部資金を高いほうから

並べた時，もちろん東大が圧倒的に高い。東大の一人勝ちを示している。続いて，その半

分くらいのところから一つのカーブが出てきて，京大，阪大，東北大，九大，北大，名大，

東工大と並ぶ。次に広島大学から始まるなだらかなカーブがある。 

東大の一人勝ちをなぜ問題視するかというと，「一極集中は多様性を喪失する」。地方大

学や私立大学で行われている重要な研究が失われてしまう。多様性こそ学問の本質である。 

最後に「改革は道半ば」というお話があった。中期計画に基づく国立大学法人の運営方

式の第一期を，「活性化はしたが疲弊した 6 年」と特徴付けられた。 

すなわち，法人化によって国立大学は，教育，研究，社会貢献，すべての面において活

性化したが，運営費交付金は減らされる，人件費は 5 年間で 5％減らされる，附属病院は

負担金が多くなっている，そして中期目標・中期計画，評価，それからたくさんのいろん

な申請書の用意等，事務量が増大した。さらに心配なことは，二期目に入って学長が調整

型になった。二期目になって文科省と国立大学お互いが居心地の良い関係に戻ろうとして

いるように思われる。 

今後の改革の視点として 5 点を提案された。1 つは，学長選考は意向投票を行う。3 人

までに絞ったら，そのあとは選考会議が選ぶようにしないと国立大学法人法の精神に反す

ることになる。2 つめは，とんでもない学長がきたらどうするか。途中で外部評価委員会

によって評価，勧告を行わなければいけない。3 つめは，専門職を育てるということであ

る。すべての事務の人は外に出て研修を受けるということが大事である。例えば病院であ

れば，民間の病院に出て，そこでどういう経営を行っているかということをみるというこ

とが大事である。4 つめは，英語教育が大事である。今，大学の国際化の一つのネックに

なっているのは事務職員の英語力があまり高くないということがある。最後に，監事は先

ほど言ったようなガバナンスを内部にいてみるという役割を担っているけれども，監事は

非常に力が弱い。ですから学長と良い関係，すなわち，つかず離れずの関係を持ってなけ

ればその意見はなかなか通らない。 
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3.3 質疑・応答 

 「先生の管理運営上のモットーがあったのか？あるいは，学長を支えた方々はおられた

のか？」との質問について，「自分でも学長が務まるとは思っていなかった。一部の事務局

職員が支えてくれた。しかし，会議後などはプールに行って 1 人で泳いでストレスを解消

した。さらに，理事に善い人を選ぶことができた。特に銀行から来ていただいた方とは話

しながら改革を進めることができた。」との回答があった。 

 続いて，「日本には 800 近くの多様な国公私立大学はあるが，これらをどのように考え

るか？」との質問に対して，「日本には，研究成果に基づいた教育活動を行う大学が必要で

あるが，研究先鋭的な大学も必要である。これだけ多い大学をどのように整理したらよい

のでしょうか？」と回答された。この疑問に対して，フロアーから「大学が多様化してい

くのは望ましいことで，その中から社会的意味のある大学を支援していくことが重要では

ないか。」「各大学が自身の教育・研究機能をどのように強化していくのか。その時に，大

学の教育機能を社会が評価できるのかが重要である。」との意見が寄せられた。 

 最後に，「アメリカの学長や副学長は管理運営の期間が長い。日本の場合はどのような形

が学長や副学長を養成するのがよいのか？」との質問について，「教育と研究のことがわか

っている人が学長になるのが望ましいのではないか」との回答があった。 

 

４．感想 

 

 3 名の講演は，各自の大学経験や研究成果をふまえた貴重な内容であった。 

金子氏からは大学教育こそが重要な経営課題であること，太田氏からは工業社会に適応

的な古い日本的経営方式は限界にきていること，黒木氏からは学長がリーダーシップを発

揮するとはどのようなことか，を勉強させられた。 

私なりに，3 名の話をまとめると次のようになる。 

大学の主要な活動は，教授団（Faculty）による教育・研究活動に基づいている。それ

らの活動を大学組織全体で統合する役割が経営・管理活動であり，学長をトップとする大

学執行部（理事会）が主要な機能をはたす。幹部職員は，大学執行部に入って学長と協働

することが求められており，一般職員は，教授団及び大学執行部と協働して，教育・研究

活動を進めていくことが求められている。事務職員が機能を果たしていくためには，職業

内容の専門的知識や技術の向上が求められていると同時に，大学の歴史や現状などの基礎

知識も知ってもらうことが必要である。そのためには，高等教育研究の進化とともに，大

学の活動を支援する機関の設置が求められる。 

現在，経済のグローバル化・競争の激化の中で，大学の経営について，時間をかけて話

し合う余裕はそれほど残されていない。大学構成員は，同じ船の乗船者として，それぞれ

が機能を最大限に果たしていけるよう，環境状況にあった新たな管理・運営の仕組み作り

を考えていく必要があると再認識させられた。 



 

 

 

 

 

 

 

大学・大学院教育と人材養成 
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大学経営人材としての職員の役割 

 

 

両角 亜希子 

（東京大学） 

 

はじめに 

  

ご紹介いただきました両角です。今日は「大学経営人材としての職員の役割」について，

実態調査のデータをご紹介しながら，お話しをさせていただきたいと思います。大学経営

の担い手を考えるとき，リーダー層，教員，職員など，様々なアクターが想定されますし，

もちろん大学職員だけが経営を担う人材とも考えておりませんが，本発表では職員のみを

対象に考えてみたいと思います。 

 この問題については，1990 年代頃からの大学職員論という文脈で多くの議論がなされて

きました。山本眞一先生の「大学職員」から「大学経営人材へ」という議論はその典型か

と思いますし，すでに「経営人材としての職員」という認識は一定の広がりと定着を見せ

ているようにみえます。ひとつ根拠となるデータをお示ししたいと思います。東京大学大

学経営・政策研究センターが 2010 年 2 月に大学教員対象に行った「全国大学教員調査」

の中で「職員の専門性を高めて，教員は教育研究に専念すべきだ」という設問に 42％が「強

くそう思う」，43％が「そう思う」と回答しています。このように大学教員も大学職員へ

の変化を求めていることが明らかになっています。 

 この領域についての先行研究について簡単に触れておきます。これまでの研究は，大き

く 2 つの観点からアプローチがされてきました。ひとつは「職員個人に着目した研究」で

職員を対象としたアンケート調査などを材料として，「職員に新しく求められる能力は何

か」「どのような能力が不足しているのか」に着目され，「企画調査能力」の必要性が指摘

されてきました。個人属性や職務との関係性から必要な能力が論じられるとともに，今後

必要となる研修や人材育成のあり方などが議論されています。もう一つは「大学職員の人

事制度に関する研究」で大学を対象とした実態把握調査がいくつか実施され，個別事例の

紹介も数多くなされています。そこでは特に「個々の職員の能力を活かす制度」「やる気を

引き出す制度やキャリアパスのあり方」に焦点をあてて論じられる傾向があります。こう

した制度はまずは導入そのものが課題となることから，規模別など，どのような大学でど

のような人事制度が捉えているのか自体に多くの関心が寄せられてきましたが，その一方

で，人事制度の効果検証までは十分に行われていないように見えます。 
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本発表における 2つの分析課題・データ 

  

そこで，本発表ではこうした先行研究の状況をふまえて，2 つの課題を設定しました。

ひとつは，個人と制度の両者をつなぐ視点を考えてみたいということです（＝分析①）。職

員の将来のあり方は変わるべきだという議論は個人ベースで語られることが多いですが，

大学の特性などによっても実態や望ましいあり方が異なるのではないかという問題関心か

らこのような課題を設定してみました。 

 もう一つの課題は，こうした一連の職員改革は経営状態の改善につながっているのかと

いうことです（＝分析②）。初期の研究を改めて読みなおしますと，大学職員論が出てきた

背景には大学経営への貢献・大学経営の改善が強く意識されていました。しかし，最近の

議論は精緻化が進んだ一方で，元々あった問題関心が薄らいでいるように見えますし，そ

もそもこうした問題意識は実証研究レベルで全く検証されてきませんでした。 

 以上の 2 つの分析課題については，すでにまとめた論文が元になっています。分析①に

ついては，2011 年 5 月号の『私学経営』にまとめた論考が元になっています。本日は大ま

かな結果をご紹介しますので，もし関心を持っていただいたら，両角（2011）をご覧いた

だければ幸いです。また分析②については，同僚の小方直幸氏と共同で執筆した論文が元

になっています。こちらは 2012 年 3 月に発行予定の両角・小方（2012）をご覧いただけ

ればと思います。 

 分析①②で用いたデータは東京大学・大学経営政策研究センターが 2010 年 2 月に実施

した「大学事務組織の現状と将来－全国大学事務職員調査」です。この調査は全国国公私

立大学の本部・学部あてに調査票を郵送し（本部 10票，学部 5票ずつ，合計 17,645票），

5,909 名から回答を得ました。設置形態によって異なる制度下にあるため，今回はこのう

ちの私立大学職員のみの回答を用いました。発送数は 13,440 票，回収数 3,724 票で回収

率は 28％でした。この調査では，全調査票に ID を割り振り，どの大学に勤務する職員の

回答かがわかるように設計した点に最大の特徴があります。これによって個々の職員に直

接尋ねきれない（尋ねづらい）定員充足率や偏差値などの大学特性とのリンクが可能にな

っています。 

 

分析①：個人と制度をつなぐ視点－将来像を手掛かりに 

ではさっそく分析結果をご紹介していきます。ここでは職員の将来のあり方についての，

個人属性と組織特性の影響を見ていきたいと思います。まずは図表１に職員の将来像を示

しました。多い回答を見てみますと，「企画・立案にかかわる職員を計画的に養成する」が

52.4％，「職員を学内委員会の正式委員にするなど，発言の機会を増やす」が 47.6％とな

っています。将来像が 6 つもあるとわかりにくいので，因子分析という手法を用いて，3

つの将来像としたいと思います（図表２）。一つ目は，いわゆるアメリカ型アドミニストレ
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ーターのイメージですが，「専門職化」の要求です。二つ目は「経営参画」，三つ目は，一

定時点での「キャリア分岐」です。「職員は変わらなければならない」と語られる内容は，

確かにこの 3 つのいずれかの議論に集約できるかと思います。なお，少し技術的な話をし

ますと，ここでは斜交回転といってそれぞれの因子が独立という前提を置かないで 3 つの

因子を抽出しました。因子同士の相関行列を見ていただくと相関はかなり高いかと思いま

す。何を言いたいかというと，たとえば専門職化の要求を強く持っている人は経営参画や

キャリア分岐についても望ましいと考える傾向があるということです。もっと平たくいっ

てしまうと，変化を求める人はこの 3 つの軸のいずれも望ましい方向と考えるのに対して，

変化を求めない人はいずれの方向も望ましいと考えていないというようなことを示してい

ます。 

 

図表１ 職員の将来像 

 

19.6

23.9

25.1

28.0

47.6

52.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

F.専門性を高める職員とルーティン仕事をする職員に分ける

E.大学職員として専門職化し、大学間の移動を行えるようにする

D.専門分野別の職員団体を発展させ、教育訓練もおこなう

C.一定の時点で特定の分野でのキャリアを進むことを選べる

B.職員を学内委員会の正式委員にする等、発言の機会を増やす

A.企画・立案にかかわる職員を、計画的に養成する

（注）大学職員の将来像について4件法（望ましい、ある程度望ましい、あまり望ましくないない、望ましくない）でたずねた「望ましい」の割合。

 

 

 では，この 3 つの将来像と個人特性，組織特性の関係を見てみましょう。結果を見やす

く示したのが図表３です。この図の読み方ですが，たとえば，専門職化の要求は，若い人

ほど，学歴が高いほど強く，逆に管理職では弱いというふうに見ます。将来像と個人特性

との関係は先行研究でも着目されてきましたので，ここではこれまで全く注目されてこな

かった組織特性との関係を中心に見ていきたいと思います。 

まず注目したいのは，専門職化の要求は小規模大学ほど，また偏差値が低い大学ほど強

いという関係です。これは一見どういうことか，よくわからないように思えますが，確か

に「大学職員を専門職化し，大学間の移動を行えるようにする」という設問に対して，肯

定的な回答をした割合は学生数 1,000 名未満で 74.4％，1,000-2,000 名で 72.5％，

2,000-4,000 名で 66.0％，4,000-10,000 名で 63.5％，10,000 名以上で 63.9％となってい

ます。いろいろ探ってみたところ，小規模大学が置かれた環境に起因するのではというこ

とがわかってきました。 
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図表２ 3 つの方向性－専門職化，経営参画，キャリア分岐 

 

 

1 2 3

専門職化 経営参画 キャリア分岐

0.676 0.016 -0.014

0.673 -0.020 0.006

-0.049 0.739 -0.029

0.059 0.606 0.031

-0.032 -0.052 0.634

0.034 0.065 0.563

（注）主因子法（プロマックス回転）を行った。

因子相関行列 因子 1 2 3

1 1.000 0.447 0.393

2 0.447 1.000 0.429

3 0.393 0.429 1.000

C．一定の時点で特定の分野でのキャリアを進

むことを選ぶことを可能

因子

D．専門分野別の職員団体を発展させ、教育訓

練もおこなう

E．大学職員として専門職化し、大学間の移動

を行えるようにする

B. 職員を学内委員会の正式委員にするなど、

発言の機会を増やす

A．企画・立案にかかわる職員を、計画的に養

成する

F．専門性を高める職員と、ルーティン的な仕

事をする職員とに分ける

 

 

図表３ 将来像×個人特性・組織特性 

性別 年齢 学歴 職位 希望職種 規模 偏差値 職員理事 オーナー系

専門職化
若いほど
＋

学歴が高
いほど＋

管理職ほ
ど－

国際交流、
研究支援
で＋

小さいほ
ど＋

低いほど
＋

オーナー系
で＋

経営参画
男性ほ
ど＋

学歴が高
いほど＋

管理職ほ
ど＋

経営企画、
研究支援
で＋

オーナー系
で－

キャリア分岐
男性ほ
ど＋

学歴が高
いほど＋

個人特性 組織特性

 

（注）網がけは 1％水準で有意。 

 

図表４をみると，小規模大学ほど，職員の自己啓発は盛んではありません。図表は示しま

せんが，所属大学主催の研修の経験率は，学生数 1,000名未満の大学の場合は 56％，10,000

名以上の大学の場合は 75％です。そのせいか，大学団体主催の研修の有効さ（経験した者

のうち，意味があったと答えた人の割合）は，学生数 1,000 名未満で 39％，10,000 名以

上で 32％とわずかですが，小規模ほど高く評価する傾向が見られます。もともと人材（量）

が少なく，それゆえに研修や自己啓発の機会も多くないからこそ，優秀な人材が大学間を

移動してくることに対する期待が高いのではないかと考えられます。というのは，学長に
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対する考え方の違いからもうかがえます。同じく図表４を見ますと，小規模大学ほど「学

長がもっとリーダーシップを発揮すべきだ」と考える職員が多いことがわかります。アメ

リカの大学とは異なり，日本の場合は学長マーケットが存在しておらず，学内から学長候

補者を探す傾向が見られます。大きな大学であれば，それだけ学長などの学内リーダーに

向いた人材がいる可能性も大きいですし，学部長などを歴任することにより，必要な能力

やノウハウを身につけたり，周りの人が管理者としての能力を判断できたりする機会も多

いと考えられます。小規模大学は正にその逆で，学内に学長候補者となりうる人材が少な

い，かといって学外に学長市場が発展しているわけでもないジレンマを抱えがちなのだと

思います。また，いろいろな大学の学長や理事長にインタビューをしていますと，小規模

大学ほどいいリーダーが出てきたときに大きく転換する可能性を高いことも印象レベルで

すが感じることが多いです。 

 

図表４ 小規模大学が置かれた環境 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

30.0 

35.0 

学長がもっとリーダー

シップを発揮すべきだ

「そう思う」

職員の自己啓発を奨

励している

「そう思わない」

 

 

 再び図表３に戻ります。オーナー系私学（ここでは現理事長が創業者あるいはその一族

という定義をしました）かどうかで，望ましい職員像のあり方が異なるというおもしろい

結果が出ています。オーナー系の私学では，専門職化の要求が強く，逆に経営参画の要求

は弱いようです。なるほど確かにオーナー系私学では，経営の中核はオーナー一族を中心

に担われるケースが多いので，そこで働く職員は，財務なり教務なり，一定の分野で専門

職化し，自分の実力を発揮したいと考えるのは確かにうなずける気がします。ガバナンス

のあり方によって，望ましいと思う職員像のあり方が異なるという結果は事前には考えて
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いなかったので，とても面白い結果だと個人的には思います。ただもう一歩踏み込んでこ

の結果を考えてみたいと思います。オーナー系とひとくくりにすると問題かもしれません

が，オーナー系の大学では事務局長を外部から雇ってくるようなケースが多く（データで

確認したわけでなく，あくまで私個人の印象にすぎませんが），事務長などの事務幹部人材

が学内で育ちにくい面があるような印象をなんとなく抱いていましたが，それはこうした

職員の意識の違いと関係があるのかも知れません。改めて考えてみれば，専門職化モデル

であるアメリカでは，事務長が事務組織全体を統括する組織運営スタイルではありません。

財務，教務などの担当理事がおり，その下に専門分野別のミドルレベル・アドミニストレ

ーターが配置されている縦割りの組織化が行われています。専門職化した職員が能力を発

揮しやすい組織構造とセットになって機能しているのであり，日本の大学職員がアメリカ

の大学職員のように，狭い一定の領域で専門職化することが今の組織構造のままではうま

く機能しない可能性も考えられます。いずれにしましても，このあたりはさらに深い分析

が必要な領域かと思います。 

 ここで，分析①についてのまとめをしたいと思います。経営人材としての職員の課題に

ついて論じられることが多いですが，職員の将来像として，専門職化，経営参画，キャリ

ア分岐の 3 つがあり，これをわけて論じていく必要があるのではないかと考えています。

またこれまで先行研究の中で論じられてきたように，個人特性の影響も強く受けています

が，組織特性によっても望ましい将来像の考え方に違いがあることがわかりました。専門

職化の要求は，小規模大学，低偏差値大学で強い傾向がみられること，オーナー系の私学

では専門職化の要求が強く，経営参画の要求が弱い傾向がみられること，キャリア分岐に

ついては組織特性の影響がない，つまりどのような大学に勤めている職員であっても，「一

定の時点で自分のキャリアを選ばせてくれ」という要求が強いことがわかりました。なぜ

この問題を考える時に，個人特性だけでなく，組織特性も考慮すべきだと主張するのかと

いいますと，この問題は個人の努力レベルで語られることが多いですが，大学の中での人

事制度の工夫も必要ですし，場合によっては大学を超えたレベルの議論も必要ではないか

と考えるからです。小規模大学は人材こそ限られていますが，独自の教育理念でよい教育

研究活動を行っているところがたくさんあります。こうした個性ある大学の機能をより発

揮させるためにも，中間団体が果たす役割，たとえば人材を一定期間派遣するなどを検討

してもよいのではないかと，私自身はこの結果を見て感じました。 

 

分析②：職員の改革は経営改善につながっているのか  

では，続いて，分析②に話を移したいと思います。職員の改革が経営状態の改善につな

がっているのかを分析するために，我々は図表５のようなモデルを設定しました。経営状

態ですが，ここでは定員充足率で捉える事にします。学納金収入の占める割合が大きい日

本の私立大学にとって，学生確保は経営上，最も重要な課題であり，この成功なしに経営
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状態が良くなることは基本的にはありません。定員充足率は，規模や選抜性といった組織

特性によって大きく異なることがよく知られています。ただこうした組織変数は大学にと

っては所与の条件に近いので，「規模が小さいほど定員充足状況が悪い」「選抜性が高いほ

ど定員充足状況が良い」傾向がみられるなどといっても大学にとっては全く役立つ情報に

なりません。大学にとって統制可能で，なんらかの努力可能な取り組みが，こうした条件

をコントロールしたうえでも経営改善に効果があるのかを明らかにすることが重要かと考

え，このようなモデルを設定しました。 

 以下では，「組織特性」「ガバナンス」「人事制度」「組織風土」のそれぞれの間の関係に

ついて確認したうえで，最終的には組織特性を統制してもガバナンス，人事制度，組織風

土が経営改善につながっているのかを見ていくことにします。図表が多くなってしまい，

申し訳ありませんが，数字でお示しするよりも視覚的にわかりやすいかと思いますので，

ご容赦ください。 

 

図表５ 分析のモデル 

環境条件

（規模・選抜性）

経営状態

（定員充足率）

ガバナンス
特性

人事制度 組織風土
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組織特性とガバナンスの関係 

図表６を見てください。オーナー理事長は，規模が小さいほど，選抜性が低いほど多い

ことがわかります。職員理事（職員出身で理事になっているもの）は，規模が大きいほど，

選抜性が高い大学ほど多い傾向が見られます。また，教授会自治は，規模が大きいほど，

選抜性が強いほど強いようです。教授会自治の強さについては，職員から見て，その大学

の教授会自治が強いと思うかという観点からデータを取っている点には留意が必要です。

どの結果もきわめて常識的な内容ですが，この当たり前とも思える結果がわかりやすい形

であまり示されてこなかったかと思いますので，ご紹介しました。 

 

図表６ 組織特性×ガバナンス 
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組織特性と人事制度の関係 

 図表７をご覧ください。適切な人事制度，一定キャリアモデルの提示については，どの

大学でも低評価です。職員の自己啓発はさきほども述べたように，規模が大きいほど盛ん

です。偏差値では 50－54 の大学でもっとも盛んですが，この理由はよくわかりません。

中途採用で有能な人材の採用は規模が大きいほど，選抜性が高いほど多いようです。自大

学出身者が多いのは，規模が大きい大学，選抜性は 50－54 の大学でもっとも多いようで

す。 
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図表７ 組織特性×人事制度 
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組織特性と組織風土の関係 

 図表８をご覧ください。意見や提案の言いやすさ，上司の信頼，教員との信頼は，大規

模大学ほど，高選抜性の大学の職員ほど肯定的な回答をしています。ここでおもしろいの

は，経営方針の共有度が，規模や選抜性によって変わらないということです。私が別のと

ころで実施した調査でも同様の傾向が確認されるのですが，「小規模大学ほど意見共有がし

やすい」と思われているようですが，データから見る限り，必ずしもそうした傾向は見ら

れないようです。 

 

組織風土とガバナンスの関係 

 図表９をご覧ください。組織風土とガバナンス関係ですが，一言でいえば，それほど明

確な関係は見られないということになります。わずかながらに差がみられたところを申し

上げておきますと，自分の意見や提案を言いやすいのは，オーナー系でない場合，職員理

事がいる場合，教授会の自治が強い場合で肯定的な意見が多いようです。また，教員との

信頼関係は職員理事がいる方がよい傾向が見られますし，経営方針の共有についてはオー

ナー系私学の方が共有が進んでいる傾向もわずかながらですが，確認できます。 
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図表８ 組織特性×組織風土 
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図表９ 組織風土×ガバナンス 
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組織風土と人事制度の関係 

 図表１０をご覧ください。さきほどとは対照的で，組織風土と人事制度は強く関係があ

るようです。適切な人事制度があるほど，キャリアモデルが提示されているほど，職員の

自己啓発が奨励されているほど，中途で有能人材が採用されていると感じているものほど，

業務のしやすさなどの組織風土を高く評価する傾向が見られます。 

 

図表１０ 組織風土×人事制度 
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定員充足率の規定要因分析 

 以上では，組織特性，ガバナンス，人事制度，組織風土のそれぞれの関係を見てきまし

たが，これらのあり方によって経営状態が異なっているのかどうかを重回帰分析という手

法で見ていきたいと思います（図表１１）。重回帰分析の良さは，それぞれの変数を統制し

た上での影響力を見られる点にあります。つまり，規模や選抜性が同一だとした上で，ガ

バナンスなり人事制度の違いが定員充足率の違いに影響を与えているのかを見ることがで

きます。変数の定義については資料にお示しした通りですが，詳細を知りたい方は，元の

論文で確認をしていただければと思います。なお，ここでは 3 つのモデルで分析を行いま

した。モデル 1 は組織特性だけを説明変数として投入したもの，モデル 2 はガバナンス，

人事制度，組織風土だけを説明変数として投入したもの，モデル 3 はすべてを説明変数と

して投入したものです。結果を見ていきましょう。 
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図表１１ 定員充足率の規定要因分析（重回帰分析） 

 

（注）分析で用いた変数は下記のとおり。詳しくは両角・小方(2012)を参照されたい。 

【ガバナンス変数】 

オーナー理事長の有無，職員出身理事の有無，そして教授会自治の強さに着目 

【人事制度】 

� 人事制度に対する評価（「能力や適性が生かされた人事異動が行われている」「一定のキャ

リアモデルが示されている」「職員の自己啓発を奨励している」「中途採用において有能な

人材が採用されている」）に対する回答の，思わない-思うに対して 1-4の得点を与え，そ

れを合計したものを標準化した得点） 

� 自大学出身の職員が多いか否か（1，0のダミー変数） 

【組織風土】 

� 業務遂行のしやすさ（「自分の意見や提案を言いやすい雰囲気がある」「休暇を取得しやす

い雰囲気がある」「上司は信頼して仕事を任せてくれる」「忙しい時期には業務分担を変え

ている」） 

� 教員との信頼関係（「教員との間に信頼関係が成り立っている」） 

� 目標の共有（「大学の経営方針は共有されている」） 
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 まず指摘しておく必要があるのは，規模や選抜性が定員充足率に与える影響力がやはり

相当に大きいということです。モデル 1 からモデル 3 で説明力がそれほど大きく向上する

わけではありません。ただし，影響力は小さくても，こうした変数の影響力があるという

発見自体がきわめて重要です。モデル 3 において，ガバナンスに関しては，オーナー理事

長でないほど，職員理事がいるほど，教授会自治が強いほど，定員充足率が高まることが

確認されます。この解釈は慎重になされるべきだと思います。誤解のないように強く，何

度でも説明しておきたいのですが，「オーナー私学が悪い，職員理事を置けばいい，教授会

が強ければよい」といったように単純にこの結果を解釈するのは明らかな間違いだと考え

ています。むしろここから読み取れるのは「学内の様々な人の意見を吸い上げて反映しや

すかったり，チェック機能が働いたり，オープンな雰囲気のガバナンス」が望ましい結果

につながっているということではないかと思います。そもそも，個々の大学を考えれば，

この組み合わせこそが重要かと考え，ガバナンスパターンを作って同様の分析をしました。

ここでは結果を示しませんが（両角・小方 2012 には出ていますので，ご関心があればそ

ちらをご覧ください）そこからもこの解釈が妥当だという結論に至りました。学長個人の

リーダーシップが相当に強いと一般に思われているアメリカの大学でも実はそうとは限ら

ないですし，共同統治（Shared Governance）という理念が何十年にもわたり，掲げられ

続けているように，経営に対する広い範囲の「参加」が大学経営においてきわめて重要だ

と考えられています。アカデミック・リーダーシップという言葉も，構成員の参加を引き

出すという意味で使われ，大学組織でのリーダーシップのあり方は特殊だという議論もた

くさんなされてきました。命令系統が明確な官僚組織とは異なり，個々の教職員（とくに

教員）の自律性が高いことが重要である大学組織ゆえに共通にみられる特性なのかもしれ

ませんし，この結果は日本の大学においても，この「参加理念」のガバナンスが重要だと

示しているように私には見えました。しつこいようですが，くれぐれも間違った解釈でこ

の結果を読まないでいただきたいと思います。 

ほかの結果も見てみましょう。モデル 2 で影響力が認められなかった人事制度に関して

は，自大学出身者が多くない場合に定員充足率が高まるという結果も得られました。業務

のしやすさ，課題共有という組織風土も，定員充足率を高める上でプラスの影響があるこ

とが確認されました。適切な人事制度や教員の信頼関係の影響は確認されませんでした。

多くの大学で実現のために努力されている「適切な人事制度」が経営状態の改善にはつな

がっていないという結果でした。では，適切な人事制度は意味がないのかというと，もち

ろんそのような乱暴な議論をするつもりはありません。人事制度の意義を考えるために，

仕事のやりがいと仕事の継続性の規定要因分析をしてみました（図表１２）。 

 

人事制度の意義 

 適切な人事制度が実施されていると感じているほど，職員個人の仕事のやりがいや仕事
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を続けたいという継続性にプラスの影響を大きく与えていることがわかります。つまり，

人事制度はこうした点に大きく貢献していると考えられます。 

 この結果の表で，もう一点おもしろいと感じる結果がありましたので，ご紹介しておき

ます。定員充足率を高めるという点においては影響力の見られなかった教員との信頼関係

ですが，こちらも職員個人のやりがい，仕事の継続性にはプラスの影響を与えていること 

 

図表１２ 人事制度の意義 

 

（注）仕事のやりがいについては，「自分の能力や適性が生かされている」「やりがいがある」に対

する回答の，思わない-思うに対して 1-4 の得点を与えそれを合計した得点を，仕事の継続性

については，「大学職員を続けたい」「現在勤務する大学で今後も働きたい」に対する回答の，

思わない-思うに対して 1-4の得点を与えそれを合計した得点を，それぞれ用いた。 
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がわかります。人事制度や教員との信頼関係はモチベーション向上に大きく影響をしてい

るようです。最近，教職協働の議論もさかんに行われていますし，うちの大学院生の間で

も非常に関心が高いトピックスですが，職員自身が教員との関係のあり方に強い関心を持

って研究をしようと思う背景にはこうした実感があるのかもしれないと思いました。 

 いずれにしましても，人事制度については，それが個人のモチベーションを向上させ，

それが組織風土を改善して経営改善につながるのかなど，間接効果を含めたさらなる検証

が必要な領域かと思います。これについては今後の課題にさせてください。 

 

まとめ 

 

 では，最後に分析②でわかったことをまとめて，この発表を閉じたいと思います。第一

に，ガバナンスに関しては，適切なパワーバランス，参加志向が経営改善にプラスの影響

を与えていることがわかりました。第二に，業務のしやすさや構成員の間の課題共有とい

った組織風土も，経営改善にプラスの影響があることがわかりました。第三に，人事制度

は経営状態の良し悪しには関係していないが，職員個人のモチベーション向上には一定の

効果を持っていることがわかりました。ただし，以上は大学全体の傾向を説明したにすぎ

ません。たとえば，学生の確保に非常に苦心している大学だけを対象として考えれば，別

の結果があるかもしれません。「皆の意見を聞いて」とゆっくり改革をしていては，手遅れ

になることも考えられます。このあたりの課題についてはケーススタディなども併用して

検討していく必要があることを申し添えておきます。 

 今後の課題についても何点か述べておきたいと思います。第一は間接効果も含めて人事

制度についての効果をさらに検証することです。第二は，職員自身の要望が最も強い経営

参画の効果の検証です。経営参画にもさまざまなパターンがありますし，どのような大学

でどのようなやり方が良い効果を上げているのかも含めて検討する必要があるでしょう。

第三は，組織風土を被説明変数とした研究です。うちのコース紀要『大学経営政策研究』

にまとめた論文で明らかにしたのですが，中長期計画の策定，年度計画の実質化，数値目

標の設定といったマネジメント改革は，組織内の課題共有度を高めることを通じて経営改

善にプラスの影響を与えているようです。こうした課題共有度を高めるために，どのよう

な大学で何をすることが効果的なのかを明らかにすることが，実践的にも役立ち，学術的

にもおもしろいのではないかと考えています。残りの課題は挙げだすときりがなくなって

しまいますが，事例研究を重ねることや，国立大学，公立大学を対象とした分析も必要だ

と考えています。何を経営改善指標に設定するべきか，一工夫必要だと考えていますが，

いずれにしましても，これらを今後の課題と考えています。ご清聴ありがとうございまし

た。 
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立命館の改革と職員の役割 

－私立大学のアドミニストレーターに期待されるもの― 

 

森島 朋三 

（立命館大学） 

 

はじめに 

 

2000年の前後から，「大学における『アドミニストレーター』とは何か」「その役割はど

のようなものか」という問題意識が高等教育の各界で喧しくなってきたと思う。これには

様々な理由がある。ひとつには国立大学の法人化が実現して，国立大学においても教育研

究だけでなく，大学経営が喫緊の課題となってきたからであろう。さらに私ども私立大学

では国際化をはじめとして激変する教育環境，少子化による経営環境の厳しさが現実味を

帯びてきたからに相違ない。 

立命館大学では，大学アドミニストレーター人材養成を目指して，2004年に理事長をセ

ンター長にして大学行政研究･研修センター（アドミニセンターと略す）が発足している。

これは全国的な問題意識に啓発されるとともに立命館内部の発展段階に即した問題意識

（危機意識といってもよい）により創設されたものである。アドミニセンターの発足を記

念したシンポジウムの開会挨拶において，当時の理事長である川本は「大学の職員の有り

様というものを，われわれは根本的に考え直して職員の力量向上，言い換えますと職員が

学園のすべての分野において主要な主人公として登場する大学をつくらなければだめであ

ると考えます。大学の職員は先生の下僕ではありません。立場が違うけれど，自分の仕事

に堂々と確信をもって提起しなければだめです」ということを自らの体験を基にして語っ

ているが，まさにこれが立命館の人材養成の当時の段階を物語っている。 

立命館では 20 年の改革の歴史の中で，政策的・制度的に人材養成に力を入れてきたと

は決していえないけれど，職員が大学改革において極めて重要な役割を果たしてきたこと

はまぎれもない事実である。しかしそれは人材育成政策として確立してきた結果であると

は残念ながらいえない。改革の中で職員が鍛えられてきたことは事実であり，それを振り

返ることは今日の立命館にとって重要な意味があると考え，本稿を起こすこととしたい。 

 

１．立命館の 20 年の改革 

 

（１）20 年の改革の主な軌跡 

立命館のこの間の改革の出発点をどこにとるかということは様々な議論がある。しかし，
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多くのところが納得する時期は第 3 次長期計画（3 長と略す）の始点である 1984 年，そ

して約20年ぶりの新学部である国際関係学部を創設した1988年頃であるというあたりが

妥当ではないだろうか。もちろんそれはそれまでの学生・教職員・先輩たちの努力の上に

立っていることはいうまでもない。また，3 長以降の改革を成功に導いたのは，それを支

える学費・財政政策を議論した 1979 年の全学協議会であるということを忘れているわけ

ではない。 

立命館の改革は先述した 3長に象徴されるように，長期計画全学委員会方式で進めてき

た。立命館は創立以降，1948年に法学部，文学部，経済学部，翌年（1949年）理工学部

を新制大学化し総合大学として再出発している。その後，1962年に経営学部，1965年に

産業社会学部を創設している。キャンパスは京都市上京区の広小路と北区・右京区の衣笠

の 2キャンパスである。この 6学部の時代が 20年余り続き，激しい学園紛争，オイルシ

ョック，不況の時代を経て，3 長が始まったのである。ここでは「国際化，情報化，開放

化」などが改革のスローガンとして掲げられ，なかでも国際化，情報化は本学教学のあり

様と弱点克服課題として相当厳しい議論がなされた。また，中等教育分野でも，立命館中

高の共学化とキャンパス移転が同時に進められることになり，総合大学から総合学園とし

ての一定の地歩を固めていくことになる。幸い国際関係学部の評価は高く優秀層の入学が

進み，一躍立命館の評価を全国に広げることになった。 

3 長に続いて始まったのが，立命館でも学生数，教職員の多数をしめる理工学部改革で

ある。1980年代半ば我が国おいて情報テクノロジーが先端科学技術の主流を占める時代で

ある。立命館では時代要請にどのように応えていくのかという教学課題と理工学部の財政

もふくめた改革課題が学園全体のなかでも重大な課題となっていた。これは言い換えれば

学部規模問題でもあり，教学改革とあわせ重大な改革課題であったのである。ところが衣

笠キャンパスは風光明媚な歴史的景観地区である。都市部における工場等制限法規制下に

あるばかりでなく風致地区でもあり改革しようにもその環境には限界があった。そこで理

工学部の教学改革を主な課題として学園全体ではキャンパス新展開が大きな課題となった

のである。キャンパス問題検討の詳細はここでは詳述できないが，現在の滋賀県草津市野

路地区に決まった経過は立命館アジア太平洋大学（後は APU という）の展開と同様に，

大型の公私協力プロジェクトである。すなわち，びわこくさつキャンパスの創設総事業費

662億円のうち，土地費用，インフラ整備費用含めて 132億円をキャンパス整備費用とし

て滋賀県と草津市から支援を受けたのである。当該の理工学部は新学科の創設をはじめ学

部における定員増や大学院の抜本的拡充をはかり，大学としては産業界や地方公共団体，

地域社会との連携をすすめるリエゾンオフィス等を創設して新たな時代の産官学連携を教

学の中心に据えて全国私学理工系の嚆矢ともなる改革を進めたのである。キャンパス移転

が教学改革を支え，また新キャンパスの展開により研究教育の高度化をおしすすめたので

ある。3長に続く第 4次長期計画（4長と略す）の期間は 1991年から 1995年であるが，
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同時期には政策科学部創設，宇治中高の合併による立命館宇治中高の創設，同様に札幌経

済高校を合併することにより立命館慶祥高の創設を果たした。これにより，立命館教学の

中高大の一貫性確保と大学への進学者の安定的確保を同時に整備していったのである。 

さらに，4 長の進行途上，大分県平松知事より立命館の大分県への進出と本格的な国際

的人材養成への期待が寄せられた。立命館は国際関係学部創設以来，大学の国際化では一

定の評価がなされていた。しかし，21世紀を前にして国際社会は欧米を中心とした経済社

会からアジア太平洋地域の新時代を迎えようとしていたのである。実際我が国主要企業の

中国・韓国・台湾・シンガポール・タイ等アジア諸国への進出は著しく，アジアにおいて

活躍できる本格的な人材養成が求められていたのである。当初大分県側は理工系人材育成

を求めていたようであるが，私立大学における財政や立命館における教学展開の総合性を

検討する中で，アジア太平洋地域における経営人材養成と地域社会を広く理解する人材を

養成する分野として検討が深められ，国内の経済界からの支援も受ける中で，本プロジェ

クトを立命館アジア太平洋大学創設事業として推進することになった。これには大分県と

別府市から総額 192億円の支援が行なわれ，経済界では APUへの支援組織としてアドバ

イザリーコミッティーが組織され，APUのあり方や教学内容へのアドバイス，そして特に

留学生への約 41億円もの奨学金が実際に集められた。2000年に開学した APUはわが国

初の本格的国際大学として今日でも高い評価を得ている。現在 82 カ国からの留学生（留

学生数は全体の約 40％），日英の 2言語対応授業，教員も約半数は外国籍という教学内容

は他に追随を許さないものである。 

この間，立命館大学では衣笠にある経済学部・経営学部を BKCに移転させ（1998年），

教育環境は産官学で先行する理工学部と共同のカリキュラムを創設して文理融合キャンパ

スとして発展させてきた。これにより，立命館大学は衣笠学生・院生数約 16,000人，BKC

約 14,000人となる。 

 

（２）立命館改革の特色－職員の果たしてきた役割にもふれつつ 

先述してきたように立命館では，ダイナミックな改革を連続して行ってきたが，このよ

うな取組みを支えたものは何か，私なりに振り返ってみると，いくつか重要なことを指摘

することができる。 

その第 1は，学園内の改革課題は本来様々にあるはずである。もっといえば学部・研究

科教授会や中学高校等教学機関毎に改革課題はある。それを全学で学園課題テーマを設定

し，個々の教学課題を全学課題にして，全学の力をそこに集中させたのである。これがい

わば全学長期計画方式の「真骨頂」であった。たしかに長期計画方式は，安定的な計画を

着実に遂行するというものであって，大学などにおいては妥当な改革方式であるといえる。

しかしそれ以上に本来個別課題を全学課題にして，教職員や学生までもが意思を統一して

改革に取り組むという姿勢を構築することは企業経営にしてもなかなか実現できるもので
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はないのではないだろうか。この際，その事務局を担ったのは調査企画室・調査企画課教

職員だけでなく，各委員会委員の教職員，そしてその委員会ごとの事務局を担った職員が

多数おり，該当セクションだけでなく全学が連日熱い議論し続けたのである。なかでも職

員は委員会に提出する原案を教員とともに緻密にまとめあげ，根拠資料整備作成に邁進し

た。 

そして第 2は，その学園課題がひとり立命館の改革課題であるのではなく，わが国私学

あるいは国立大学をもふくめた高等教育全体の課題であると設定し，公益に奉仕する大学

人・教育者として志を高めたのである。APUの創設などは，まさに我が国高等教育国際化

の課題そのものであり，まさに国策でもありうべしとの考えは本学教職員誰もが感じたも

のである。そうしたいわば国家プロジェクトをわが立命人が担っているというプライドは

留学生確保への責任感として具現化した。職員は留学生確保のために，アジア太平洋諸国

の高校等訪問を行って留学生確保の取組みを行った。 

第 3は，3長以降の改革は「社会」「地域社会」との連携の歴史であるといっても過言で

はない。もちろん改革は社会的要請に応えて行うのは当然である。しかし，ここでいう中

身は BKC にしても APU にしても各々大型公私協力を前提にしていた。すなわち，BKC

創設時滋賀県と草津市から土地の無償提供とインフラ整備費用を合わせて132億円に上る

支援を得た。また APUも大分県と別府市から 192億円もの支援を得た。これはキャンパ

ス整備に係る直接費用であるが，これ以外に道路取り付け費用や駅舎及び駅周辺整備費用，

公共交通機関整備費用等間接費用を合わせると県や市は歴史上かつてない大規模予算を投

入したであろうと想定される。その後，大学整備による経済効果を数値的に検証しており，

県市は大学の（キャンパス）立地によるメリットを県民市民に説明する努力をしている。

他方，こうした行政との交渉にあたっては直接間接の交渉案件が多数生じる。これらはほ

ぼすべて職員が担当し，大学の進出によって自治体（まち）がいかに知的に潤うかの説明

を様々な角度から行った。別府市などでは留学生との共存は，生活環境を一変させるもの

として最初から喜ぶ人は少数であったという。これらに対しても粘りづよい職員の説得が

あり，徐々に住民の理解を得ていったのである。 

第 4には改革課題と学園規模の問題である。周知のように京都の都市特性からして，本

学のような大規模私学を許容する土地環境はない。歴史文化観光都市としての京都は，全

国学生にとって憧れの町であるということは疑いいれない。全国の受験生に対して東京以

外のどの町で学びたいかと問えば，必ずや京都が上位に来るのは予想に固くない。しかし，

その歴史的文化をもつ風光明媚な町であるがゆえに，キャンパス規模は制限されるのであ

り，国の法律（工場等制限法，今はない）京都市条例（歴史景観条例）により，建物の容

積率，高さ規制など厳格に制限される。したがって学園規模，大学規模は自己規制しなけ

ればならず，18歳人口の急増急減期にあって尚更問題であった。 

実際，1981年に法学部が立命館大学（新制）発祥の地であった広小路キャンパスを出て
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衣笠に移ったのであるが，このときは全学生・院生数は，約 21,000人であった。そして，

国際関係学部創設時の 1988年には約 20,000人，1994年の理工学部移転時では 27,000人

（衣笠 22,300 人，BKC4,600 人），1997 年の経済･経営学部移転直前は 24,000 人であっ

た。しかし，その後 1998年には衣笠 10,000人，BKC14,000人，そして 2011年現在では

衣笠 18,000人，BKC18,000人であり，京都における学生規模は一時 2万 5千人を超える

が，その後は 2万人を超えることはない。実際大学設置基準においては，土地面積による

学生数は 10 ㎡に対し学生数 1 人という計算となる。衣笠キャンパス用地は単独でみれば

その要件を満たしていない。学生数，学園規模は緻密に見る必要があるが，教学改革とキ

ャンパス移転（増設）の節目には必ず学生定員拡大を伴って改革を進めており，逆に言え

ば定員確保のない改革はほぼない。1980 年代から 90 年代，「教学改革は財政」とのスロ

ーガンもこの頃うまれたと思う。 

 

２．これからの改革－「R2020」計画によるこれからの立命館改革 

 

さて，過去について語ってきたが，問題は未来である。最近の日本経済新聞のコラムで

もこれから我が国の企業においても，未来が見通せず，国際経済，政治，国家財政状況の

不安定な時代においては，しっかりとした「ビジョン形成と人材育成こそが重要である」

と述べられていた。まったくそのとおりである。肯首するばかりであるが，問題はその内

容である。これからの大学経営の基本コンセプトはどのようなものであろうか。立命館に

おいても 8年をタームとした長期計画の時代を終え，国立大学法人と同じ 6年間の中期計

画を 2005年から開始し，2011年からは新中期計画として「R 2020」計画（以下，「R2020」

という。）を開始した。この「Ｒ2020」は 2020 年の立命館を目指して，2011 年から 10

年後を見据えた改革大綱である。これは 2018年から 18才人口が 110万人前後で推移し，

2028年には 90万人に減少するという超少子化時代に早期から準備に入るというものであ

り，早い時代変化に対応するため，前半期 5年（2011年～2015年），後半期 5年（2016

年～2020）という分割計画である。 

 

（１）「Ｒ2020」においてこだわった立命館の改革ポリシー 

「R 2020」は作成するのに丸 2年を要した。学園内の民主主義のあり方をめぐった様々

な議論をふまえ，教職員参加型の計画作りをめざすという事情もあるが，ひとり立命館ば

かりでなく世界の中の日本の位置への戸惑いのなかで高等教育や教育がどのような役割を

果たすべきか，根本から問い直さざるを得ないという時代状況を反映している。 

本学は APU という我が国では稀に見る国際化された学びの環境をもつ大学を有してい

る。しかし，それで本学園は本当にわが国高等教育の国際化に貢献できているのか。企業

が中国，韓国，台湾ばかりでなくタイ，マレーシア，ベトナムそしてさらには西アジア，
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そして BRICs 諸国等に展開していこうとしている時代に大学の国際化をどう考えるか。

日本から海外に学ぶ学生が極端に減少している現状を憂えるばかりで有効な手立てを講じ

ることのできない現状をどう打開していくのか，極めて深刻な課題にどのように立ち向か

っていくのか。先日，東京大学が「秋入学」の方針を打ち出したが，教育の国際化にどれ

だけの影響があるか課題はまだまだ山積している。産業界でみても中国や韓国には先頭を

譲り始めている現状は否めない。このままでは彼の国から日本に留学する意義は希薄とな

ろう。悪循環である。 

日本人学生の教育についても，近年指摘されてきた学力低下問題は本当に克服できてい

るのだろうか。文部科学省は学習指導要領の抜本的な見直しをはかり，学力向上の策は打

っているように見えるが，「ゆとり教育」世代の「子ども社会人化？」は当分続くだろう。

一部企業によるとその対策に困惑しているともいう。 

立命館大学では近年，教育の質向上を掲げてきたが，「R2020」では大規模私学である本

学の特徴も踏まえて，「学びのコミュニティ」形成に力を入れている。要するに教育の質向

上は，従来の大規模講義，大人数ゼミなどでは実現は難しい。大規模大学，学部であって

も学生一人ひとりの学び空間は小さくまとめ，さらに個人が大切にされる教育環境を伴っ

て整備するという現実的具体的ポリシーを持とうとしている。それには ST比の抜本改善，

教員の持ちコマ減少，大講義，ゼミ教室規模縮小，語学教室規模の改善，教育 IT 関連機

器の改善，食環境，学生の居場所などキャンパスアメニティーや図書館の再整備，スポー

ツ施設の改善など立命館において，既存教学・施設改革という従来になかった改革思想へ

のコペルニクス的転換である。いいかえれば，次の時代の社会的要請に応じる大学を目指

すために，従来とは根本的に異なる「質の向上」という改革思想を確立しようとするもの

である。 

 

（２）キャンパス創造－「大阪茨木新キャンパス」の新展開の意義 

新たな改革を推進するための立命館大学の課題は，衣笠を中心とするキャンパス問題の

解決である。立命館大学のキャンパスは衣笠では約 18,000人の学生・院生が 12haの敷地

の中で学び，現状では教室条件や学生施設，食堂等の厚生施設等は限界を超えている。衣

笠キャンパスでは自転車通学する学生の行列が西大路通りから東門まで連なり約 2kｍの

道路の片側が自転車で覆われる。衣笠キャンパスの狭隘化解消は緊急かつ重大な課題であ

る。そこで常任理事会はこの問題解決のため全学にその克服の必要性と意義を問うたので

ある。こうした経過を経て，理事会は立命館大学の第 3のキャンパスとして大阪茨木キャ

ンパス購入を決定した。同キャンパスは大阪府茨木市 JR 茨木駅前に広がる約 12ha の広

大な土地で，2015年には衣笠から政策科学部，BKCから経営学部が新たな社系学部の展

開を目指して移転準備を始めている。先の「R 2020」の具体化として移転学部は「社会と

学問の実践的共鳴」という基本コンセプトのもとグローバル化と社会，地域との連携，そ
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のなかでも｢リーダー人材育成｣を目指して新たな教育研究を始める。また，商都大阪にお

いて産業界・地域社会との新たな交流を通じてそれにふさわしい人材育成や産業育成にも

力をいれる。すでに地域からの期待は高く茨木市では破格の支援を早期に決定していただ

き，受け入れ態勢は整い始めている。大学・高等教育のあり様が大きく変わろう（変わら

ざるを得ない）としているなかにあって，本格的な地域社会と大学とのパートナーシップ

は新たな大学像としても注目課題である。今日，東北大震災の復興への努力はまさにわが

国の国策であるが，そこで生み出される「復興」という概念は「元に戻る」，「もとの故郷

にもどす」（精神的にはそれには違いないが）ではなく，新たな都市基盤形成であり，産業

育成であり，人づくりなのである。我々大学人は東北大震災の復興は，それ自体の取組み

だけではなく，人類史的に位置づけながらそこから何を学び，何を創出していくかという

ことを考えなければならない。たまたま立命館大阪茨木新キャンパス創造がその時期に重

なったが，我々は彼の地の復興支援に参加しつつ，そこで生みだされる「復興力」「創造力」

に学び，新たなまちづくり，産業起しを学問の力にしていくことが求められているのでは

ないだろうか。また，大阪の中小企業は超円高に苦しみ，産業の空洞化に苦しみ，国際化

にむけた新たな決断に迫られている。我々はこのような取り組みにも参加し，日本の力を

実感する学問に学生が学ぶ環境構築が重奏するよう努力しなければならない。このキャン

パス創造はそこに参加する学部構成から考えても，復興を新たな「知」創造に転換しうる

最大の役割を果たすべきと考える。 

他方，こうしたキャンパスが立命館大学にできることによって，他キャンパスにおいて

も知的刺激を受けることになるだろう。もちろん，各キャンパスの狭隘化解消にもつなが

る。 

衣笠においては，政策科学部の次に移転する学部（なかの専攻もしくは学科）も想定さ

れている。また既存学部定員の削減による大阪での新展開，また懸案の人間系学部の展開

等学生数の変動・移動はまだこれから旺盛な議論が広がることになる。BKCにおいても経

営学部移転の後，スポーツ健康科学部の改革，経済学部の改革，社系理系融合の新たな改

革課題等テーマは多数ある。 

 

３．大学職員はこれからどうあるべきか－大学行政研究・研修センターをはじめとし

た立命館の人材育成 

 

（１）これから必要な大学職員像 

さて，こうした未来志向の課題と「R2020」の具体化をつなぐために，大学職員はどう

あるべきか。この問いかけは自らの職務・責務であると同時に，大学の将来方向の重要な

部分を占めるものである。そこで，大学職員はどうあるべきか，そして育成方法がどうあ

るかについて私見として述べてみたい。 
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立命館の改革方法は大きく変化していかざるを得ないということを先述した。まさにそ

れは日本社会をめぐる国際的，社会的環境の変化に規定されるものである。したがって，

改革方策としての「R2020」は大綱であるという性格を持たざるを得ない。しかし，理念

（プリンシプル）としては明確にさせておかなければならない。これからは「学生の成長

に責任を持つ学園」として一層存在意義を示していく学園に変わっていかなければならな

い。学園のそこここに広がる学びのコミュニティでは知的な格闘が展開され，そこには国

際学生も日本人学生もともに世界観を広げ，未来を語り合う空間が生まれなければならな

い。研究発表は大学関係者だけでなく企業や行政，場合によっては，社会経験のある年齢

を問わない学習者が学び集うコミュニティがうまれるというものである。一層不透明さを

増す社会環境であるから，大学，学園という自由な学問環境が大切であり，国を超えた多

様な知性が集まり議論することで，学生，教職員が成長し，世界の明日を見通す考えが創

出されるというものである。職員はまさにその中で育ち，持ち場の仕事を通じてキャリア

を積みながら，大学人としての知性を磨くことがこの時代極めて重要なのである。 

大学はこのように知的空間が広がることが期待されるが，問題はそうした環境をどのよ

うにして持続し発展させていくかである。大学を長期的に維持し，さらに時代要請に応え

ていくためには“経営”が健全かつ安定的に維持されていなければならない。激変するグ

ローバル競争環境と超少子高齢化社会の中で大学経営を維持し続けていくのは至難の業で

ある。“経営”するということは，現状を維持していくということではない。京都の伝統産

業は一見手堅い経営に見えるが，その実改革に次ぐ改革の努力を重ねることで発展してき

たのである。 

大学の場合，社会的要請にどのように応えていくのか，新たな学問領域や科学技術の進

展にどのように挑戦していくのかという課題が常にある。これには一定の財政的担保が絶

対的に必要である。私立大学においては定員や学費政策がつきまとう。低成長，少子化時

代のなかで増定員や学費値上げは簡単ではない。本学では既存学部から定員を切り出して，

新たな学部創設の担保にしてきた。創造的再編である。これ自体教学機関において相当厳

しい議論が求められる。しかし，これだけでこれからの改革の担保があると考えられるだ

ろうか。私立大学は，自らが改革する財政的根拠を創出しなければならないところに来て

いる。大学教学組織に改革を求め，そのことにより財政的根拠を生み出していく従来にな

い改革枠組みである。これは増定員をし，新学部を新キャンパスに設けるより難しい仕事

である。全国の大学関係者・経営者はすでにお分かりのことと思う。問題はこれを誰が提

案し，誰がその下支えをするのかということである。 

後段のやり方が従来の本学の改革方式とすれば，前者が今後のあり様であろう。しかし，

あまりにまだ抽象的である。私立大学・学園の経営環境がそのようなものであるならば，

職員こそが経営環境改善もしくは展開の方途を考えなければならない。立命館の改革の特

色である学生定員の増加と大型公私協力を超えた改革のあり様を考えなければならないの
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である。すでに提示したようにその一つの解は「学生の成長に真に責任をもつ教育」であ

り「教育の質の向上」である。これにより学生の満足度（最近では学生父母の満足度とも

解される）を高めることである。しかし，これだけではない。学生・父母を「ステークホ

ルダー」と捉え，企業社会，国際社会の要請に具体的に応えるということで「ステークホ

ルダー概念」の深掘りをしなければならないのではないだろうか。キャンパスという広大

な知的空間の捉え方の改革を踏まえて新たなステークホルダーの概念規定を早急に構築し

なければならない。教育・研究と大学経営をつなぐ新たな大学論の実践的構築が急がれて

おり，次の時代の職員には，その提案責任がある。これは教学機関に対してそれまでとは

異なる「仕事」を求めることになろう。また，社会に向かっては自らの新たな価値，有用

性が具体的にどうあるか説明する力が求められる。 

もうひとつ，大学職員に求められる重要な力量としては，学生，教育，研究，法人業務

などそこにおける確実な実務力量である。近年，本学でも「特別転籍」をめぐって社会的

批判を受ける事態を招いた。これ自体をここで論じることはしないが，過去にはじめた取

り組みを組織的に省みることなく，進めようとしたことで批判を受けたわけだが，総点検

を通じて見直さなければならないことが多数あったことは事実である。コンプライアンス

にもとづく学園運営という観点からは反省点が多くでてきたわけである。また，職員の勤

務のあり方についても 36 協定をめぐる問題は単純な是正で済ますことのできない問題と

して確認された。本学で蓄積されてきた「働き方」の価値観の見直しを伴うものである。

「頑張り方」の転換であったのである。これには相当な財政支出も生じることになったが，

決断し改善し続けてきている。しかし，さらに深刻な事態はいずれの職場においても急拡

大した職員数，優秀ではあるが経験の浅い職員に対する現場教育が追いつかない現状が生

じているということである。特に学部事務室や研究の現場にある職員の苦闘と苦悩は深刻

な課題である。こうしたなかでは，大学職員とは何か，現場にある職員は何を大切にして

成長していくべきなのか，根源的な問いかけが重要となっていることを正面に据えて考え

ておかなければならない。大学のあり様とも関連し，総務人事サイドとしては掘り下げて

検討しなければならない課題である。 

 

（２）大学行政研究・研修センターの取組みと課題－これから大学に求められる職員の 

資質 

立命館では，大学行政研究・研修センター（以降，アドミニセンターという）を 2004年

に発足させた。当時，桜美林大学などで大学アドミニストレーター養成の大学院が設立さ

れ話題となっていた。また，国立大学が法人化され大学における“経営”が課題とされた

のである。そこで本学でもアドミニセンターの設置が検討されたのである。当時は本格的

な大学院として構想され，その方針は現在でも正式には降ろしていないが現状では明確な

方針が確立しているとはいえない。しかし，アドミニセンターは本学において，新たな大
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学職員を育成するにあたって重要な問題提起をしたとはいえよう。以下，アドミニセンタ

ーの概要を紹介する。 

 

＜アドミニセンターの概要＞ 

①目的 

  本学の幹部職員養成を狙いとして，日常業務を題材にしつつも，日常業務を通じてで

はなし得ない具体的課題への実際的理論的研究を目的とする。 

 ②対象（受講生） 

  本学法人職員及び他大学の大学職員，本学では関係会社である株式会社クレオテック，

立命館生協からも受け入れを行っている。 

③講義およびゼミナール 

前半期と後半期に分け各々15 回×90分，「大学行政論Ⅰ，Ⅱ」として前半期は本学部

次長が各部の課題を説明する。後半期は我が国内外の高等教育政策，主要な大学の紹介

について識者に報告していただく。その上で，「政策立案演習」として本学職員は研究レ

ポートを作成し，評価を受ける 

④海外大学視察（海外調査研究） 

夏期休暇を利用して，海外大学の視察を行う。テーマは各々論文作成に関して必要な

問題意識を出し合って設定する。 

 ⑤講師陣 

  専任職員（部次長級職員）2，3 名を専任研究員として置き，それ以外に非常勤として

数名の部次長を指導教員として配置している。またアカデミックアドバイザーとして，

高等教育の専門の教員，経営学の専門の教員を 2 名程度お願いしている。 

 ⑥運営体制 

  本学理事長をセンター長として位置づけ，副センター（専任研究員）は常勤の部長を

配置している。事務局は人事課が担当している。このメンバーで講師陣の手配，受講生

の指導，評価など行っている。 

 ⑦業務時間配慮－職場からの支援 

  アドミニセンターは，毎週金曜日午後 3時から勤務時間終了の 5時半までをめどとし

て運営している。受講生は勤務時間の配慮がされている。職場として受講生を送り出す

ことによって，戦力ダウンとなるが，政策立案してそれを職場で活用するということも

あり業務として総合的に見れば成立しているといえる。また，受講生のレポート作成に

は職場として支援し，上司も論文作成に参加している。 

 ⑧評価 

  評価は作成された論文の発表（論文発表には受講生だけでなく職場の上司も参加して

その論文の意義について説明する）審査によって行われる。論文発表会は 2次に亘って
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行われ，最終審査は学園役員によって点数評価がなされ，毎年最優秀者，優秀者 3 名が

選ばれる（年によって若干の変化あり）。最優秀者は，一年間の海外留学が認められる。 

 

アドミニセンターの概要は以上のようなものであるが，2005年以来今日までの本学受講

生は，94人である。本学専任職員は今年総数 710人（2011年 5 月 1日現員数）で，平均

すれば 7 人に 1 人が受講生となっている。また毎年の人数は平均すれば，約 13.4 人であ

る。相当な人数を送り出しており，職場の中で一定の影響，成果が得られていると思われ

る。昨年アドミニセンターが行った元受講生への緊急アンケートでは「（自らの職場の課題

だけでなく）全学的な視点で仕事を行うようになった」「競合校等他大学の動きと関連付け

て仕事を考えるようになった」等経営的視点も徐々に身に着けつつあることがわかる。ま

た仕事のへの姿勢についても「積極性が増した」などの意見が寄せられている。アドミニ

センターの講師陣が指摘するところの「成長する大学職員」の断面を見るようである。こ

のようにアドミニセンターは本学において着実に成果を上げているかに見える。しかし，

今日までの成果を多としつつも，今後の立命館を牽引していく観点からは，課題も指摘し

ておかざるを得ない。すなわち，幹部養成として始まった同センターがその役割を果たし

えたのかという視点である。私の幹部像は先に述べた“新たな時代の経営を提案できる”

幹部である。政策立案演習は一定の成果を収め実際の方針として現場で生かされている。

しかし，それとともに幹部人材がどれだけ輩出しえたであろうか。組織が大きくなること

に比して，幹部人材はまだまだ必要としている。さらに，学園が「R2020」の時代に入り，

先述した改革課題に対する「深掘り」は未だ不十分であると言わざるを得ない。自らの責

任放棄との謗りは免れないことは自覚しているつもりである。しかし，それでも今後の具

体的な改革の方向性の検討の問題意識が醸成しはじめてきたという状況ではないか。期待

が高いだけにその役割発揮が俟たれるところである。 

 

４．まとめにかえて－「大学アドミニストレーター論」への理想と願望 

 

先述したように，大学，私立大学はいま，その社会的な役割が問われている。大学のあ

り様自体が問われているのである。「過去こうしてきたので，明日もそうする」等というこ

とでは存続自体も危うい。確かに大学によって歩み方は異なるであろう。もちろん大学の

設立理念により改革のあり様や方向性も異なる。それはそれでよい。しかし，高等教育機

関である限り，教育と研究，社会貢献は求められる。それを社会が評価することを否定は

できないはずである。要するに社会的要請に背を向けることはありえないのである。 

こうした状況にあって，大学職員はどうあるべきなのだろうか。先には「悲壮なくらい」

私立大学改革は困難な時代を迎えていると表現したが，我が国の高等教育機関は「危機の

時代」を迎えているといっても過言ではない。私は学園の総務担当常務理事として職員採
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用にあたってきたが，常に彼らには「あなた方（特に中途採用者）は，よくぞこのような

『構造的不況業種』を選びましたね。それ相当の決意がなければ，私立大学（学園）職員

になるものではないです。単純にみれば縮小こそすれ，拡大することのない市場の業種で

す。あなた方が本学の価値観を変えるくらいの意気込みがないと当業界は縮小均衡の業界

です」という戒めを込めた厳しいコメントをしている。これぐらいの厳しいハードルを課

さなければ，私立大学において事務職員を務める意味はないと私は心底考えている。20年

後はさらに厳しい。 

では，そうであるならば，私立大学職員はどのような課題に取り組まなければならない

のであろうか。どうあるべきかと表現することは僭越と考える。しからば，どのような課

題があるかと問題を立て，いくつか考えていることを提示しておきたい。難しい問題であ

るが，そうであるからこそ，平易な表現で本稿の最後を締めくくっておきたい。 

それはまずこれからの私立大学職員は時代感覚を研ぎ澄ませるべきと思う。私立大学に

おける時代感覚とは，まずもって政治的経済的動向に敏感であることだと思う。先に日本

経済新聞のコラムを引用したが，我が国の位置が揺らいでいる時期になすべきことは，国

際社会に通用する人材養成であろう。それにはどのような課題があるか，過去にこだわら

ず次代の人材養成課題を果敢に提示する力量が求められる。創造的再編とは往時の改革概

念を超えており，経営問題も併存しているのである。それを学内において説得し時には厳

しい議論にも耐えながら，実行しぬく力量である。それこそがこれからの私立大学職員に

求められる課題である。 

そして第 2に，限られた経営環境を打開する財政政策の提示である。学費や国等からの

補助金により私立大学財政のほとんどの収入を占めるが，これからはそれ以外に収入（源）

政策を構築する必要がある。創造的再編は教学政策であるが，財政政策でもある。寄付政

策もこの時代そう簡単ではない。第３の収入政策の方途を構築しなければならない。それ

は収入を生む教学政策の構築ともいえるものである。また，他方支出構造の見直しも急務

である。教育研究経費，物件費，そして人件費までもが聖域とはいえない。問題は，ただ

削減のみ一方的ではなく，重点化をいかにはかるかということである。ECOや省電力の発

想をどう積極的にとらえるかも智恵がいるところである。 

教学との論争は避けて通れない。この論争を否定的に考えるのではなく新たな大学創造

という方向性でなんとか議論したいものである。 

第 3には，学生（実態）に学ぶということである。学生実態はまさに時代の変化に沿っ

て変わってきている。「教育の質向上」と一言で言えばそれまでであるが，大学は教育機関

として入学してきた「学生の成長に責任を持つ」ことが責任ではないだろうか。各々多様

な期待や資質，能力をもった学生が入学している私立大学にとって，その各々の目標を確

立させ自ら実行するという自覚を育み，支援するということが求められる。学生生活の様々

な分野と場面においてその課題を発見し教学機関や法人に提起する責任も職員にはある。
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その際重要なことは，学生を通してその社会背景，時代状況を理解する力がどうしても必

要ということである。時代の中で育つ彼らはその背景と無縁ではない。言い換えれば，時

代背景を理解することが彼らを理解し支援するカギにもなるのである。こうしたことに敏

感でなければ，彼らの成長に責任を持つという，前時代とは異なる次元の大学のあり方を

実現していくことはできない。 

第 4に，大学職員にも，いや大学職員こそ「知性」を備えた人材でありたい。立命館ア

ドミニセンターの発足シンポジウムのあいさつで川本前理事長は，「大学職員こそ教養を」

と語っている。未経験ゾーンに突入する大学界にあって，時代を模索するカギは卓越した

教養力と挑戦力と考えたのであろうが，その考えは私も共感する。過去の海図は通用しな

い。またその書き換えスピードも速い時代である。そうであるならば，自ら書き換えてい

く力量をつけてほしいというところであろう。教職共同というが，これにも「知性」が必

須であることは疑い入れない。職員とは組織人である。なかでもアドミニストレーターは

組織の中心で働かなければならない。組織のなかで働く厳しさを乗り越える「知性」は複

雑な局面での判断力，決断力を養うものと考える。 

こうした諸要素を備え，教学と財政を新たな次元で結び合わせうる人材，議論を旺盛に

組織しつつ，しかしいったん方向性がまとまれば決断し学内のどの方面に向っても発言し

実行する勇気をもった人材がこれから求められる。 

本稿は「大学アドミニストレーターとは何か」を提示したいということではなく，次代

に大学における職員はどうあるべきかということを考えたいと思い，拙稿に至ったわけで

あるが，考え抜かれた中身では決してない。日頃感じていることを書き連ねただけである。

ご批判はすべて受け止める覚悟をしている。ぜひともお願いしたい。 

このような機会を与えて下さったことに感謝申し上げ，本稿を終えることとしたい。 
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セッション２ 

大学経営人材の現状と課題－実態調査の結果から－ 

 

山本 眞一 

（広島大学*） 

 

１．はじめに 

 

 私からは，科研費を得て今年（2011 年）2 月に実施した全国実態調査の結果も踏まえつ

つ，大学経営人材の現状と課題について話をしたいと思います。経営人材のカテゴリーで

重要な意味を持つのが大学の事務職員だと思いますが，その大学職員問題に私がなぜ関心

をもったのかと言いますと，それには個人的な理由と社会的あるいは研究上の理由と二つ

があります。 

 まず個人的な理由ですが，ご存知の方も多いかと思いますが，私は以前に文部省に勤め

ていたこともあって，またその間にいろいろな経験をしたことによって，皆さんの多くよ

りは，さまざまな立場で大学を見てまいりました。今現在は，「教員」という立場で大学

を見ているのですが，以前，文部省の大学学術局や高等教育局に勤めていたときには，行

政という立場で大学を見ておりました。また，文部省に入って数年後に，筑波大学大学院

修士課程経営・政策科学研究科に人事院から 2 年間派遣されて経済学修士の学位を得たの

ですが，その折には「社会人学生」としての眼で大学を見ることができました。さらに，

東大と放送大学の事務局で課長クラスの職員を都合 5 年間ほど経験したので，職員の視点

から大学を見ることができたのが，この職員の問題を考える重要なきっかけでした。 

 何が大きなきっかけかというと，たとえば当時の東大では，すべての意思決定は教員あ

るいは教員集団が教授会や委員会を通じて行っていたものですから，いかに職員が優秀で

あっても大学運営の決定に関わることができないということを知ったことです。これらの

大学では，どこかで聞いたような言葉使いですが「教官の，教官による，教官のための大

学自治」が実践されていて，職員の出る幕がなかったのです。このことは，文部省で行政

をやっているときは，あまり気がつかないことでしたが，このような「教官」と「ジム」(事

務)の世界が分離していて，しかも前者が圧倒的に優位な組織というものは，今後の大学の

役割とそれにふさわしい運営を考える際に問題ではないかと考えたわけです。 

 その思いは，文部省での行政から大学での教育研究に軸足を移し，そして筑波大学での

仕事をしている間にも弱まることなく続いておりました。スライド１は，私が 2000 年頃

                                                      
* 現桜美林大学大学院 



 

－80－ 

 

から本格的に職員問題の研究と能力開発の実践を始めてまもなく，学会での研究発表を見

た日本経済新聞の横山さんが，私にこの問題に関する原稿を書くように勧めていただいた

ので，当時初めて行った全国調査の結果をまとめたものです。もっとも見出しは新聞社の

方で付けられたものですが，さすがプロだけあって，「大学職員，経営担う力を」，「迫

る改革に備え」，「活躍できる環境も必要」という見出しはその内容を余すことなく示し

ていると感心しました。記事の内容はスライドの解像度では見にくいので，新聞の縮刷版

などで確認していただければと思います。 

 

スライド１ 

職員問題、２００１年から本格調査を開始

 

２.職員問題への関心の高まり 

 

 私が職員問題に取り組み始めた頃は，まだ多くの大学関係者の間で共有される課題では

なかったのですが，2000 年代も半ばを過ぎる頃からは，段々と関心が高まってきました。

中教審の 2008 年の有名な「学士力答申」においても，「職員は大学の管理運営に携わり，

また教員の教育研究活動を支援するなど重要な役割を担っているが，大学経営をめぐる課

題が高度化・複雑化する中，職員の職能開発（SD：スタッフ・ディベロップメント）が重

要になり，個々の大学職員の質を高める必要性がある」と指摘し，この問題が政策課題と

して認識されるようになりました。 
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 また同時期，国立大学は国立大学法人に移行しましたが，その行政改革としての側面は

ともあれ，大学改革としての側面はきわめて重要であり，要するにこれまでのような「公

務員的管理」ではなく「企業的経営」をもって運営していかなければならないことになり

ました。当然，そこで働く職員のキャリア・パスも多様化の傾向にあります。以前でした

ら，国家公務員の勤務場所のひとつとして，他省庁の地方事務所と並んで，国立大学事務

局があり，それは安定的な職場として人気を呼んでいたのではないかと思います。もっと

も私が先に述べたように，意欲のある職員にとっては，例の「教官」の役割との関係もあ

って，必ずしもやりがいのある職場ではなかったのではないかと思うのですが，法人化後

は，意欲ある職員を公務員時代とは別に，各大学の独自採用も増えつつあり，また法人化

以前であれば文部本省で十数年訓練をつんだ人材だけが部課長クラスの管理職を占めると

いう「移動官職問題」もあったと思いますが，これも生え抜きの優秀な職員を内部登用で

管理職にすえるなどの変化が見られるところです。さらに大学運営の複雑化に対応して，

アウトソーシングや専門家登用も増えるなど，大学事務は複雑でダイナミック，かつやり

がいのある仕事に変化しつつあります。したがって，職員に求められる能力も多様かつ高

度化してきています。 

スライド２ 

教員と職員の役割分担のあり方
（山本眞一、全国事務職員1,400人調査2007年、結果から）
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 さらに加えて，いわゆる「教職協働」ということが言われるようになってきました。確

かに，教育･研究の場である大学においては，そのやり方はともかくも教員が大学運営に関
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わらなければ動かない部分があるのです。しかし多忙な教員が片手間に大学運営に携わっ

ていて十分だった時代は去りつつあります。そこは運営のプロとしての職員の出番に期待

されるところが多いのです。現に，スライド２にあるように，私が以前に行った職員に対

する実態調査においても，大学職員は教務・学生系や図書館系，病院系など教員の関わり

が大きい業務分野において「教職協働」に期待が大きいようです。 

 しかしながら，これまでの調査から見えてきた課題もあります。それは，現実の大学経

営が，役員，部局長等の役職教員，幹部事務職員それに一般事務職員の連携の中で行われ

ているにもかかわらず，職員についてのデータはあってもこれらの役員・教員・職員の全

体を同時に把握できるようなデータがないことです。とくに教職協働のあり方を考える際

には，スライド２のように職員の視点だけではなく，教員など別の視点からも調べる必要

があるのではないでしょうか。そういう課題意識もあって，2011 年 2 月に新たな全国調

査を行うことにしたのです。 

 

３．新たな全国調査から見えるもの 

 

 新たな調査は，職員だけではなく，学長・理事などの役員，学部長・研究所長などの部

局長，教授・准教授などの一般教員，部課長・課長補佐などの幹部職員も加えて約 8千人

を対象に行いました。その結果，2,281 人から回答が得られました。職種ごとおよび設置

者別の回答者数は，スライド３の通りです。 

 

スライド３ 
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 調査結果から，若干注目すべき点を紹介しましょう。まず能力開発の必要性についてで

す。回答の選択肢として，①とても必要である。②必要である。③必要でない。④分から

ない，⑤その他，に分けて聞いたところ，役員については 70パーセントの回答者が「と

ても必要」と回答したのに対して，教員についてはこれが 36パーセントにとどまること

でした。また，役員は自身で「とても必要」と考える者が多いようですが，教員について

はそうではありません。また，職員の能力開発は，役員と幹部職員の多くが「とても必要」

と答えておりました（スライド４）。 

 

スライド４ 

調査結果から（２）

能力開発の必要性

役員は７０％が「とても必要」、しかし教員は３６％に止まる。

役員は自身で「とても必要」と考え、教員はそうではない。

職員の能力開発は、役員と幹部職員の多くが指摘。
役員 部局長等 一般教員 幹部職員 一般職員 全体

２．役員の能力開発

とても必要 73.9 69.7 69.3 69.1 64.5 69.9 

必要 24.2 27.8 25.9 25.9 31.6 26.5 

必要でない 1.1 0.2 0.0 1.0 1.3 0.7 

分からない・

その他
0.9 2.3 4.8 3.9 2.6 2.8 

３．教員の能力開発

とても必要 37.1 30.9 32.8 39.4 34.2 35.8 

必要 57.3 62.0 59.0 53.1 56.1 57.0 

必要でない 3.2 4.6 1.0 3.1 3.5 3.2 

分からない・

その他
2.5 2.5 7.2 4.5 6.1 4.1 

４．職員の能力開発

とても必要 63.6 45.6 44.8 68.4 60.5 58.5 

必要 34.9 52.1 50.7 30.0 37.3 39.3 

必要でない 0.2 1.0 0.0 0.0 0.4 0.3 

分からない・

その他
1.4 1.2 4.5 1.6 1.8 1.9 

 

 

能力開発によって伸ばすべき能力についてはどうでしょうか。質問の選択肢は，①大学の

将来に対する企画力や構想力，②大学改革の現状や課題についての知識，③新たな業務に

ついての処理能力，④既存の業務についての処理能力，⑤学内外の情報収集と利害調整能

力，⑥大学経営・管理運営に関する意識改革の六つを設定しました。その結果はスライド

５に示すとおりです。 

 一口に申し上げると，役員には企画力・構想力，職員には業務処理能力の向上が期待さ

れており，教員には大学改革の現状や課題の理解を求めるということになると考えます。 
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スライド５ 

調査結果から（２）の２

必要とされる能力 役員 教員 職員

１ 大学の将来に対する企画力や構

想力
９３％ ５９％ ６６％

２． 大学改革の現状や課題について
の知識

８６ ８６ ７９

３． 新たな業務についての処理能力
２５ ４０ ９０

４． 既存の業務についての処理能力
１９ ３７ ８４

５． 学内外の情報収集と利害調整能

力
７５ ４７ ７３

６． 大学経営・管理運営に関する意

識改革
８０ ６９ ６９

役員には企画力・構想力、職員には業務処理能力の向上を

期待。教員には大学改革の現状・課題の理解を。

 

 先ほどから話題に上げた「教職協働」についてはどうでしょうか。これは面白いことに，

立場によって教職協働にふさわしいと考える業務分野が大きく異なることでした。スライ

ド６に示すように，職員は教務系の業務について教職協働を挙げ，教員は逆に総務系の業

務について教職協働を挙げる者が多いのです。 

スライド６ 

調査結果から（３）

教職協働への考え方

職員は、教務系について教職協働を挙げ、教員は逆に総務系で
教職協働を考える割合が大きい。

役員 部局長等 一般教員 幹部職員 一般職員 全体

５．総務系の業務処理

教員の企画 2.1 8.0 5.2 0.1 0.9 3.0 

教職協働 45.0 65.6 63.8 31.4 33.6 46.7 

職員の企画 52.9 26.4 31.0 68.5 65.5 50.3 

６．教務系の業務処理

教員の企画 33.6 40.4 40.0 19.3 19.7 30.2 

教職協働 63.5 58.4 56.2 78.0 76.0 67.1 

職員の企画 2.9 1.2 3.8 2.8 4.4 2.8 
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 なぜそのような結果になるのかですが，私が考えるに，職員については総務系，教員に

ついては教務系などそれぞれ得意の分野があり，その得意分野については自らのイニシア

チブによって事を運びたいと思うのに対して，得意でない分野あるいはこれまであまり関

与してこなかった業務分野についても，何らかの関与を求めていると解釈することができ

るのではないでしょうか。とくに教員はこれまで教授会や委員会等を通じて大学運営に深

く関与してきたこともあり，また職員はこれまで深い関与が許されてこなかったことを考

えると，そのことの裏返しの願望が回答に現れているのではないかと，私は結果を読みま

した。 

 さて，大学運営について職員のより大きな関与が期待されている中で，現実には教員が

部局長等の管理職を務めています。このことについて，二つの質問を用意しました。一つ

は，「教員の管理職・専門職は将来その職務に専念するようになる」つまり現在は管理職

業務の傍ら教育や研究にも従事しているのが大部分の事例のようですが，将来はもっと管

理職業務に専念するようになるかどうかです。二つ目の質問は「教員の管理職・専門職は

将来，職員や外部人材で代替される」というもので，教員以外の人材がこれに充てられる

ようになるかどうかです。 

これらの質問に対する回答の傾向は，スライド７の通りですが，管理職教員の管理職と

しての職務に専念するようになるかどうかについては賛否の意見が拮抗していますが，職

員や外部人材で代替されるかどうかについては，その代替の対象である役員や部局長に否

定意見が多いようです。教員は教育・研究が本務であって大学の管理業務などは雑用だと

普段は公言してはばからない教員も，いざその職務に関わる変化に直面すると途端に保守

的になるのでしょうか。 

スライド７ 

調査結果から（４）

管理職教員の役割

管理職教員の職務専念は意見が拮抗、職員や外部人材での代替
については役員、部局長に否定が多い。

役員 部局長等 一般教員 幹部職員 一般職員 全体

７．教員の管理職・専門

職は将来その職務に専

念するようになる。

とてもそう思う 7.2 4.4 5.5 4.5 6.6 5.4 

そう思う 40.8 40.2 41.4 40.2 37.3 40.3 

思わない 47.8 45.4 39.7 45.5 39.9 44.6 

分からない・その他 4.2 10.0 13.4 9.8 16.2 9.7 

８．教員の管理職・専門

職は将来、職員や外部

人材で代替される。

とてもそう思う 2.5 1.9 4.1 4.1 10.1 3.8 

そう思う 22.2 18.7 21.7 31.2 32.9 25.2 

思わない 65.1 67.8 60.3 48.4 33.8 56.9 

分からない・その他 10.2 11.6 13.8 16.3 23.2 14.2 
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実際，スライド８に示すように，今回の調査からも教員が大変忙しく，一般教員でも 50

パーセント，部局長では 30パーセントほどの時間しか教育・研究に使っておりません。

残りの時間は会議出席や事務的な業務に忙殺されているという現状が分かるのですが，そ

れでも大学の管理運営を義務と考える教員は多いようです。 

 

スライド８ 

調査結果から（４）の２

現実には多忙な教員

0% 20% 40% 60% 80% 100%

私立教員

私立部局長

私立役員

公立教員

公立部局長

公立役員

国立教員

国立部局長

国立役員

会議出席

役割業務

資料作成

事務業務

その他業務

教育研究

 
スライド９ 

調査結果から（５）

自己啓発の実践

役員が最も熱心、次いで部局長、幹部職員の順。一般職員の奮
起が望まれる。但し、大学院での学習は一般職員が多い。

役員 部局長等 一般教員 幹部職員 一般職員 全体

９．自己啓発

経営専門書 44.3 19.7 15.5 26.1 21.9 27.5 

大学専門書 66.9 53.1 42.1 43.9 32.5 50.3 

新聞ニュース 81.3 76.3 67.6 71.1 58.8 73.1 

研究会参加 47.5 29.5 24.5 33.7 25.9 34.2 

大学院での学習 2.5 0.2 0.7 3.2 7.0 2.4 

 

いずれにせよ，これからの大学運営に積極的に関わるには，能力開発が必要ですが，最
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後に自己啓発の実践について聞いてみました。結論から述べれば，自己啓発の実践は役員

が最も熱心であり，次いで部局長，幹部職員の順でした。一般職員の奮起が望まれる結果

です。結果はスライド９の通りです。 

 

４．教員の属性～国公私立の別の違い 

 

 今回の調査で興味ある差異を見つけました。それは役員・教員・職員の属性が設置者に

よってかなり異なるということです。属性としてここでは，年齢，最終学歴，勤務先と同

一大学の卒業かどうか，現職までの主要履歴，勤務年数を聞いてみました。 

 お気づきのことと思いますが，平均年齢は設置者別に大差はありません。その中で，最

終学歴について，教員については国立大学が一番高く（つまり博士課程修了者が多い），

職員については私立大学が一番高い（つまり学士号保持者が多い）のです。別の言葉で言

えば，教員と職員との学歴差は国立大学が一番大きく，私立大学では相対的にそれが小さ

いのです。また，同一大学出身者は，国立では教員に多く，私立では職員に多いことも分

かりました。さらに国立大学では教員は若い頃から教員として育ち，職員も同様に職員と

しての経歴を踏んで現在に至っているのに対し，私立大学ではややバラエティーに富んで

いるようです。公立大学ではそのキャリア・パスの特異性から，職員の職歴には県庁勤務

経歴を反映して「企業官庁」が多いようです。 

 

スライド１０ 

調査結果から（６）

教職員の学歴、設置者別、教員・職員別に差異にも特徴がある。

人数 年齢
最終学歴

博士 修士 学士 短大 高校

国立 役員 185 59.3 40.4 22.4 30.6 1.6 4.9

部局長等 182 58.0 61.0 30.8 7.7 0.5 0.0

一般教員 83 51.2 71.6 18.5 9.9 0.0 0.0

管理職員 228 52.4 0.4 3.1 52.9 11.0 32.6 

一般職員 107 38.8 3.8 12.3 56.6 8.5 18.9 

不明その他 2

小計 787

公立 役員 75 62.0 31.1 18.9 50.0 0.0 0.0

部局長等 56 57.2 43.6 34.5 21.8 0.0 0.0

一般教員 27 51.9 59.3 33.3 7.4 0.0 0.0

管理職員 75 54.5 1.4 4.1 73.0 5.4 16.2 

一般職員 17 38.9 11.8 0.0 70.6 0.0 17.6 

不明その他 3

小計 253

私立 役員 306 61.3 33.4 15.7 46.9 2.0 2.0

部局長等 240 60.0 44.2 32.9 21.3 1.7 0.0

一般教員 176 53.3 49.4 31.8 15.9 2.8 0.0

管理職員 376 52.1 0.8 9.0 76.3 8.5 5.3

一般職員 104 38.5 1.0 4.8 79.8 12.5 1.9

不明その他 18

小計 1220  
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スライド１１ 

調査結果から（７）

教職員の学歴、設置者別、教員・職員別に差異にも特徴がある。
同一大学出

身者

現職までの主要職歴
勤続年数

大学教員 大学職員 企業官庁 その他

国立 役員 20.0 66.8 26.1 4.9 2.2 18.0 

部局長等 23.1 94.0 1.1 3.3 1.6 21.9 

一般教員 32.5 85.5 0.0 3.6 10.8 16.3 

管理職員 4.4 0.4 95.2 1.8 2.6 13.2 

一般職員 16.8 2.9 90.5 5.7 1.0 13.5 

不明その他

小計

公立 役員 5.3 49.3 4.0 42.7 4.0 8.1 

部局長等 5.4 76.4 0.0 14.5 9.1 14.4 

一般教員 7.4 63.0 3.7 14.8 18.5 7.0 

管理職員 2.7 1.3 6.7 76.0 16.0 3.4 

一般職員 11.8 11.8 5.9 58.8 23.5 3.2 

不明その他

小計

私立 役員 11.8 52.3 24.3 16.8 6.6 17.6 

部局長等 8.8 80.8 2.9 9.2 7.1 16.3 

一般教員 8.5 73.0 1.7 10.3 14.9 12.3 

管理職員 23.7 0.0 74.3 16.0 9.6 18.2 

一般職員 35.6 1.9 77.7 11.7 8.7 10.6 

不明その他

小計

 

 

このように学歴差と同一大学という二つのファクターを組み合わせると，国立大学と私

立大学とで誰がイニシアチブを取りやすいかということが見えてくるような気がします。

私自身が東大や放送大学において職員の主導権がないように感じたのは，そのような背景

があるのかもしれません。もちろんこの分析は，国公私立というマクロでみたデータに基

づいていますので，個別の大学についていえば，もっと違った側面も見えてくることでし

ょう。これらについて，さらに分析を進めたいと考えています。 
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研究員集会 2日目の司会を担当して 

－第 39 回研究員集会の感想－ 

 

村澤 昌崇 

（広島大学） 

 

今年度の研究員集会は，大学経営という近年の高等教育業界のホットトピックの一つを

扱ったこともあり，特に大学職員を中心とした参加者が多く，熱気に満ちたものとなった。 

研究員集会の 2日目は，3人の報告者に登壇いただき，大学経営人材の養成に焦点を当

て，両角亜希子氏（東京大学）からは「大学経営人材としての職員の役割」，森島朋三氏（立

命館大学）からは「大学アドミニストレーターの役割」，山本眞一氏からは「大学経営人材

の現状と課題～実態調査の結果から」の報告を頂戴した。お三方の報告は本叢書に掲載さ

れているのでそちらをご覧いただき，総括的な議論についてはコメンテーターとして午後

から登壇いただいた大森不二雄氏（首都大学東京）の玉稿にお任せするとして，本稿では，

司会ながら一オーディエンスとして拝聴させていただいた立場から，印象やコメントを簡

単に記しておきたい。 

両角報告は，事務職を対象とした調査を元に，大学職員を取り巻く制度・環境および職

員本人のモチベーション等が大学の経営状態へ及ぼす影響を計量分析により明らかにしよ

うとするものであった。調査の結果は，我々の実感を裏付けるような結果であり，総論と

して，大規模な大学，選抜度の高い大学，良好な組織風土，適切なガバナンス，透明性の

高い制度が大学の経営の健全性を担保するというものであった。特に発表では，規模や選

抜性を統制しても，組織風土やガバナンス，人事制度が経営を左右する点を強調していた

点が注目される。この結果をそのまま鵜呑みにして，風土やガバナンス，人事制度を改革

すれば経営がうまくいくという幻想に，ともすると我々は陥りがちである。しかし，経営

状態が良いからこそ組織風土も良く，ガバナンスもバランスが取れ，適切な人事が行われ

ているという逆の因果関係が成立している可能性も考慮しなくてはいけないだろう。発表

者本人も課題としては触れていたようだが，どちらの因果の「物語」がリアリティを持っ

ているのか，さらなる分析が今後期待される。 

山本報告は，大学経営における教職協働のあり方を模索するべく，教員・事務職員両方

を対象としたアンケート調査結果を中心に展開された。事務職員だけでなく，教員も教学

を中心とした大学経営を担っていることは周知の事実だが，今日では教員出身の管理職の

経営責任がますます問われる時代となっており，事務職員以上に教員からも経営の専門家

を育成していくことが焦眉の急である。山本報告の調査の試みは，そのような観点も視野

に入れた先見的な調査となっているといえる。報告された調査結果からは，しかしながら，
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「教職協働」への道のりが未だ遠いことを痛感せざるを得ないという印象であった。特に

教員・事務職員が各々の仕事領域への他方からの介入をあまり望んでいないという結果（山

本報告はむしろ数値結果を柔軟に解釈し，むしろ教員・事務職員相互が仕事に介入するこ

とに比較的ポジティブであるとしていたが）はその典型であり，「教職協働」が総花的な幻

想，あるいは誇大ターム化して一人歩きしているのではないかと懸念された。 

ただいずれにせよ，両角報告・山本報告は，これまで FDと同様に意識啓発のための呪

文のように唱えられてきた SDが，オーソドックスな研究者達の手により，堅実な計量分

析に基づいた効用分析や事実確認へとステップアップしつつあることを示すものであるこ

とには疑いの余地がない。 

しかし，これら高所対処からの平均傾向の報告・研究に対し，森島報告は，一大学の事

務・経営の生々しいまでのリアリティを提供し，経営の専門人材のシステマティックな養

成が必ずしも一筋縄では行かない点を痛烈に指摘する。森島氏が自問自答しているように，

果たして「アドミニストレーターは（制度によって）養成できるものなのか」・・・。とも

すると「経営者は，育成するものではなく，育つものである。突然出現するものである」

でしかないのか・・・。 

いずれにせよ，今回の三報告は，それぞれの研究・実践の強みが存分に生かされた，冷

静且つ客観的な大学経営の現状分析と報告であったという印象であった。今日の高等教育

を取り巻く状況では，根拠の薄い，誰のためのものか不明な，不必要な自己承認欲求の掃

き溜めのような活動が後を絶たず，不必要な改革幻想を肥大化させている感がある。その

ような，必要かどうかもわからない改革幻想に突っ走る前に，我々はこれら三報告のよう

な堅実な質的・量的なリアリティの構成や自問自答を行って，むしろ「立ち止まって考え

る」勇気も必要なのではないかという認識に至った。 
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セッション３ 

―大学職員から大学教員の問題へ― 

 

阿曽沼 明裕 

（名古屋大学） 

 

セッション３では，大場淳氏とともに阿曽沼が司会を行った。以下，阿曽沼による報告

である。 

 

１．総括コメント 

 

 セッション３ではまず前半で，セッション１，セッション２の発表をもとに，大森不二

雄氏によるコメント「これからの大学経営～誰がどのような役割を担うのか～」が行われ

た。「大学『経営』」とは何かという基本問題から始まり，大学の固有性から生じる「大学

経営の困難～大学の本質と関わる～」について，大学経営の枠組みを規定する「政策・制

度とガバナンスによる制約」について，近年とりわけ話題とされる学習成果問題からみた

経営（「『経営』改革を迫る『教育』改革～学習成果の重視～」），そして，経営を支える「経

営人材のキャリア・職能開発」についてコメントや提言がなされた。これまでのセッショ

ンの議論を踏まえ，大森氏自身の知見を加えて，包括的に多様な問題に言及したもので，

いくつか刺激的な問題提起がなされた。詳しい内容は，大森氏ご自身の報告でご確認いた

だきたい。 

 

２．総括コメントに対する発表者の意見 

 

大森氏のコメントに引き続き，セッション３の後半では，黒木登志夫氏（「大学内外の四

大勢力―事務局，教授会，旧帝大，文科省―とのつきあい方」）と太田肇氏（「これからの

人材育成とマネジメント」）を除くセッション１及び２での報告者，すなわち金子元久氏

（「大学経営―課題，組織，人材―」），両角亜希子氏（「大学経営人材としての職員の役割」），

森島朋三氏（「大学アドミニストレーターの役割」，山本眞一氏（「大学経営人材の現状と課

題―実態調査の結果から―」），そして大森氏にご登壇いただき，フロアを交えてディスカ

ッションが行われた。 

 フロアからの質疑への応答の前に，大森氏の総括的コメントを踏まえて，登壇者から改

めて意見を披露して頂いた。その中でいくつか記憶に残ったものを挙げれば，まず金子氏

は，今回の二つのセッションでは，大学において集権的な意思決定は機能しがたいことが
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かなり共通の見解となっていること，だが分権的な運営といっても現実のメカニズムは複

雑で多様であること，そしてそれに対して高等教育研究は大学経営にどのように貢献でき，

どのようにフィードバックできるのかが問題であること，などを指摘した。 

 両角氏からは，大学職員の専門職化について，それは限定的なものであり，しばしばイ

メージされるアメリカ的な専門職化ばかりに着目することは必ずしも望ましいとは限らな

い，むしろ日本では大学職員はすでに意思決定にかなりコミットしており，それをよりよ

く機能させるには，単に個人の能力を高めるにとどまらず，組織の制度や風土の改善が必

要であること，そして，そこから見えてくる大学職員のキャリア像を構築すべき，といっ

た意見が出された。 

 森島氏からは，大学経営モデルの質的転換がなされねばならず，そのなかで大学職員は

少なくとも教育改善の意味を理解しておく必要があること，そのために新しい段階の教職

協働が必要となること，そしてそれらのために様々なケーススタディ，理論研究，調査が

なされる必要があるといった意見が出された。 

 山本氏からは，日本の組織は強力なリーダーシップは求めず，各組織が自治を有する，

その集団的意思決定という日本的な風土が大学にも影響しているのではないか，職員の専

門職化については，アメリカでは教員に対するサポートティング・スタッフの人数が日本

の大学より多く，そこで専門職化がかなり可能であり，日本では教員よりも職員ポストを

削減してきたがむしろ教員ポストの方を減らすべきである，といった指摘がなされた。 

 さらに大森氏からは，日本の大学経営の特徴は，大学固有のギルド的風土を有する組織

特性に加えて，日本的なインフォーマルな意思決定，なんとなくコンセンサス経営という

特性が加わって形成されたものであるが，しかしこのままで良いわけではない，そのため

には個人の能力だけ向上しても仕方なく，システム，制度，仕組みの問題として大学全体

で取り組むべきである，といった意見が示された。 

 

３．フロアからの質問による転回―大学教員の参加と育成の問題へ― 

  

これら登壇者の意見のあと，フロアから幾つかの質問が投げかけられた。印象に残った

ものを上げると，大学教員は大学経営にどのようにかかわるべきか，教員が経営参加する

際に全学の利害と部局の利害とをどう調整すべきか，法人化後縮小した「教員による経営

参加」の穴を職員はどう穴埋めするべきか，経営参加する職員はある程度学問を背負うべ

きではないか，といったものである。こうした質問に対して登壇者にはまとめて答えてい

ただいた。 

 森島氏からは，従来の教学と経営を分離という考え方ではなく，学長は教学のみならず

経営全体の責任を有し，経営的センスがますます必要であること，そして事務職員は職場

のプロであると同時に，学生を通じて社会を理解し，さらに知性を磨く必要がある，とい



 

－93－ 

 

った意見が出された。 

 山本氏からは，日本では財務と総務が教務より上位にあるが，アメリカでは教学部門を

掌握するプロボストが実質的な学長＝大学経営者であり，財務や総務が経営を支配してい

るわけではない，また日本で教員が経営を担うとすればやはり教授会の適切な運営の仕方

が問題となる，といった意見が出された。 

 金子氏からは，①日本の大学教員は教育３時間，研究４時間に加えて，管理運営に４時

間費やし，教員の経営参加はさらに増えており，教員は実は色々なことをやりすぎで，資

源の適切な使い方になっていない可能性がある，②教授会では，すべての情報を教員全員

が共有しなければならないが，それが必要なのか，より重要なのは自分の教育の位置づけ

ではないか，③教員が経営者になる仕組み（人材選抜，人材養成）が機能しなくなってい

るのではないか，従来は全員参加を通じてその中から適当な人が出てくるというパターン

であったが，教員の参加は意味ある選択的参加であることが必要ではないか，また，現在

では自らの大学がおかれている状況についての知識等を得る場所が教員にとってなく，学

長になる前の勉強時間もない，このため教員の経営人材になるための教育・訓練が必要で

あり，そのために高等教育研究の役割が問われるのではないか，といった意見が出された。 

 両角氏からも，教員出身の経営者の養成が重要な問題であるとの指摘がなされた。 

 大森氏からは，日本では教員に経営者的な能力が必要とされるようになったのはここ数

年だが，イギリスやアメリカでは大学経営のトップやシニアはもともと教員が多く，経営

人材の主力は教員であり，部局長から副学長，学長へと進む，とりわけ重要なのがディー

ンや学科長つまり部局のマネジメントであり，部局で経営を学んだ人が全学の副学長にな

るというトレーニング・プロセスがあり，それに研修プログラムもある，といった指摘が

なされた。 

 このようにセッション１，セッション２において議論の対象が主として大学職員であっ

たのに対して，セッション３では，後半の質疑応答から，大学教員の経営参加，そのため

の経営人材養成の問題に議論が傾斜していったことは興味深い。教学と経営の分離が効率

的な機能分担のように受け取られているためか，経営人材というと職員に目が向けがちで

あるが，じつは大学経営には教員の役割が不可欠であり，そのための人材養成，トレーニ

ングのあり方が重要な課題となる。この課題のために，高等教育関連の大学院プログラム

や研修プログラム，そして高等教育研究がどのように貢献できるのかが，問われることに

なろう。 
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大学経営・ガバナンス改革の行方 

－セッション 3－ディスカッションを司会して－ 

 

大場 淳 

（広島大学） 

 

 本セッションは，前日の三つの基調講演並びに当日午前に行われた三つの報告を踏まえ

た総括討論である。但し，基調講演者でこのセッションに参加したのは金子元久氏のみで

ある。総括討論に先んじて，これら 4 氏の追加的発言並びに大森不二雄氏によるコメント

が行われた。 

 大森氏は，研究員集会その他の議論を通じて浮き上がる主要論点を，大学「経営」とは，

大学経営の困難性，政策・精度とガバナンスによる制約，「経営」改革を迫る「教育」改革：

学習成果の重視，経営人材，そのキャリア・職能開発に整理し，大学経営にかかる先行研

究や同氏が詳しい英国の実例を引きつつ，それぞれの論点に分けて三基調講演及び三報告

についてのコメントを行った。その内容は多岐に渡るが，組織文化のダイナミックな変革

の重要性と上から統制する仕組み（例えば成果主義）は避けるべき方策であるといった指

摘が印象に残った。企業的な経営が進むアングロ＝サクソン諸国の大学でも依然として同

僚制が重視されていること，英国では委員会文化（committee culture）をうまく使いつつ

説得を通じて学長が変革のマネジメントを行なっていることも注目すべき指摘ではないか

と思う。反面日本においては，国立大学の学長が経営・教学の最高責任者と位置付けられ

つつも，改革派学長は学内で四面楚歌となり，単なる学長の権限拡大では改革は進まない

ことを指摘するが，これと比較すればアングロ＝サクソン諸国の実践にかかる同氏のコメ

ントは非常に示唆的である。同時に，学長や部局長が選挙によって選ばれることについて

大森氏は懐疑的であり，同氏の「控えめの」提案では投票は候補者を絞る意向投票に留め

るべきとし，更に「控えめではない」提案では選挙自体の廃止を提案する。 

 この後にフロアを交えた討論が展開された。この討論では，国立大学の法人化によって

教員の参加が失われる一方でそれを補う人材が育成されていない，教員があらゆる活動に

参加することは不適切であって参加が必要な領域を検討すべき，教員の経営人材を育てる

ことは引き続き重要である，そのための教員のキャリア形成や能力開発活動が不可欠で特

に米国と比べると少ないなどといった意見が出された。全般的には，教授会自治には限界

があるものの，教員が大学経営に引き続いて重要に参画していくことの必要性の認識が概

ね共有されていたと思う。その一方で，教員外職員の見直し（専門性開発等）やそれを踏

まえた教職協働の新たな在り方の模索についても意見が出された。その点については認識

が共有されているとまでは言えないかもしれないが，職員の専門能力開発は不可欠ではあ
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るものの，米国型の専門職化は困難，経営のプロ（専門職）というのも難しいのではとい

う意見が支配的であったように思う。これらを総合すれば，やはり教員を中心に大学経営

を進めていくべきであり，学長のリーダーシップにはその参画を促す機能が最も期待され

ることになるのではないだろうか。 

 上述の教員外職員に関する議論は，米国の制度が日本にはそのままでは導入できないこ

とを示していると受け止められる。確かに米国の専門職制度は，高い流動性や専門職団体，

養成課程，高い給与と多数の非専門職職員の存在といったそれを支える仕組があって初め

て成立するものであって，その一部を切り取って日本に導入しても機能しないことは容易

に想像できる。同様に，学長や部局長の権限や選考方式についても同様のことが言える。

学長を取り上げれば，米国にはその経営能力向上のための様々な育成プログラムやそれを

促すキャリア開発があり，優れた能力を発揮した学長が高等教育新聞（The Chronicle of 

Higher Education）といった全国的広報媒体を通じて広く公募される，場合によっては非

常に高額な報酬を提供する，さらに理事会が学長の活動を評価するといったチェック体制

が存在するといった一連の仕組があって制度が機能しているのである。米国に倣って，例

えば学長選挙を止めるあるいは長期在任を認めるといった改革を行うのであれば，やはり

同国に存在する一連の仕組作りが日本でも不可欠であることは言を俟たないであろう。 
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これからの大学経営 

―誰がどのような役割を担うのか― 

 

大森 不二雄 

（首都大学東京） 

 

はじめに：浮かび上がる主要論点 

 

 平成 23 年 11 月 16 日から 18 日にかけて開催された広島大学高等教育研究開発センター

の国際ワークショップ及び第 39 回研究員集会の統一テーマは，「これからの大学経営～誰

がどのような役割を担うのか」である。3 日間にわたる講演・報告，とりわけ研究員集会

の報告等から，次のような論点が浮かび上がってきたと考えられる。以下，これらの主要

論点について，順次論じていく。 

① 大学「経営」とは何か 

② 大学経営の困難～大学の本質と関わる～ 

③ 政策・制度とガバナンスによる制約 

④ 「経営」改革を迫る「教育」改革～学習成果の重視～ 

⑤ 経営人材～教員系，職員系，そして新たな専門職？～ 

⑥ 経営人材のキャリア・職能開発 

 

１．大学「経営」とは何か 

 

1.1 「管理運営」（administration）から「経営」（management）へ 

金子元久氏の基調講演によれば，これまで管理運営のうち財務等を「経営」と呼んでき

た。ところが，今は教育・研究を含め，一定の目的の実現のための体系的・組織的な意思

決定とその執行，という幅広い意味で，「経営」という言葉は使われるようになっている。

海外でも，大学の「管理運営」（administration）から「経営」（management）へ，さら

には「戦略経営」（strategic management）へ（Shattock, 2000, p.93 ; Dearlove, 2002, 

p.257）という変化が捉えられている。ちなみに，「戦略とは，組織の主要な目標・政策及

び一連の行為を首尾一貫した全体へと統合するパターン又は計画である」（Quinn, 1980, 

7）。英国の大学の副学長（Pro-Vice-Chancellor: PVC）には，「戦略的」（strategic）及び

（日常業務）「運営的」（operational）の両方の役割があるとされ（Smith, Adams & Mount, 

2007），学長は日常業務（housekeeping）は下に任せるという（Breakwell & Tytherleigh, 

2008）。以上のような「経営」概念の浸透は，高等教育における企業的なマネジメントの
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導入と軌を一にしている。 

 

1.2 学校法人制度・国立大学法人制度におけるマネジメントとガバナンスの曖昧さ 

大学「経営」が教育・研究を中心とする大学の目的を効果的・効率的に達成するための

資源配分その他に関する意思決定とその執行であるとすれば，理事長と学長が併存する私

立大学の経営は，双頭体制を意味するのか。あるいは，「経営」において学長は理事長の部

下か。学校法人の理事会と学校（大学）の関係については，「ガバナンス」（governance）

と「マネジメント」（management）を対比する観点からは，制度設計そのものに由来す

る曖昧さがつきまとう。 

役割分担を明確化する一つの方法は，米国や英国の大学のように，理事会を文字通り「ガ

バナンスの最高機関としての「ガバニング・ボディー」（governing body）として位置付

けることである。「ガバナンス」は，語義・概念が曖昧なまま多用される言葉だが，ガバナ

ンスの最高機関は，大学にしろ他の組織にしろ，当該組織の目的達成，利害関係者の利益

の確保，社会全体の公益促進等の視点から，組織の大きな方向性を規定する意思決定を行

い，それに基づく経営を監督し，必要に応じ経営者に是正を命じ，従わなければ経営者を

差し替える等の役割を果たす機関である。「マネジメント」すなわち「経営」そのものは経

営者に任せられる。 

森島朋三氏の報告では，立命館の管理運営の問題点として，「理事長の決定事項と学長の

決定事項の課題」が挙げられた。立命館固有の問題ではなく，日本の学校法人制度に由来

する普遍的な問題として，「経営」と「教学」の二分法は，金子講演が描写した新しい「大

学経営」の概念と相容れないのではないか，という疑問が生じる。 

国立大学法人制度の場合は，異なる疑問が見出される。機関レベルでは，いわば最高経

営責任者（CEO）としての学長に対し，上位に立って方針を示し監督するガバニング・ボ

ディーが存在しない。一見すると，国立大学の学長は，マネジメントのみならずガバナン

スにおいてもトップに立つオールマイティの存在であるかのようである。しかし，国立大

学法人制度がその特殊形態であるところの独立行政法人制度の制度設計において，法人が

アカウンタビリティーを負う相手である政府が事実上のガバニング・ボディーであること

を踏まえ，国立大学法人のガバニング・ボディーも政府であり，学長（CEO）は政府に責

任を負うと考えれば，現行の国立大学法人制度を理論的に整理して理解できる。 

 

２．大学経営の困難～大学の本質と関わる～ 

 

2.1 フンボルト型大学のジレンマ：「ギルド」的本質と「経営」の必要性 

金子講演が述べたように，専門分野ごとの基礎単位あるいは個々の教員の緩やかな連合

体としての「ギルド」が大学という組織の本質であり，こうした組織にとっては，組織維
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持のための「管理運営」機能は必要だが，「経営」は不要だった。ところが，学生の学習成

果の視点から，基礎単位を超えた教育の体系化が求められる中，大学全体が教育の質を保

証する責任を負うようになり，分節化・細分化した組織単位は変化に抵抗する。それゆえ，

今日，ギルド的大学は，刷新すべき過去の遺物か，それともギルド的本質を保ったまま，

全学的意思決定を機動的に行うという，都合の良いマネジメントやガバナンス構造は可能

なのかというイシューが，日本を含む多くの国々において今日的課題となっている。 

 

2.2 ルースからタイトな組織原理へ転換を求める大学教育改革 

大学という存在は，学生・教員・職員等のアクター（行為主体）がそれぞれの目的を持

ち，学内外から提供されるインセンティブに反応しながら活動していくことによって，教

育・研究や管理運営等が形成されていく「システム」，ないし，緩やかな編成原理に基づく

「組織」である。組織論研究者として著名なカール・Ｅ・ワイク（Weick, 1976）が緩や

かな組織編成原理を「ルース・カップリング」（loose coupling）として提唱した際，教育

機関を分析対象としたことは象徴的である。同時に，大学は，内部に学部等が割拠する剛

構造の小組織の集まりでもある。社会の人材需要や学生の教育ニーズ等に柔軟に感応して

教育プログラムを新設したり再編成したりするには，様々な学問分野の教員が協働して組

織的な教育活動を行う，もう少しタイトかつ柔構造のシステムへと大学が自己変革を図る

必要があるが，これに対しては，緩やかな編成原理に慣れた教員個々人も，剛構造の組織

としての自律性を守りたい学部・研究科等も共に抵抗することになりやすい（大森, 2010b）。 

 

2.3 企業的な「経営」が進む英・米・豪の大学といえども，依然として「同僚制」も重視 

英・米・豪の高等教育における効果的リーダーシップに見られる行動特性として，以下

のようなものが挙げられている（Bryman, 2009, p.45）。 

① 大学の使命の追求に向けて率先するアプローチ 

② 大学のために達成を目指すものに焦点を当てたビジョン重視のアプローチ 

③ 学内に焦点化。すなわち，大学内部にうまく繋がり，構成員からインスピレーション

を引き出すこと 

④ 学外に焦点化すること。すなわち，様々な関係者とネットワーキングし，大学の目指

す方向や高等教育に対する良き理解を強化 

⑤ 高潔な人格を有すること 

⑥ 他者と協議を行いながら，変革を導入すること 

⑦ 大学の一般構成員からリーダーたちを遊離させないこと 

⑧ 既存の組織文化を覆さないこと 

⑨ リーダーシップへのアプローチにおいて柔軟であること 

⑩ 起業家的でリスクを取ること 
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⑫ 組織の文化や価値に影響を及ぼし，変革を支えること 

⑬ 変革を支える構造をデザインすること 

上記リストから分かる通り，「同僚制的」（collegial）要素と「経営主義的」（managerial）

要素が混在している（⑧と⑫は，一見矛盾。また，⑥は項目そのものの内に二つの要素が

含まれる。）。企業的な「経営」が進んでいると言われるこれらアングロサクソン諸国にお

いても，依然として「同僚制」も重視されていることが分かる。 

 

３．政策・制度とガバナンスによる制約 

 

3.1 ＯＥＣＤによる日本の高等教育政策レビュー 

経済協力開発機構（OECD）による日本の高等教育政策レビュー（Newby et al., 2009）

は，以下のような高等教育のガバナンス改革を提言した。その提言は，米英や北欧等に比

べ，日本の大学は戦略経営が不十分である，との認識の上に立っている。全ての国公立大

学及び多くの私立大学が，学部ごとの教授会によってコントロールされ，教授会の意思決

定権限（特に拒否権）は，財政的・戦略的な帰結に責任を負うことなく行使されがちであ

ることを指摘する。「実際，いかなる重要な決定もコンセンサスが得られた後になされるの

で，チェック・アンド・バランスのシステムは，積極的で前向きというよりも，受動的あ

るいは否定的ですらある」（Newby et al.,2009, p.32）。戦略的な大学経営が根付かない他

の一因は，学部等の改組，学生定員，授業料等が大学の裁量に委ねられていないなど，依

然強固な文科省の監督権限にあるという。そして，戦略経営の不足が，カリキュラムや教

育方法のイノベーション，国際化等の遅れにつながっているとの考察を示している。 

 

3.2 四面楚歌で感謝もされない使命に取り組む改革派学長 

黒木登志夫氏の基調講演は，「事務局」「教授会」「文科省」という複数の抵抗勢力の狭間

にあって，ほとんど単身で（民間出身理事の助けを借りつつ）様々な改革を実現した落下

傘学長としての大学経営の経験をベースにしたものであった。ワイク（Weick, 1976）の

いう「ルースに編成された組織」（loosely coupled organization）における改革者の置か

れる状況の典型であろう。バラバラなインセンティブを持ったアクターから成るシステム

としての大学において，「変革のマネジメント」（change management）を実践すること

の難しさ，そうした改革者としての大学経営人材に求められるスキルの複雑性をも物語る。 

しかし，そもそも，大学改革に責任を負うのは，トップ・マネジメントとも呼ばれる学

長と役員（理事）だけで担えばよいのか。黒木講演や国際ワークショップにおける本間政

雄氏の基調講演が浮き彫りにした部局の保守性は不変のものなのか。 
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3.3 全学だけでなく，部局にもマネジメントは必要 

日本では，マネジメントといえば，学長，全学，トップダウン，というイメージで語ら

れる。しかし，英・米をはじめ，海外の大学では，部局（Department や School）への

予算・人事等の委譲・分権型マネジメントは，大学経営陣が担保しているアカウンタビリ

ティや任命権とセットで広く見られるところである。そうした分権型マネジメントの下で

の部局には，ある種の起業家的な行動も見られる。例えば，外国人学生獲得や国際連携教

育などの国際化における戦略的行動はその一例である。 

国際ワークショップにおいてジョン・ダグラス氏（Douglas）の講演が描写した米国の

「大学の弱体化」（university devolution）からは，逆説的に日本にとっては学ぶべきプラ

スの教訓も読み取ることが可能である。すなわち，米国の大学では分権型マネジメントが

進んでおり，各部局が戦略的行動を取るようになっているという点である（ダグラス講演

は，その弊害として起こる部局間の利害対立や分裂状況に焦点を当てている。）。 

 

3.4 外的な政策環境：選択と集中 VS.多様性 

大学にとっての外的な環境要因のうち，「政府」の手によって政策環境がどう変えられて

いくかは，「市場」の変化と同様，あるいはそれ以上に死活的な重要性を持つ。国立大学の

ダウンサイジングを主張する本間講演と，地方国立大学の果たしてきた役割を強調し，多

様性・寛容性・持続性を重視する黒木講演は，この点では対照的であった。 

 

3.5 学内のガバナンス上の制約要因：学長選挙と学部長選挙 

黒木講演は，大学内部のガバナンスの制約要因として，学長選挙と学部長選挙を挙げた。

金子講演によれば，国立大学の法人化当初と違って，癒し型の学長が選ばれる最近の傾向

は，大学構成員による学長の選任というメカニズムの当然の帰結であり，その結果，改革

の行き詰まりに直面しているという。黒木講演は，国立大学改革のための「控えめの」提

案として，学長候補は，3 人まで意向投票で絞った後，選考会議が選考することとし，学

部長は，3 人まで学部が絞った後，役員会が選考すべきと主張した。 

こうした提案は，理事会（カウンシル等）の学外メンバーが多数派となるよう構成され

た小委員会（Search Committee 等）が民間ヘッドハンティング会社（Executive Search 

Agencies: ESAs）を使用して候補者の探索・選考を行う英国大学の学長選考方法

（Breakwell & Tytherleigh，2008）に比べれば，たしかに「控えめ」であると言えよう。

しかし，そうした控えめなガバナンス改革さえ，日本の高等教育において一般化しそうな

気配は今のところない。 
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４．「経営」改革を迫る「教育」改革～学習成果の重視～ 

 

4.1 高等教育における「学習成果」が強調される世界的背景 

1990 年代以降，世界各国で急速に進行した高等教育のマス（大衆）化・ユニバーサル（普

遍）化によって，多様化した学生に対する教授・学習の改善が求められるとともに，教育

の雇用・経済に対するレリバンス（関連性・適合性）の確保が強調されるようになった。 例

えば，キャリア教育，エンプロイアビリティ（雇用につながる能力，就業力）の育成，汎

用的スキルの強調等である。グローバル化する知識社会，知識経済において，競争力確保

のため，大学の人材育成機能が注目され，厳しい視線が注がれるようになったのである。 

 これは，学生の「学習成果」に関し，アカウンタビリティが求められるようになったこ

とを意味する。また，高等教育の国際化の進展によって，学習成果の集大成としての学位

の国際的通用性が問われるようになっている。 

 

4.2 我が国の大学改革：制度改革から教育改革へ 

近年の中央教育審議会答申のうち，高等教育関係のものを一覧すれば（以下に列挙），制

度改革（規制緩和）から教育改革（再規制）への流れを読み取ることができる。 

○大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について（答申） 平 14.8.5 

 －行政改革・規制緩和の流れ：事前規制型から事後チェック型へと移行 

 －設置認可を弾力化，認証評価制度の導入 

○我が国の高等教育の将来像（答申） 平 17.1.28  

 －高等教育計画から将来像へ 

 －高等教育の多様な機能と個性・特色の明確化 

 －高等教育の質の保証 

○新時代の大学院教育（答申） 平 17.9.5 －大学院教育の実質化 

 → 大学院教育振興施策要綱（平 18～22 年度） 

○学士課程教育の構築に向けて（答申） 平 20.12.24 －3 つの方針，学士力 

○高等専門学校教育の充実について（答申） 平 20.12.24 

○グローバル化社会の大学院教育（答申） 平 23.1.31 

 －学位プログラムの確立，グローバルの活躍する博士の養成（リーデング大学院） 

 → 第２次大学院教育振興施策要綱（平 23～27 年度） 

 

4.3 「学習成果」重視の教育改革が必要とする「大学経営」 

 以上の諸答申の中でも，大学教育・大学院教育改革の方向性を大きく規定しているのは，

「学士課程教育の構築に向けて（答申）」（2008 年 12 月），「新時代の大学院教育（答申）」

（2005 年 9 月）及び「グローバル化社会の大学院教育（答申）」（2011 年 1 月 31 日）で
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ある。いずれも，卒業生・修了生が身に付けるべき「学習成果」に基づき，教育内容（カ

リキュラム）等の体系化と組織的な取組を求めている。 

 学生の学習成果に焦点を当てることにより，大学教育の体系化・組織化，具体的には，

学習目標・教育課程・教授法・評価法・学習支援及びこれらを支える人的・物的資源など，

学位プログラムを構成する諸要素の「システム的統合」（systemic alignment）が要請され

るようになったのである（大森，2010a）。これは，学習成果重視の国際的趨勢が我が国に

も及んだことを意味する。 

 ところが，我が国においては，勉強しない大学生という日本特有の問題もある。金子講

演は，大学教育の問題として学生が勉強していないことを端的に指摘した。この問題に焦

点化していかない限り，改革の小道具を並べ立てるだけでは無力である。「学習」しなけれ

ば「学習成果」があるはずないのである。その背景要因としては，大学教育の付加価値を

問わない新規学卒採用等の雇用慣行の存在が大きい。大学固有の問題は，勉強しない学生

のやる気のなさではなく，勉強させない大学教育の在り方であり，現状では，学生はタコ

壺教員とルース組織の狭間で迷子になっている，と言っても過言ではない。 

学習成果に向けてシステム的に統合された大学教育を目指す改革は，金子講演が指摘し

た専門分野ごとの基礎単位あるいは個々の教員の緩やかな連合体としての「ギルド」とし

ての大学に対し，相性の悪い「経営」の必要性を突き付ける。同時に，そうした改革の前

に壁として立ちはだかるのも，ギルドとしての大学組織の本質である。問われるのは，「変

革のマネジメント」を可能にする制度・政策環境とガバナンス構造の在り方であり，マネ

ジメントを担う人材の育成と活用である。 

 

５．経営人材～教員系，職員系，そして新たな専門職？～ 

 

5.1 大学経営人材に求められる専門性・多様性・開放性 

本間講演は，単純化して要約すれば，経営は経営の専門家に任せるべきとの主張を展開

した。技術的専門性の高い分野はそうであろうが，縷々述べたような大学経営の複雑性を

考慮すると，経営企画とか戦略経営といった総合的な経営機能については，簡単に経営の

プロに任せればよいとは言えないであろう。たとえば企業人が即，大学改革に通用するこ

とは，むしろ稀ではないか。 

むしろ重要なのは，特定の専門的職能に加え，組織活性化（組織文化の変革）のための，

経営人材の（出自の）多様性ではないか。これは，太田肇氏の基調講演において提言され

た，一元的序列を崩す人事の多元化と組織の枠を超えたキャリア形成の方向性と軌を一に

する。そうした意味からは，本間講演が提言した多様な外部人材の招聘は有効である。 
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5.2 教員と職員の両方に出番 

山本眞一氏の報告において，いわゆる教職協働の対象職務領域について，職員が教務系

を挙げ，教員が総務系を挙げていることは，新しい大学経営（経営 VS 教学ではない，広

義の経営）にとってプラスに受け止めるべきではなかろうか。構成員間の意識の差異は，

必ずしも否定的に捉えるべきものとは限らない。職員はもとより，教員も，経営課題に無

関心あるいは改革に反対する者ばかりではない。人材の有効活用のためには，ギルド的文

化の支配的な部局からの推薦に頼らない一本釣り的な登用も必要であろう。 

森島報告によると，学校法人立命館では，教員部長と職員部長が並列配置されるように

なった。「教職協働」の一形態としての「教職並立型」ともいうべき，この経営システムが

どう機能するか。そのメリットとデメリットは何か。注目されるところである。 

立命館に限らないのであろうが，学校法人の職員の中途採用が少なくなく，職員構成が

多様化している。太田講演が提言した「人事の多元化」，「一元的序列」を崩す「多元化」

と「外向き」に沿った動向として，評価すべきであろう。 

 

5.3 抜け落ちている視点：第三のプロフェッショナル 

海外の大学では，教育支援，人材開発，ICT，IR，マーケティングその他の諸分野で，

「教員」と「事務職員」以外の多様な専門職層が勃興してきている。いわば「第三のプロ

フェッショナル」である。日本でも類似の動向が見られないわけではない。「これからの大

学経営～誰がどのような役割を担うのか～」を考える上で，無視できないアクターとなり

つつある。今回の研究員集会で抜け落ちている視点と言えよう。 

 

６．経営人材のキャリア・職能開発 

 

6.1 経営人材を目指す者に対し，誰が何を教えるべきか 

山本報告によると，大学職員の間で経営企画的な職能開発の人気が高いが，これは理解

できるし，まっとうなことである。しかし，そうした能力開発のために，誰が，何を，教

えるべきか。それは，必ずしも自明ではない。OECD のレビューが改革対象とみなしてい

るようなマインドセットの者が，公式の地位だけで教えるべきではない。高等教育研究の

成果を伝授することが，そうした能力開発の即効薬になるわけでもない。また，日本では，

大学職員向けあるいは教員系を含む大学経営人材向けの研修プログラムの提供及び受講が

十分でないという現状もある。 

 

6.2 英国の事例：高等教育リーダーシップ財団のトップ・マネジメント・プログラム等 

そこで，海外の事例として，英国の状況を見てみよう。以下は，2011 年 2 月に実施した

現地調査の結果によるものである。 
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英国では，大学の経営陣や学部・学科等のリーダーの研修については，全国の大学等高

等教育機関が会員・共同オーナーとなり，これに公財政による補助が行われる形で，「高等

教育リーダーシップ財団（Leadership Foundation for Higher Education）」が設立・運営

されている。高等教育ファンディング・カウンシルを通じた公的補助金は同財団の収入の

約 2 割であり，8 割は事業参加費や会費等の自己収入である。 

財団の各種プログラムのうち，大学経営陣向けの「トップ・マネジメント・プログラム

（TMP）」は，大成功を収めているという。いわば看板事業である。その参加者は，副学

長等の経営陣の一員を学長が推薦するもので，一般的に大学経営者のキャリアパスに位置

付いている。教員系・非教員系の区別はなく，様々な役職のマネージャーが参加している。

TMP は，参加者から非常に肯定的な評価を得ている。所属大学の学長の評価も高い。1999

年の TMP 開始以来，24 年（回）の参加者計約 400 人中，70 人が英国の大学の学長にな

った。海外の大学の学長等になったケースもある。 

リーダーシップ財団の各種プログラムのうち，大成功といえるものは，TMP と，高等

教育アカデミーとの共催事業である“Change Academy”である。加えて，高等教育以外の

セクターでコンサルタント体験をする“Strategic Exchange”も好評である。 

「学科長（Heads of Department）プログラム」は，以前には需要が多かったが，今は

学内研修が多くなり，財団への需要は減った。教育チームや研究チームのリーダー研修プ

ログラムも，同様の傾向がある。 

 

6.3 英国の大学経営人材と職能開発～日本にとっての含意～ 

リーダーシップ財団の各種プログラムでは，変化（change），戦略（strategy），革新的   

（innovative）等の概念が強調され，安定的な日常の運営能力だけでは不十分，というメ

ッセージが読み取れる。“Change Management” （変革のマネジメント）の重要性が刷り

込まれるものになっている。現在の高等教育内外の環境下では，安定（stability）は望み

得ないからである。 

もとより，日英両国間の高等教育制度や大学運営の文脈の違いは，考慮に入れる必要が

ある。まず，英国では，教学・経営両面にわたる大学の自律性が戦略経営の強調にリアリ

ティーを付与している。また，高等教育セクターに限らず，広く英国の社会・経済におけ

る雇用の流動性という背景があって，学長のヘッドハンティングや副学長の公募が当たり

前にように機能し得ている。 

 

6.4 プロフェッショナルとしての大学経営人材のキャリア開発 

これに対し，日本では，太田講演が指摘したように，一元的・序列型の組織と評価で閉

塞する組織・経済・社会の状況がある。社会全体と同様，大学組織も官僚制から脱却でき

ていない。びくともしない強固で硬直的な秩序を前にして，無力感が漂い，活力喪失に陥
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っているのが現状と言えよう。ダイナミズムに欠ける日本社会の縮図でもある。 

教員系にしろ，職員系にしろ，あるいは第三のプロフェッショナルにしろ，専門性を高

め，その能力を育て活用していくには，太田講演が主張した通り，各ポストの職務権限を

明確化し，仕事の自律性を高める必要がある。「組織の枠を超えるキャリア形成」（太田講

演）のためには，海外のような転職市場の生成も必要となる。両角亜希子氏の報告は，職

員に自大学出身者が多くない場合に定員充足率が高まるとの知見を披露したが，これは人

材の流動性・多様性の価値を示したものと言えるのではないか。大学経営人材の育成・活

用を高等教育システムの自己革新力と結び付け，実質化していくためには，両角報告にお

ける調査票の設問にあった「専門職化し，大学間の移動を行えるようにする」という方向

性を避けて通れないと考える。 

 

おわりに：これからの大学経営の４つのキーワード 

 

 最後に，今回の研究員集会が十分に掘り下げていない視点として，「グローバル化」に対

応した大学経営の在り方を挙げておきたい。一言でいえば，少なくとも一部の大学は，外

国人も意思決定に参画できる，バイリンガル組織への転換に本気で取り組むべきではない

か。そのためには，英語能力を採用条件の一つとすること，重要情報やルールは日英二か

国語で文書化すること，権限・責任の所在を徹底的に個人化（明確化）・可視化すること等

が課題となる（大森, 2010c）。 

以上で論じてきたことを総括し，今後の大学経営及び経営人材の在り方を 4 つのキーワ

ードで表せば，「システム的統合（systemic alignment）」「可視性（visibility）」「流動性

（mobility）」「戦略経営（strategic management）」となる。 

① システム的統合：学位プログラムを構成する諸要素を学習成果に基づいてシステム的

に統合する教育経営 

② 可視性：職務権限の可視化 

③ 流動性：プロフェッショナル人材の流動性，国際化 

④ 戦略経営：流動・躍動するプロフェッショナル人材による，ダイナミックでイノベー

ティブな経営 

大学経営及び経営人材に関する今後の研究において，この論考が参照され，研究の発展

に貢献することがあれば幸いである。 
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プログラム 

テーマ：これからの大学経営～誰がどのような役割を担うのか～ 

 

会場：広島大学 学士会館２階 レセプションホール 

第1日：11月17日（木） 

13：00～ 受 付  

13：30～14：00 開 会  

 センター紹介 山本 眞一（広島大学高等教育研究開発センター長） 

セッション1  －基調講演－ IDE大学協会中国・四国支部共催 

 司 会 大膳 司（広島大学） 

14：00～15：10 基調講演1 大学経営－課題，組織，人材 

  金子 元久（国立大学財務・経営センター） 

15：10～16：20 基調講演2 これからの人材育成とマネジメント 

  太田 肇（同志社大学） 

16：20～16：35 休憩  

16：35～17：45 基調講演3 
大学内外の四大勢力－事務局，教授会，旧帝大，文科省－と

のつきあい方 

  黒木 登志夫 

17：45～18：00 質 疑・討 論  

 

第2日：11月18日（金） 

9：00～ 受 付  

セッション2 －大学・大学院教育と人材養成－ 

 司 会 村澤 昌崇（広島大学） 

9：30～9：40 趣旨説明 山本 眞一（広島大学） 

9：40～10：10 報 告 1 大学経営人材としての職員の役割 

  両角 亜希子（東京大学） 

10：10～10：40 報 告 2 大学アドミニストレーターの役割 

  森島 朋三（立命館大学） 

10：40～11：00 休 憩  

11：00～11：30 報 告 3 大学経営人材の現状と課題－実態調査の結果から－ 

  山本 眞一（広島大学） 

11：30～12：00 質 疑・応答  

12：00～13：15 昼 食  

セッション3  －ディスカッション－ 

 司 会 阿曽沼 明裕（名古屋大学）大場 淳（広島大学） 

13：15～13：45 コメント 大森 不二雄（首都大学東京） 

13：45～14：45 討 論  

14：45～15：00 総 括 山本 眞一（広島大学） 

15：00 閉会の辞  



第39回　研究員集会参加者名簿（敬称略，所属は集会当時のもの）

（基調講演講師）

金子　元久 (国立大学財務・経営センター) 太田　肇 (同志社大学)

黒木　登志夫 （日本学術振興会学術システム研究センター）

（報告者・司会・コメント）

両角　亜希子 (東京大学) 森島　朋三 (立命館大学)

大森　不二雄 (首都大学東京) 阿曽沼　明裕 (名古屋大学)

（参加者）

相田　美砂子 (広島大学) 佐々野　克美 (広島大学)

天野　智水 (琉球大学) 佐々本　隆司 (広島大学)

雨谷　昭弘 (同志社大学) 澤谷　敏行 (関西学院大学)

有本　章 (くらしき作陽大学) 鈴木　一範 (愛知学院大学)

石塚　公康 (読売新聞) 高畠　敏郎 (広島大学)

和泉　浩基 (広島大学) 恒松  直美 (広島大学)

伊藤　茂美 (広島大学) 椿　康和　 (広島大学)

井上　雅晴 (広島大学) 中山　実 (東京工業大学)

江坂　宗春 (広島大学) 西本　勝彦 (広島大学)

苑　復傑 (放送大学) 野崎　和明 (広島大学)

大佐古　紀雄 (育英短期大学) 長谷川　紀幸 (横浜国立大学)

岡橋　秀典 (広島大学) 林　透 (北陸先端科学技術大学院大学)

岡本　哲治 (広島大学) 久野　吉光 (日本ショトーカ研究所)

亀山　俊朗 (お茶の水女子大学) 藤原　将人 (立命館大学）

川口　博之 (県立広島大学) 船守  美穂 (東京大学)

神原　信幸 (新潟大学) 古澤　修一 (広島大学)

北川　沙紀 (常翔学園) 堀田　泰司 (広島大学)

木村  太祐 (広島修道大学) 増岡　由貴 (広島大学)

木本  尚美 (県立広島大学) 松浦　正博 (広島女学院大学)

具志川　大輔 (名桜大学) 水野　貴文 (広島大学)

栗本　英和 (名古屋大学) 宮町　良広 (大分大学)

坂詰　貴司 (学校法人芝学園) 村上　尚 (広島大学)

崎山  直樹 (千葉大学) 村中　均 (常磐大学)

－ 110 －



森根　健博 (広島大学) 吉永  契一郎 (東京農工大学)

諸見里　安晴 (名桜大学) 劉　文君 (東京大学)

山崎  慎一 (桜美林大学) 渡部　慎二 (広島大学)

山下　洋一 (広島大学) 和田　芳弘 (広島大学)

山野井　敦徳 (くらしき作陽大学) Brian Denman (Hiroshima University)

山本　恵子 (広島大学) Liao Lawrence Man(Hiroshima University)

勇木　義則 (広島大学)

横山　美栄子 (広島大学)

（高等教育研究開発センター）

山本　眞一 大場　淳

北垣　郁雄 村澤　昌崇

大膳　司 秦　由美子

黄　福涛 福留　東土

藤村　正司
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